
公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理

　
　
　
　
　
　
国
鉄
に
お
け
る
実
態
調
査
の
報
告

　　　　　　　　　第
　　　　　　第第第一
六五四三二一三二一章
　　　　　　節節節 国

鉄
の
人
事
管
理
の
組
織
と
制
度

　
国
鉄
の
組
織

　
国
鉄
の
人
事
管
理
制
度
の
規
定

　
国
鉄
の
労
使
関
係
の
骨
格

公
共
企
業
体

団
体
交
渉

苦
情
処
理

事
前
協
議

安
全
衛
生
委
員
会

現
場
協
議
（
以
上
、
　
一
僑
大
学
研
究
年
報
『
社
会
学

　
　
　
　
　
研
究
1
7
』
昭
和
五
四
年
三
月
、
所
収
）

公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
津

第
二
章
　
国
鉄
の
人
事
管
理
の
骨
格

　
第
一
節
　
集
権
制
縦
割
り
機
構

　
　
旧
　
本
社
規
程

　
　
一
一
縦
割
り
機
構

　
第
二
節
　
職
員
管
理
規
程

　
第
三
節
　
階
梯
職
制

　
　
一
　
階
梯
職
制
の
意
味

　
　
一
一
鉄
道
学
園
教
育
課
程

　
　
三
　
登
用
試
験
制
度

　
第
四
節
　
職
名
と
職
群

　
　
一
　
職
名

田
　
真
　
激

一
三
三



　
一
橋
大
学
研
究
年
報

　
一
一
職
群

　
三
　
職
名
と
職
群

第
五
節
　
管
理
職
制
度

　
一
　
管
理
職
の
定
義

　
　
二

　
　
三

　
　
四

　
　
五

　
　
六

　
　
七

第
三
章

は
じ
め
に

第
一
節

　
一

　
二

第
二
節

　
一

　
二

社
会
学
研
究
　
1
8

現
業
管
理
職
の
権
限

現
業
管
理
職
へ
の
道

助
役
試
験
合
格
者
の
滞
留

現
業
管
理
者
の
特
色

上
級
管
理
者
へ
の
任
用

指
定
職
制
度
（
以
上
、
本
号
所
収
）

国
鉄
現
揚
の
人
事
管
理

　
現
揚
の
組
織

豊
橋
駅
の
組
織

管
理
者
の
性
格

　
現
揚
の
作
業
管
理

職
名
と
作
業
分
担

業
務
の
指
示

　第
一三六五四三　節

　
　
二

　
　
一
一
一

　
　
四

　
　
五

　
　
六

　
　
七

　
　
八

　
　
九

第
四
章

　
第
一
節

　
　
一

　
　
二

勤
務
形
態
と
勤
務
時
間

作
業
の
方
法
と
手
順

人
員
の
配
置

管
理
者
の
管
理
業
務

　
国
鉄
現
揚
の
人
事
管
理
の
実
態

現
揚
の
経
営
方
針

人
事
管
理
の
年
度
方
針

管
理
者
の
管
理
業
務
計
画

整
備
し
た
人
事
記
録
制
度

職
揚
規
律
の
再
建

労
働
組
合
と
業
務
管
理

人
事
勤
務
評
定

現
揚
協
議

管
理
者
の
管
理

鉄
道
管
理
局
の
人
事
管
理

　
管
理
局
の
人
事
管
理
組
織

管
理
局
の
組
織

人
事
管
理
部
署
と
し
て
の
総
務
部

一
三
四



第
二
節
総
務
部
の
人
事
管
理

　
　
一
　
要
員
管
理

　
　
一
一
　
配
置
転
換

　
　
三
　
昇
進
昇
格
管
理

　
　
四
　
新
規
採
用

　
　
五
　
退
職
管
理

　
　
六
　
教
育
訓
練
制
度

　
　
七
　
提
案
制
度

　
第
三
節
　
職
揚
管
理
の
指
導

　
　
一
　
経
営
計
画
の
策
定

　
　
二
　
年
度
現
揚
管
理
施
策

第
二
章
　
国
鉄
の
人
事
管
理
の
骨
格

　
　
第
一
節
集
権
制
縦
割
り
機
構

　
一
　
本
社
規
程

　
　
公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理

　
　
三
　
局
と
現
業
管
理
者
の
連
繋

　
　
四
　
労
使
関
係

　
　
五
　
職
揚
管
理
監
査

　
第
四
節
　
地
方
採
用
職
員
の
管
理

　
　
一
　
地
方
採
用
職
員
の
性
格

　
　
二
　
地
方
採
用
職
員
の
運
用

　
　
三
　
幹
部
候
補
者
制
度

調
査
を
終
っ
て
1
若
干
の
提
言
－

　
　
　
一
　
実
態
調
査
の
概
要

　
　
　
二
　
若
干
の
提
言

一
三
五
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六

　
国
鉄
は
典
型
的
な
中
央
集
権
制
で
機
構
が
編
成
さ
れ
て
い
る
。
図
－
の
組
織
図
に
も
ど
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。
種
々
の
中
間
組
織
を
と

り
は
ら
っ
て
図
－
を
み
る
と
、
国
鉄
の
業
務
執
行
機
関
は
総
裁
・
副
総
裁
・
常
務
理
事
か
ら
成
る
ト
ッ
プ
経
営
者
機
構
と
多
数
の
部
、
局
、

室
な
ど
か
ら
成
る
本
社
機
構
と
、
鉄
道
管
理
局
を
代
表
と
す
る
多
数
の
地
方
機
構
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
機
構
に
は
、

本
局
と
駅
、
区
な
ど
の
現
場
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
タ
テ
に
系
列
化
さ
れ
て
い
る
。
民
間
企
業
で
も
こ
れ
に
類
似
す
る
機
構
と
し
て
ト
ッ

プ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
事
業
所
、
事
業
所
内
職
揚
が
あ
る
が
、
民
間
企
業
と
非
常
に
ち
が
う
点
は
、
本
社
に
権
限
が
集
中
し
て
お
り
、
ま

た
本
社
、
局
、
現
揚
の
間
に
無
数
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
権
限
規
程
が
か
ら
み
合
っ
て
い
る
。
公
共
企
業
体
と
し
て
の
国
鉄
が
発
足
し
て

以
後
は
戦
前
ほ
ど
の
こ
ま
か
な
規
定
は
実
際
に
作
用
し
て
い
な
い
に
せ
よ
、
民
間
企
業
に
く
ら
ぺ
れ
ば
は
る
か
に
多
数
の
詳
細
な
権
限
規

程
が
機
能
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
規
程
が
中
央
集
権
制
を
貫
徹
す
る
こ
と
に
役
立
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
昭
和
三
十
二
年

一
月
に
定
め
ら
れ
た
日
本
国
有
鉄
道
組
織
規
程
に
も
と
づ
い
て
管
理
局
業
務
管
理
規
程
が
規
定
さ
れ
、
こ
の
規
程
に
よ
っ
て
管
理
局
組
織

規
程
が
制
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
、
本
社
の
業
務
に
関
し
て
は
次
に
か
か
げ
る
と
こ
ろ
の
昭
和
三
十
九
年
四
月
一
日
総
裁
達
第
百
四
十
八
号
で
定
め
ら
れ
、
昭
和
四

十
五
年
八
月
総
裁
達
第
七
十
号
で
改
定
さ
れ
た
規
程
が
あ
る
。

　
「
本
社
の
業
務
に
関
す
る
規
程

　
　
本
社
及
び
本
社
附
属
機
関
に
お
い
て
処
理
す
る
業
務
の
基
準
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
地
方
機
関
と
の
権
限
の
明
確
化
を
は
か
り
、

　
も
っ
て
責
任
体
制
の
確
立
と
経
営
管
理
の
合
理
化
に
資
す
る
た
め
、
本
社
の
業
務
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
（
適
用
範
囲
）



第
一
条
本
社
及
び
本
社
附
属
機
関
（
以
下
「
本
社
」
と
い
う
）
に
お
い
て
処
理
す
る
業
務
に
つ
い
て
は
、

　
ろ
に
よ
る
。

　
（
本
社
に
お
い
て
処
理
す
る
業
務
の
範
囲
）

第
二
条
　
本
社
に
お
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
処
理
す
る
も
の
と
す
る
。

　
O
O
　
経
営
の
基
本
的
計
画
に
関
す
る
事
項

　
図
　
全
般
管
理
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

キカオエウイア
主
要
組
織
の
設
廃

重
要
人
事

経
営
目
標

業
績
の
測
定
及
ぴ
評
価

内
部
監
査

基
本
的
な
規
程
の
制
定

全
社
的
な
総
合
調
整

圖
特
に
中
央
に
お
い
て
集
中
処
理
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
、
又
は
適
当
と
す
る
事
項

回
　
地
方
機
関
の
長
が
次
に
掲
げ
る
揚
合
に
指
示
又
は
調
整
を
求
め
た
事
項

　
ア
　
地
方
機
関
相
互
間
の
協
議
が
と
と
の
わ
な
い
揚
合

　
　
　
公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理

こ
の
規
程
の
定
め
る
と
こ

一
三
七
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二
二
八

　
　
　
イ
　
専
決
施
行
に
属
す
る
事
項
で
あ
っ
て
も
重
要
と
認
め
た
揚
合

　
　
　
ウ
　
本
社
に
お
い
て
制
定
し
た
基
準
に
よ
り
が
た
い
揚
合
又
は
基
準
の
な
い
揚
合
で
異
例
と
認
め
た
と
き

　
　
　
　
附
　
　
　
則

　
　
こ
の
達
は
、
別
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
昭
和
四
十
年
三
月
十
九
日
総
裁
達
第
百
一
号
で
昭
和
四
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
」

　
こ
の
規
程
で
重
要
な
の
は
第
二
条
③
の
カ
の
「
基
本
的
な
規
程
の
制
定
」
で
あ
っ
て
、
国
鉄
は
文
書
の
形
式
で
あ
る
「
規
程
」
、
そ
れ

も
本
社
で
定
め
る
基
本
規
程
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
る
四
三
万
人
の
経
営
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
瞭
に
う
ち
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
典
型
的
な
中
央
集
権
制
」
と
呼
ぶ
の
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
本
社
権
限
規
程
を
受
け
て
管
理
局
で
は
、
管
理
局
の
業
務

管
理
規
程
の
中
で
管
理
局
長
の
専
決
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
局
長
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
本
社
及
ぴ

支
社
の
権
限
と
し
て
留
保
さ
れ
た
専
決
事
項
を
除
い
て
、
管
理
局
の
管
理
及
ぴ
運
営
に
関
す
る
事
項
を
専
決
施
行
す
る
」
と
定
め
て
本
社

の
権
限
が
優
先
す
る
こ
と
を
明
示
し
、
さ
ら
に
局
内
に
関
し
て
は
「
局
長
は
、
そ
の
専
決
施
行
に
属
す
る
事
項
の
一
部
を
各
部
長
及
び
現

場
機
関
の
長
に
専
決
施
行
さ
せ
、
又
は
そ
の
専
決
施
行
で
き
る
事
項
の
一
部
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
組
織
に
関
す
る
規

程
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
再
委
任
し
な
い
」
と
定
め
て
い
る
。
本
社
、
局
、
現
場
の
権
限
関
係
が
こ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
ろ

》
フ
o　

　
　
二
　
縦
割
り
機
構

国
鉄
の
機
構
の
も
う
一
つ
の
特
色
は
縦
割
り
機
構
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

縦
割
り
機
構
に
は
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。
　
つ
は
本
社
と
地



域
の
縦
の
関
係
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
国
鉄
の
主
業
務
は
鉄
道
・
自
動
車
・
船
舶
に
よ
る
輸
送
業
務
で
あ
り
、
業
務
の
範
囲
が
全
国
に
広

く
分
散
し
て
い
る
の
で
、
一
定
地
域
．
こ
と
に
管
理
単
位
を
設
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
管
理
が
地
域
単
位
で
あ
る
こ
と
は
こ
の
管
理
単

位
の
分
離
性
を
強
め
ざ
る
を
え
な
い
。
実
さ
い
、
隣
接
の
管
理
単
位
以
外
に
は
管
理
単
位
の
間
で
は
接
触
す
る
関
係
は
存
在
し
な
い
の
で

あ
っ
て
、
管
理
単
位
の
ヨ
コ
の
関
係
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
本
社
と
管
理
単
位
の
間
の
タ
テ
の
関
係
を

強
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
も
う
一
つ
は
、
鉄
道
、
自
動
車
、
船
舶
は
同
じ
輸
送
業
務
で
あ
っ
て
も
別
々
に
独
立
し
た
輸
送
産
業
で
あ
る
。
図
－
で
み
れ
ば
、
本
社

の
自
動
車
局
、
地
方
自
動
車
局
．
地
方
自
動
車
部
、
自
動
車
営
業
所
と
い
う
三
つ
の
機
関
は
縦
の
連
結
を
し
て
お
り
、
そ
の
他
の
組
織
と

は
独
立
し
て
い
る
。
船
舶
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
て
、
こ
の
意
味
で
も
国
鉄
の
組
織
は
縦
割
り
に
な
っ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
鉄
道
輸
送
に
つ
い
て
み
る
と
、
本
社
の
機
構
は
経
理
局
、
施
設
局
、
運
転
局
、
電
気
局
と
い
う
よ
う
に
機
能
か
ら
み
た
分
業
組

織
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
機
構
は
管
理
局
に
も
そ
の
ま
ま
貫
か
れ
て
お
り
、
組
織
規
程
に
よ
っ
て
局
に
経
理
部
、
施
設
部
、
運
転
部
、
電

気
部
等
々
が
お
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
経
理
局
は
局
限
り
に
と
ど
ま
る
が
、
施
設
局
は
保
線
区
・
保
線
所
な
ど
、
運
転
局
は
機
関
区
・

電
車
区
な
ど
の
現
揚
機
関
を
管
理
す
る
こ
と
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
縦
割
り
機
構
が
現
場
ま
で
一
貫
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
縦
割
り
機
構
は
現
揚
機
関
の
職
員
に
つ
い
て
み
れ
ぱ
き
わ
め
て
明
瞭
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
鉄
道
の
現
業
部
門
を
大
別
す
れ
ば
営

業
（
駅
、
車
掌
な
ど
）
、
運
転
（
電
車
・
機
関
車
の
運
転
）
、
施
設
（
保
線
、
建
築
な
ど
）
、
電
気
（
信
号
、
通
信
、
電
務
な
ど
）
に
な
る

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
門
に
人
員
の
交
流
は
全
く
な
い
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
職
員
は
い
っ
た
ん
一
つ
の
部
門
に
入
れ
ば
、
他
の

部
門
に
動
く
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
大
き
な
駅
に
つ
い
て
み
れ
ば
南
・
北
に
出
・
改
札
口
が
あ
る
揚
合
に
、
二
つ
の
出
・
改

　
　
　
　
　
公
共
企
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事
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四
〇

札
口
に
所
属
す
る
職
員
の
間
に
は
め
っ
た
に
人
員
の
交
流
は
な
い
。
大
き
な
操
車
揚
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
若
干
の
区

が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
区
間
で
人
員
の
移
動
は
め
っ
た
に
な
い
。
こ
の
よ
う
な
職
揚
間
の
横
の
関
係
の
欠
如
が
縦
割
り
の
制
度
を
強
化
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

第
二
節
　
職
員
管
理
規
程

　
国
鉄
の
人
事
管
理
が
規
程
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
形
を
と
っ
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
く
り
か
え
し
て
述
ぺ
た
と
お
り
で
あ
る
。
現

在
の
国
鉄
の
人
事
管
理
の
基
本
規
程
は
「
職
員
管
理
規
程
」
（
昭
和
三
十
九
年
四
月
総
裁
達
第
百
五
十
七
号
、
改
正
昭
和
四
十
六
年
三
月

総
裁
達
第
二
十
六
号
ま
で
）
で
あ
ろ
う
。
こ
の
規
程
は
以
下
で
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
全
文
を
か
か
げ
て
お
く
こ
と

に
し
た
い
。

　
「
職
員
管
理
規
程

　
　
　
　
第
一
章
　
総
　
　
　
則

　
　
（
適
用
範
囲
）

　
第
一
条
　
職
員
数
並
び
に
職
員
及
び
準
職
員
の
任
免
、
勤
務
、
給
与
、
教
育
訓
練
、
賞
罰
等
に
関
す
る
業
務
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
程

　
　
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
2
　
こ
の
規
程
に
定
め
て
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
も
の
に
よ
る
。

　
　
　
（
注
）
　
別
に
定
め
る
も
の
の
お
も
な
も
の
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。



17）　（6）　（51　（4｝　〔31　｛2）　（11

　
　
　
　
　
　
規
　
　
　
程
　
　
　
名

本
社
賞
罰
審
査
委
員
会
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
四
月
総
裁
達
第
百
九
十
一
号
）

鉄
道
顕
功
章
等
選
考
委
員
会
規
程
（
昭
和
四
十
年
十
一
月
総
裁
達
第
六
百
五
号
）

外
国
出
張
審
査
委
員
会
規
程
（
昭
和
四
十
年
十
一
月
総
裁
達
第
六
百
六
号
）

指
定
職
員
等
管
理
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
四
月
総
裁
達
第
百
五
十
八
号
）

管
理
職
員
管
理
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
四
月
総
裁
達
第
百
五
十
九
号
）

嘱
託
規
程
（
管
理
規
程
）
（
昭
和
三
十
九
年
四
月
総
裁
達
第
百
六
十
一
号
）

厚
生
業
務
管
理
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
四
月
総
裁
達
第
百
六
十
二
号
）

　
　
関
　
係
　
事
　
項

委
員
会
の
構
成
、
賞
罰
の
審
査
等

委
員
会
の
構
成
、
選
考
審
査
等

委
員
会
の
構
成
、
事
案
の
審
査
等

範
囲
、
定
数
、
任
免
、
給
与
等

範
囲
、
定
数
、
給
与
等

嘱
託
の
委
嘱
、
解
嘱
、
給
与
等

職
員
を
採
用
す
る
揚
合
の
健
康
診
断
及
ぴ
体
位

　
（
用
語
の
意
義
）

第
二
条
　
こ
の
規
程
に
お
け
る
用
語
の
意
義
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
ω
　
「
指
定
職
員
等
」
と
は
、
指
定
職
員
等
管
理
規
程
第
三
条
に
規
定
す
る
者
を
い
う
。

　
図
　
「
管
理
職
員
」
と
は
、
管
理
職
員
管
理
規
程
第
二
条
に
規
定
す
る
者
を
い
う
。

　
③
　
「
準
職
員
」
と
は
、
雇
用
契
約
に
基
づ
い
て
業
務
に
従
事
す
る
者
で
あ
っ
て
、
か
つ
、

　
　
い
、
職
員
と
し
て
の
適
格
性
を
判
断
す
る
期
間
内
に
あ
る
者
を
い
う
。

　
　
　
第
二
章
職
員
数

　
（
職
員
数
の
決
定
）

　
　
　
　
公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理

職
員
と
な
る
た
め
の
教
育
訓
練
を
行
な

一
四
一
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二

第
三
条
　
職
員
の
総
数
は
、
総
裁
が
決
定
す
る
。

2
　
職
員
局
長
は
、
前
項
の
職
員
の
総
数
並
ぴ
に
本
社
附
属
機
関
の
長
及
ぴ
地
方
機
関
の
長
の
要
員
計
画
に
基
づ
き
、
本
社
、
本
社
附

　
属
機
関
及
ぴ
地
方
機
関
（
駐
在
理
事
室
を
含
む
。
）
別
の
職
員
数
を
決
定
す
る
。

　
（
需
給
計
画
の
調
整
）

第
四
条
　
職
員
局
長
は
、
必
要
が
あ
る
揚
合
は
、
職
員
需
給
計
画
の
調
整
を
行
な
う
も
の
と
す
る
。

　
　
　
第
三
章
任
　

免

　
（
任
免
を
行
な
う
者
）

第
五
条
　
職
員
（
準
職
員
を
含
み
、
指
定
職
員
等
を
除
く
。
）
の
採
用
、
勤
務
指
定
、
転
勤
、
昇
職
、
降
職
、
転
職
、
昇
給
、
降
給
、

　
休
職
、
復
職
、
休
業
、
復
業
、
退
職
及
ぴ
免
職
に
つ
い
て
は
、
所
属
長
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
が
行
な
う
。
た
だ
し
、
総
裁
が

　
採
用
を
決
定
し
た
大
学
卒
業
者
の
免
職
を
除
く
。

　
（
採
用
の
方
法
）

第
六
条
　
職
員
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
を
除
き
、
準
職
員
の
う
ち
か
ら
選
考
に
よ
っ
て
採
用
す
る
。

　
ω
　
幹
部
要
員
と
し
て
採
用
す
る
大
学
及
ぴ
高
等
専
門
学
校
卒
業
者

　
⑧
　
大
学
課
程
の
生
徒
と
し
て
採
用
す
る
者

　
箇
　
医
師
、
歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
の
免
許
証
を
有
す
る
者

　
働
甲
種
海
技
免
状
を
有
す
る
者
（
船
舶
通
信
士
を
除
く
。
）



　
㈲
　
日
本
国
有
鉄
道
（
公
共
企
業
体
移
行
前
の
運
輸
省
を
含
む
。
）
に
在
職
し
、
官
公
庁
に
転
出
し
た
者
で
、
復
帰
す
る
者

　
㈲
　
無
給
職
員
で
退
職
し
、
再
採
用
さ
れ
た
者

　
ω
　
そ
の
他
総
裁
が
必
要
と
認
め
た
者

　
（
欠
格
条
項
）

第
七
条
　
日
本
国
有
鉄
道
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
十
六
号
）
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
各
号
の
一

　
に
該
当
す
る
者
は
、
準
職
員
又
は
職
員
と
し
て
雇
用
し
、
又
は
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
ω
　
禁
治
産
者
若
し
く
は
準
禁
治
産
者
又
は
破
産
の
宣
告
を
受
け
た
者
で
復
権
を
得
な
い
も
の

　
③
禁
こ
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
で
、
執
行
を
終
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
て
か
ら
三
年
を
経
過
し
な
い
も

　
　
の

　
③
　
日
本
国
有
鉄
道
又
は
そ
の
他
の
職
員
と
し
て
在
職
中
、
非
行
又
は
不
都
合
な
行
為
に
よ
り
免
職
の
処
分
を
受
け
た
者
で
、
当
該

　
　
処
分
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
も
の

　
四
　
身
体
検
査
及
び
適
性
検
査
に
合
格
し
な
い
者

　
（
大
学
及
ぴ
高
等
専
門
学
校
卒
業
者
の
採
用
）

第
八
条
　
幹
部
要
員
と
し
て
採
用
す
る
大
学
及
ぴ
高
等
専
門
学
校
卒
業
者
の
数
及
び
採
用
に
つ
い
て
は
、
総
裁
が
決
定
す
る
。

　
（
休
職
及
ぴ
休
業
）

第
九
条
　
職
員
の
休
職
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
有
鉄
道
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
職
員
休
職
基
準
規
程
及
び
職
員

　
　
　
　
公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
三
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の
申
出
に
よ
る
休
職
基
準
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

2
　
準
職
員
が
刑
事
事
件
に
よ
り
起
訴
さ
れ
た
揚
合
は
、
休
業
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
第
四
章
　
勤
　
　
　
務

　
（
労
働
時
間
等
）

第
十
条
　
職
員
及
ぴ
準
職
員
の
勤
務
の
種
別
ご
と
の
労
働
時
間
及
び
休
憩
時
間
は
、
総
裁
が
決
定
す
る
。

　
（
休
　
　
日
）

第
十
一
条
　
職
員
の
休
日
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
業
務
の
都
合
に
よ
り
、
他
の
日
に
こ
れ
を
振
り
替
え

　
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ω
　
七
日
に
一
日
の
割
合
で
与
え
る
公
休
日
。
た
だ
し
、
船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号
）
の
適
用
を
受
け
る
者
に
つ
い
て

　
　
は
、
航
海
中
は
公
休
日
を
附
与
し
な
い
。

　
③
　
国
民
の
祝
日

　
③
　
年
末
年
始
の
休
日

　
四
船
員
法
の
適
用
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
附
与
す
る
調
整
休
日

2
　
準
職
員
の
休
日
に
つ
い
て
は
、
職
員
勤
務
基
準
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
（
年
次
有
給
休
暇
）

第
十
二
条
　
職
員
に
、
原
則
と
し
て
次
の
区
分
に
よ
り
、
年
次
有
給
休
暇
を
附
与
す
る
。



（
1
〕

第
六
条
各
号
に
掲
げ
る
者
が
直
接
職
員
に
採
用
さ
れ
た
揚
合

附
　
　
　
　
与
　
　
　
　
条
　
　
　
　
件

附
与
期
日

附
与
日
数

勤
続
三
箇
月
に
達
し
た
と
き

そ
の
翌
月
一
日

十
　
日

勤
続
一
年
に
達
し
た
と
き
及
ぴ
附
与
期
日
か
ら
一
年
に
達
す
る
ご
と

そ
の
翌
月
一
日

二
十
日

（
2
〕

準
職
員
期
間
六
箇
月
を
経
て
職
員
に
採
用
さ
れ
た
揚
合

附
　
　
　
与
　
　
　
条
　
　
　
件

附
与
期
日

附
与
日
数

採
用
さ
れ
た
と
き

そ
の
当
月
一
日

五
　
日

職
員
期
間
六
箇
月
に
達
し
た
と
き
及
ぴ
附
与
期
日
か
ら
一
年
に
達
す
る
ご
と

そ
の
翌
月
一
日

二
十
日

2
　
準
職
員
に
つ
い
て
は
、
職
員
勤
務
基
準
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
年
次
有
給
休
暇
を
附
与
す
る
。

　
（
有
給
の
勤
務
免
除
）

第
十
三
条
　
職
員
及
び
準
職
員
が
、
所
属
長
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
の
承
認
を
得
て
勤
務
を
欠
く
揚
合
の
う
ち
、
職
員
勤
務
基
準

　
規
程
に
よ
り
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
有
給
の
勤
務
免
除
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
海
外
派
遣
）

第
十
四
条
　
職
員
の
海
外
派
遣
は
、
総
裁
が
決
定
す
る
。

　
　
　
第
五
章
給
与
等

　
　
　
　
公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
五
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（
給
与
の
種
別
）

第
十
五
条
　
職
員
〔
指
定
職
員
等
及
ぴ
管
理
職
員
を
除
く
。
以
下
第
十
九
条
ま
で
、
第
二
十
条
（
第
五
号
を
除
く
。
）
及
ぴ
第
二
十
一

　
条
に
お
い
て
同
じ
。
〕
の
給
与
は
、
基
本
給
、
基
本
給
加
算
額
、
基
本
給
調
整
額
、
職
務
手
当
、
扶
養
手
当
、
暫
定
手
当
、
住
宅
手

　
当
、
特
殊
勤
務
手
当
、
割
増
賃
金
、
休
職
者
給
与
、
年
次
有
給
休
暇
日
の
賃
金
、
通
勤
手
当
、
近
代
化
特
別
手
当
、
期
末
手
当
、
寒

　
冷
地
手
当
及
ぴ
退
職
手
当
と
す
る
。

2
　
準
職
員
の
賃
金
は
、
基
本
賃
金
、
基
本
賃
金
加
算
額
、
職
務
手
当
、
扶
養
手
当
、
暫
定
手
当
、
住
宅
手
当
、
特
殊
勤
務
手
当
、
通

　
勤
手
当
、
割
増
賃
金
、
期
末
手
当
、
寒
冷
地
手
当
及
び
退
職
手
当
と
す
る
。

　
（
職
　
　
群
）

第
十
六
条
　
職
員
の
職
群
は
、
そ
の
職
務
内
容
に
応
じ
て
一
職
群
か
ら
一
二
職
群
に
区
分
す
る
。

　
（
基
本
給
）

第
十
七
条
　
職
員
の
基
本
給
の
号
俸
及
び
金
額
は
、
別
表
第
－
か
ら
第
4
ま
で
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
そ
の
額
は
月
額
と
す
る
。

2
　
準
職
員
の
基
本
賃
金
の
額
は
別
表
第
5
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
そ
の
額
は
月
額
と
す
る
。

　
（
基
本
給
加
算
額
）

第
十
七
条
二
　
職
員
の
基
本
給
加
算
額
は
、
別
表
第
4
の
2
か
ら
別
表
第
4
の
5
ま
で
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
者
の
基
本
給

　
の
号
俸
に
対
応
す
る
額
と
し
、
そ
の
額
は
月
額
と
す
る
。

2
　
準
職
員
の
基
本
賃
金
加
算
額
は
、
別
表
第
5
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
者
の
基
本
賃
金
に
対
応
す
る
額
と
し
、
そ
の
額
は



　
月
額
と
す
る
。

　
（
扶
養
手
当
）

第
十
八
条
　
職
員
及
び
準
職
員
の
扶
養
手
当
の
額
は
、
別
表
第
6
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
一
人
当
り
の
金
額
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
扶
養

　
親
族
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
と
す
る
。

　
（
暫
定
手
当
）

第
十
九
条
　
職
員
の
暫
定
手
当
の
額
は
、
別
表
第
7
か
ら
別
表
第
1
0
ま
で
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
そ
の
額
は
月
額
と
す
る
。

2
　
準
職
員
の
暫
定
手
当
の
額
は
、
別
表
第
5
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
そ
の
額
は
月
額
と
す
る
。

3
　
前
各
項
の
暫
定
手
当
は
、
そ
の
者
の
基
本
給
の
号
俸
又
は
基
本
賃
金
と
職
員
賃
金
基
準
規
程
又
は
準
職
員
賃
金
基
準
規
程
の
定
め

　
る
級
地
区
分
に
対
応
す
る
額
と
す
る
。

　
（
総
裁
の
決
定
事
項
）

第
二
十
条
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
総
裁
が
決
定
す
る
。

（5）（41（3）〔2）（1

職
員
及
び
準
職
員
の
期
末
手
当
の
支
給
範
囲
及
ぴ
支
給
額

職
員
の
寒
冷
地
手
当
及
び
準
職
員
の
寒
冷
地
等
手
当
の
支
給
範
囲
及
び
支
給
額

職
員
の
昇
給
資
金
の
総
額

職
員
の
職
名
別
最
低
号
俸

職
員
及
ぴ
準
職
員
の
旅
費
及
び
船
員
食
料
に
関
す
る
基
本
事
項

　
公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理

一
四
七
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一
四
八

　
㈲
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
職
員
の
給
与
及
ぴ
準
職
員
の
賃
金
に
関
す
る
基
本
事
項

　
（
権
限
の
委
任
）

第
二
十
一
条
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
職
員
局
長
が
決
定
す
る
。

　
ω
　
職
員
の
業
務
機
関
別
昇
給
資
金
の
額

　
③
　
職
員
の
本
社
、
本
社
附
属
機
関
、
地
方
機
関
（
駐
在
理
事
室
を
含
む
。
）
別
の
職
名
別
、
職
群
別
定
数

　
③
　
職
員
の
本
社
、
本
社
附
属
機
関
、
地
方
機
関
（
駐
在
理
事
室
を
含
む
。
）
別
の
職
名
別
基
本
給
調
整
額
及
ぴ
職
名
別
職
務
手
当

　
　
に
係
る
指
定
数

　
　
　
第
六
章
　
教
育
訓
練

　
（
教
育
訓
練
の
目
的
）

第
二
十
二
条
教
育
訓
練
は
、
業
務
の
能
率
的
な
運
営
と
事
業
の
発
展
に
寄
与
す
る
た
め
に
必
要
な
人
格
、
知
識
及
ぴ
技
能
の
向
上
と

　
完
成
を
め
ざ
し
、
企
業
意
識
に
徹
す
る
と
と
も
に
、
公
共
奉
仕
の
精
神
を
体
し
た
健
全
な
職
員
の
育
成
を
目
的
と
し
、
全
職
員
を
対

　
象
と
し
て
、
必
要
に
応
じ
、
あ
ら
ゆ
る
機
会
と
揚
所
を
活
用
し
て
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
教
育
訓
練
の
方
法
）

第
二
十
三
条
教
育
訓
練
の
方
法
は
、
職
揚
に
お
い
て
日
常
の
業
務
を
通
じ
て
行
な
う
職
場
内
教
育
、
教
育
訓
練
を
専
門
に
担
当
す
る

　
機
関
に
お
い
て
行
な
う
教
育
機
関
教
育
及
ぴ
部
外
の
学
校
等
に
依
頼
し
て
行
な
う
委
託
教
育
と
す
る
。

　
（
教
育
機
関
の
教
育
）



第
二
十
四
条
　
中
央
鉄
道
学
園
、
鉄
道
学
園
及
び
高
等
看
護
学
園
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
教
育
機
関
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
行
な
う
教

　
育
訓
練
は
．
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
ω
　
正
規
教
育

　
　
　
新
規
採
用
者
に
対
し
て
行
な
う
も
の
及
ぴ
昇
職
、
補
職
等
を
目
的
と
し
て
行
な
う
も
の

　
③
　
転
換
教
育

　
　
　
機
器
、
設
備
等
の
更
改
又
は
他
の
職
種
へ
の
転
換
に
よ
り
、
職
務
の
内
容
又
は
作
業
方
式
が
著
し
く
変
更
さ
れ
る
揚
合
に
行
な

　
　
う
も
の

　
⑧
　
再
教
育

　
　
　
職
員
の
現
在
担
当
す
る
職
務
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
そ
の
知
識
及
び
技
能
の
向
上
改
善
を
は
か
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
な
う

　
　
も
の

　
（
教
育
機
関
の
課
程
及
び
講
座
）

第
二
十
五
条
　
教
育
機
関
に
お
け
る
教
育
訓
練
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
課
程
及
ぴ
講
座
に
よ
り
行
な
う
も
の
と
す
る
。

　
o
D
　
研
修
課
程

　
　
　
管
理
監
督
の
地
位
に
あ
る
職
員
及
ぴ
こ
れ
に
準
ず
る
職
員
に
対
し
、
研
修
会
議
に
よ
り
再
教
育
を
行
な
う
も
の

　
働
　
研
究
課
程

　
　
　
新
規
に
幹
部
要
員
と
し
て
採
用
し
た
大
学
及
ぴ
高
等
専
門
学
校
卒
業
者
に
対
し
、
幹
部
要
員
と
し
て
必
要
な
正
規
教
育
を
行
な

　
　
　
　
公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
九
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う
も
の

　
③
　
大
学
課
程

　
　
　
前
号
以
外
の
職
員
に
対
し
、
幹
部
要
員
と
す
る
た
め
の
正
規
教
育
を
行
な
う
も
の

　
㈲
　
高
等
課
程

　
　
　
主
と
し
て
現
業
部
門
の
初
級
幹
部
職
及
ぴ
こ
れ
に
準
ず
る
職
種
の
職
員
を
教
育
訓
練
す
る
た
め
の
正
規
教
育
及
ぴ
そ
の
転
換
教

　
　
育
又
は
再
教
育
を
行
な
う
も
の

　
⑤
　
普
通
課
程

　
　
　
主
と
し
て
現
業
部
門
の
中
級
職
の
職
員
を
教
育
訓
練
す
る
た
め
の
正
規
教
育
及
ぴ
そ
の
転
換
教
育
又
は
再
教
育
を
行
な
う
も
の

　
㈲
　
初
等
課
程

　
　
　
新
規
採
用
者
（
大
学
及
ぴ
高
等
専
門
学
校
卒
業
者
を
除
く
。
）
に
対
す
る
正
規
教
育
及
ぴ
現
業
部
門
の
初
級
職
の
職
員
に
対
す

　
　
る
再
教
育
を
行
な
う
も
の

　
ω
　
通
信
教
育
講
座

　
　
　
職
員
全
般
を
対
象
と
し
、
職
員
の
資
質
の
向
上
を
は
か
る
た
め
、
通
信
に
よ
り
業
務
に
必
要
な
教
育
訓
練
を
行
な
う
も
の

　
（
経
営
管
理
者
研
修
会
議
等
）

第
二
十
六
条
　
研
修
課
程
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
研
修
会
議
は
、
中
央
鉄
道
学
園
に
お
い
て
行
な
う
も
の
と
す
る
。

　
ω
　
経
営
管
理
者
研
修
会
議



　
　
　
局
長
級
幹
部
職
員
と
し
て
必
要
な
経
営
管
理
上
の
知
識
及
び
技
能
の
研
修
を
行
な
う
も
の

　
吻
　
経
営
幹
部
研
修
会
議
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
　
　
部
長
級
幹
部
職
員
と
し
て
必
要
な
経
営
管
理
上
の
知
識
及
び
技
能
を
行
な
う
も
の

　
（
研
究
課
程
）

第
二
十
七
条
　
研
究
課
程
は
、
第
一
科
、
第
二
科
及
び
第
三
科
と
し
、
第
一
科
及
ぴ
第
三
科
は
、
中
央
鉄
道
学
園
に
設
置
す
る
も
の
と

　
す
る
。

　
（
大
学
課
程
）

第
二
十
八
条
　
大
学
課
程
は
、
中
央
鉄
道
学
園
に
設
置
す
る
も
の
と
し
、
業
務
科
、
機
械
科
、
土
木
科
、
建
築
科
及
ぴ
電
気
科
に
区
分

　
し
、
そ
の
修
業
時
間
は
、
そ
れ
ぞ
れ
三
年
と
す
る
。

　
（
委
託
教
育
の
種
別
）

第
二
十
九
条
　
委
託
教
育
の
種
別
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
①
　
学
術
研
究
員

　
　
　
部
外
の
学
校
等
に
お
い
て
、
業
務
に
必
要
な
学
術
及
ぴ
技
能
の
研
究
を
行
う
も
の

　
ω
　
大
学
委
託
研
究
員

　
　
　
大
学
等
に
お
い
て
、
一
年
間
、
業
務
に
必
要
な
学
術
及
び
技
能
の
研
究
を
行
な
う
も
の

　
個
　
委
託
生

　
　
　
　
公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
一
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大
学
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
校
に
お
い
て
、
指
定
の
学
習
を
行
な
う
も
の

　
㈲
　
学
修
生

　
　
　
部
外
の
学
校
等
に
お
い
て
、
業
務
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
の
習
得
を
行
な
う
も
の

　
㈲
　
外
洋
実
務
研
修
員

　
　
　
部
外
の
船
舶
に
お
い
て
、
業
務
に
必
要
な
知
識
及
ぴ
技
能
の
習
得
を
行
な
う
も
の

　
（
権
限
の
委
任
）

第
三
十
条
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
職
員
局
長
が
行
な
う
。

　
ω
　
経
営
管
理
者
研
修
会
議
、
経
営
幹
部
研
修
会
議
、
研
究
課
程
第
一
科
及
び
大
学
課
程
各
科
の
教
育
計
画
並
び
に
特
に
必
要
と
す

　
　
る
全
社
的
教
育
計
画
及
ぴ
そ
の
実
施
計
画
の
決
定

　
③
　
一
年
以
上
に
わ
た
っ
て
研
究
を
行
な
う
学
術
研
究
員
、
大
学
委
託
研
究
員
及
び
委
託
生
を
派
遣
す
る
学
校
等
、
そ
の
研
究
事
項

　
　
及
び
研
究
期
間
の
決
定
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
を
命
ず
る
こ
と
。

　
　
　
第
七
章
　
行
　
賞
　
等

　
（
行
賞
の
種
別
）

第
三
十
一
条
行
賞
は
、
表
彰
及
び
褒
賞
と
す
る
。

　
（
行
賞
を
行
な
う
者
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。

第
三
十
二
条
戦
員
、
準
職
員
又
は
団
体
の
行
賞
は
、
総
裁
、
本
社
附
属
機
関
の
長
（
駐
在
理
事
室
長
を
含
み
、
同
室
長
、
首
都
圏
本



　
部
長
及
ぴ
輸
送
計
画
室
長
に
あ
っ
て
は
、
本
所
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
の
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
総
局
の
地
方
機
関
の
長

　
及
び
鉄
道
管
理
局
の
地
方
機
関
の
長
が
行
な
う
。
た
だ
し
、
褒
賞
に
つ
い
て
は
、
地
方
機
関
の
長
、
総
局
の
地
方
機
関
の
長
又
は
鉄

　
道
管
理
局
の
地
方
機
関
の
長
か
ら
委
任
を
受
け
た
者
が
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
鉄
道
公
安
職
員
の
行
賞
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
公
安
本
部
長
が
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
表
　
　
彰
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘

第
三
十
三
条
　
表
彰
は
、
業
務
の
遂
行
上
顕
著
な
功
績
が
あ
り
、
か
つ
、
一
般
の
模
範
と
し
て
推
す
べ
き
も
の
と
認
め
た
職
員
、
準
職

　
員
又
は
団
体
に
対
し
て
行
な
う
。

2
　
表
彰
は
、
表
彰
状
を
授
与
し
て
行
な
い
、
副
賞
と
し
て
金
品
を
加
授
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
殉
職
者
を
表
彰
す
る
揚
合
は
、
特
別
昇
給
の
特
典
を
附
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
鉄
道
顕
功
章
表
彰
）

第
三
十
四
条
　
長
期
間
に
わ
た
り
抜
群
の
業
績
を
あ
げ
、
人
格
、
勤
務
成
績
と
も
に
す
ぐ
れ
た
職
員
に
対
し
て
は
、
鉄
道
顕
功
章
を
授

　
与
し
て
総
裁
が
表
彰
す
る
。

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
表
彰
す
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
典
を
附
与
す
る
。

　
ω
特
別
昇
給

　
②
　
退
職
後
の
鉄
道
乗
車
証
の
交
付

　
③
　
退
職
後
、
直
営
医
療
機
関
を
利
用
す
る
揚
合
の
医
療
費
の
免
除

　
　
　
　
公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
三



　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
社
会
学
研
究
　
1
8
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
四

　
（
下
山
賞
表
彰
）

第
三
十
五
条
　
科
学
技
術
の
向
上
又
は
各
種
の
事
故
防
止
に
顕
著
な
貢
献
を
し
た
職
員
に
対
し
て
は
、
下
仙
賞
を
授
与
し
て
総
裁
が
表

　
彰
す
る
。

　
（
片
岡
賞
表
彰
）

第
三
＋
五
条
の
二
　
経
営
管
理
、
企
業
能
率
の
向
上
又
は
福
祉
の
増
進
に
顕
著
な
貢
献
を
し
た
職
員
に
対
し
て
は
、
片
岡
賞
を
授
与
し

　
て
総
裁
が
表
彰
す
る
。

　
（
功
労
章
表
彰
及
ぴ
特
別
功
労
章
表
彰
）

第
三
十
五
条
の
三
　
勤
務
成
績
が
特
に
優
良
な
職
員
に
対
し
て
は
、
功
労
章
又
は
特
別
功
労
章
を
授
与
し
て
表
彰
す
る
。
た
だ
し
、
特

　
別
功
労
章
表
彰
に
つ
い
て
は
、
総
裁
が
行
な
う
。

　
（
効
績
章
表
彰
）

第
三
十
六
条
　
多
年
業
務
に
精
励
し
た
職
員
に
対
し
て
は
、
効
績
章
を
授
与
し
て
総
裁
が
表
彰
す
る
。

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
表
彰
す
る
揚
合
は
、
退
職
後
の
鉄
道
乗
車
証
の
交
付
の
特
典
を
附
与
す
る
。

　
（
褒
　
　
賞
）

第
三
十
七
条
　
褒
賞
は
、
特
段
の
努
力
に
よ
り
業
績
を
あ
げ
た
職
員
、
準
職
員
又
は
団
体
に
対
し
て
、
褒
賞
金
品
を
授
与
し
て
行
な
う
。

　
こ
の
揚
合
、
必
要
に
応
じ
て
褒
賞
状
を
授
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
罰
　
　
則
）



第
三
十
八
条
　
鉄
道
顕
功
章
、
功
労
章
、
特
別
功
労
章
又
は
効
績
章
を
授
与
さ
れ
た
職
員
に
、
そ
の
名
誉
を
け
が
す
よ
う
な
事
実
が
あ

　
っ
た
と
認
め
た
と
認
め
た
と
き
に
は
、
授
与
さ
れ
た
表
彰
状
及
び
鉄
道
顕
功
章
又
は
効
績
章
の
返
納
を
命
じ
、
特
典
を
は
く
奪
す
る
。

　
た
だ
し
、
退
職
者
に
あ
っ
て
は
、
第
三
十
四
条
第
二
項
第
二
号
、
第
三
号
及
ぴ
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
典
を
停
止
す

　
る
o

　
（
行
賞
の
準
用
）

第
三
十
九
条
　
各
種
行
事
又
は
競
技
会
等
で
優
秀
な
成
績
を
あ
げ
た
職
員
、
準
職
員
又
は
団
体
に
対
し
て
は
、
行
賞
基
準
規
程
に
定
め

　
る
と
こ
ろ
に
よ
り
賞
状
又
は
金
品
を
授
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
第
八
章
懲
戒
等

　
（
懲
戒
等
を
行
な
う
者
）

第
四
十
条
　
職
員
及
び
準
職
員
の
懲
戒
等
は
、
総
裁
が
行
な
う
。

2
　
本
社
附
属
機
関
の
長
、
地
方
機
関
の
長
（
駐
在
理
事
室
長
を
含
む
。
）
、
総
局
の
地
方
機
関
の
長
及
ぴ
鉄
道
管
理
局
の
地
方
機
関
の

　
長
は
、
別
表
第
1
1
に
定
め
る
者
に
つ
い
て
の
懲
戒
等
（
指
定
職
員
等
の
免
職
を
除
く
。
）
を
代
行
す
る
も
の
と
す
る
。

　
（
懲
戒
事
由
）

第
四
十
一
条
　
懲
戒
は
、
次
の
各
号
の
ー
に
該
当
す
る
行
為
が
あ
っ
た
揚
合
に
行
な
う
。

　
ω
　
日
本
国
有
鉄
道
に
関
す
る
法
規
又
は
令
達
に
違
反
し
た
揚
合

　
図
　
責
務
を
尽
さ
ず
、
よ
っ
て
業
務
に
支
障
を
生
じ
さ
せ
た
揚
合

　
　
　
　
公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
五
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上
司
の
命
令
に
服
従
し
な
い
揚
合

部
下
に
対
し
不
法
不
当
の
命
令
を
発
し
た
揚
合

部
下
の
指
揮
監
督
に
欠
け
る
と
こ
ろ
の
あ
っ
た
場
合

ゆ
え
な
く
職
域
を
離
れ
、
又
は
職
務
に
つ
か
な
い
場
合

注
意
を
怠
り
、
業
務
上
の
事
故
を
ひ
き
起
し
た
揚
合

事
故
の
防
止
等
に
関
し
有
効
な
助
言
、
諌
止
又
は
援
助
を
な
さ
ず
、

一
五
六

よ
っ
て
事
故
を
発
生
さ
せ
、
又
は
損
害
を
拡
大
さ
せ
た
揚

旅
客
又
は
荷
物
の
取
扱
い
に
関
し
不
正
な
行
為
の
あ
っ
た
揚
合

物
品
又
は
財
産
を
不
当
に
損
壊
し
、
滅
失
し
、
又
は
私
用
に
供
し
た
揚
合

金
銭
物
品
の
取
扱
い
又
は
土
地
家
屋
等
の
売
買
に
関
し
不
正
な
行
為
の
あ
っ
た
揚
合

鉄
道
乗
車
証
の
発
行
、
行
使
等
に
関
し
不
正
な
行
為
の
あ
っ
た
揚
合

職
務
上
の
機
密
を
漏
ら
し
た
揚
合

懲
戒
さ
れ
る
ぺ
き
事
実
を
故
意
に
か
く
し
た
揚
合

職
務
上
の
規
律
を
み
だ
す
行
為
の
あ
っ
た
場
合

職
員
と
し
て
の
品
位
を
傷
つ
け
、
又
は
信
用
を
失
う
べ
き
非
行
の
あ
っ
た
揚
合

そ
の
他
著
し
く
不
都
合
な
行
為
の
あ
っ
た
揚
合

’



　
（
懲
戒
等
の
種
別
）

第
四
十
二
条
　
職
員
の
懲
戒
は
、
免
職
、
停
職
、
減
給
及
ぴ
戒
告
と
し
、
準
職
員
の
懲
戒
は
、
免
職
及
ぴ
戒
告
と
す
る
。

2
　
前
条
各
号
の
ー
に
該
当
す
る
行
為
が
あ
っ
た
場
合
で
、
懲
戒
を
行
な
う
程
度
に
至
ら
な
い
と
き
は
、
訓
告
す
る
。

　
　
　
第
九
章
　
服
務
上
の
許
否

　
（
服
務
上
の
許
否
を
行
な
う
者
）

第
四
十
三
条
　
職
員
及
ぴ
準
職
員
の
出
張
（
外
国
出
張
を
除
く
。
）
の
命
令
、
休
暇
の
承
認
、
部
外
兼
職
（
市
町
村
議
会
の
議
員
の
兼

　
職
を
含
む
。
）
の
承
認
そ
の
他
服
務
上
の
許
否
は
、
所
属
長
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
が
行
な
う
。
た
だ
し
、
本
社
内
各
長
に
お

　
い
て
は
、
総
裁
が
行
な
う
。

　
（
外
国
出
張
）

第
四
十
四
条
　
職
員
の
外
国
出
張
は
、
総
裁
が
命
ず
る
。

　
　
　
第
十
章
労
　
　
　
働

　
（
職
場
管
理
監
査
の
実
施
）

第
四
十
五
条
　
職
揚
管
理
監
査
は
、
職
員
の
労
働
条
件
、
作
業
環
境
等
を
適
正
に
維
持
し
、
も
っ
て
労
働
能
率
の
向
上
を
は
か
る
た
め
、

　
労
働
関
係
法
令
、
規
程
、
通
達
等
の
実
施
状
況
、
日
常
の
職
場
管
理
の
実
態
に
つ
い
て
行
な
う
も
の
と
す
る
。

　
（
労
務
監
査
員
）

第
四
十
六
条
　
前
条
に
規
程
す
る
職
揚
管
理
監
査
を
行
な
う
た
め
、
本
社
、
地
方
機
関
（
輸
送
計
画
室
を
除
く
。
）
、
総
局
の
地
方
機
関

　
　
　
　
公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
七
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及
び
鉄
道
管
理
局
の
地
方
機
関
に
労
務
監
査
員
を
置
く
。

2
　
本
社
の
労
務
監
査
員
は
、
職
員
局
長
が
指
定
す
る
。

3
　
地
方
機
関
（
輸
送
計
画
を
除
く
。
）
、
総
局
の
地
方
機
関
及
ぴ
鉄
道
管
理
局
の
地
方
機
関
に
置
く
労
務
監
査
員
の
範
囲
は
、
職
揚
管

　
理
監
査
基
準
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
（
労
働
関
係
の
基
本
事
項
）

第
四
十
七
条
　
労
働
関
係
の
基
本
事
項
は
、
総
裁
が
決
定
す
る
。

　
（
権
限
の
委
任
）

第
四
十
八
条
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
職
員
局
長
が
行
な
う
。

　
ω
　
公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
組
合

　
　
の
役
員
と
し
て
も
っ
ぱ
ら
組
合
の
業
務
に
従
事
す
る
者
の
数
の
決
定

　
③
　
本
社
、
労
働
組
合
本
部
間
に
お
い
て
締
結
す
る
協
約
に
附
帯
す
る
覚
書
等
の
締
結

　
　
　
第
十
一
章
　
提
　
　
　
案

　
（
提
　
　
案
）

第
四
十
九
条
　
職
員
は
、
業
務
に
関
し
て
創
意
的
か
つ
実
用
的
な
着
想
又
は
改
善
意
見
を
、
提
案
取
扱
基
準
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

　
よ
り
、
提
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
提
案
の
採
否
）



第
五
十
条
　
前
条
に
規
定
す
る
提
案
の
採
否
は
、
総
裁
及
び
本
社
附
属
機
関
の
長
並
び
に
地
方
機
関
の
長
、

　
び
鉄
道
管
理
局
の
地
方
機
関
の
長
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
が
決
定
す
る
。

　
　
　
第
十
二
章
　
雑
　
　
　
則

　
（
権
限
の
委
任
）

第
五
十
一
条
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
総
裁
室
秘
書
課
長
が
行
な
う
。

　
ω
　
修
学
資
金
を
貸
与
す
べ
き
者
の
決
定

　
③
　
修
学
資
金
貸
与
契
約
の
締
結

　
③
　
修
学
資
金
の
貸
与
額
及
ぴ
返
還
額
の
決
定

第
五
十
二
条
　
生
計
調
査
に
要
す
る
実
費
の
支
給
額
は
、
職
員
局
長
が
決
定
す
る
。

第
五
十
三
条
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
職
員
局
長
が
行
な
う
。

　
ω
　
医
療
修
学
資
金
を
貸
与
す
ぺ
き
者
の
決
定

　
③
　
医
療
修
学
資
金
貸
与
契
約
の
締
結

　
㈲
　
医
療
修
学
資
金
の
貸
与
額
及
ぴ
返
還
額
の
決
定

　
　
　
第
十
三
章
基
準
規
程
の
制
定
等

　
（
基
準
規
程
）

第
五
十
四
条
　
職
員
局
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
規
程
を
制
定
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理

総
局
の
地
方
機
関
の
長
及

一
五
九
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ω
　
職
員
採
用
基
準
規
程
（
職
員
及
び
準
職
員
の
採
用
の
取
扱
方
に
関
す
る
基
準
）

ω
の
2
　
職
員
身
元
保
証
取
扱
基
準
規
程
（
職
員
及
ぴ
準
職
員
の
身
元
保
証
の
保
証
人
の
資
格
、

　
身
元
保
証
書
の
取
扱
方
に
関
す
る
基
準
）

一
六
〇

保
証
期
間
及
び
保
証
責
任
並
び
に

　
　
職
員
任
用
基
準
規
程
（
職
員
の
任
用
の
取
扱
方
に
関
す
る
基
準
）

　
　
職
員
勤
務
基
準
規
程
（
職
員
及
ぴ
準
職
員
の
勤
務
及
ぴ
休
暇
の
取
扱
方
に
関
す
る
基
準
）

　
　
動
力
車
乗
務
員
勤
務
及
び
給
与
基
準
規
程
（
動
力
車
乗
務
員
の
勤
務
及
び
給
与
の
取
扱
方
に
関
す
る
基
準
）

　
　
職
員
休
職
基
準
規
程
（
職
員
の
休
職
の
取
扱
方
に
関
す
る
基
準
）

　
　
職
員
の
申
出
に
よ
る
休
職
基
準
規
程
（
職
員
の
申
出
に
よ
る
休
職
の
取
扱
方
に
関
す
る
基
準
）

　
　
職
員
賃
金
基
準
規
程
（
基
本
給
、
採
用
給
、
昇
給
、
扶
養
手
当
、
暫
定
手
当
、
賃
金
の
減
額
及
ぴ
休
職
者
給
与
の
取
扱
方
並
ぴ

　
に
基
本
給
調
整
額
、
住
宅
手
当
、
特
殊
勤
務
手
当
、
割
増
賃
金
及
び
年
次
有
給
休
暇
日
の
賃
金
の
支
給
額
及
ぴ
支
給
方
に
関
す
る

　
基
準
）

　
増
賃
金
及
び
年
次
有
給
休
暇
の
賃
金
の
支
給
額
及
ぴ
支
給
方
に
関
す
る
基
準
）

⑳
　
近
代
化
特
別
手
当
基
準
規
程
（
業
務
の
近
代
化
に
伴
う
特
別
手
当
及
ぴ
転
換
教
育
手
当
の
支
給
範
囲
、
支
給
額
及
ぴ
支
給
方
に

2（ラ3〔ラ4（ン5（き6（ラ7（ー
　
準
職
員
賃
金
基
準
規
程
（
準
職
員
の
基
本
賃
金
、
扶
養
手
当
、
暫
定
手
当
、
住
宅
手
当
、
賃
金
の
減
額
、
特
殊
勤
務
手
当
、
割

8（ー
　
船
員
食
料
支
給
基
準
規
程
（
船
員
に
潟
す
る
食
料
の
支
給
範
囲
、
支
給
額
及
ぴ
支
給
方
に
関
す
る
基
準
）

9（①
　
通
勤
手
当
支
給
基
準
規
程
（
職
員
及
び
準
職
員
に
対
す
る
通
勤
手
当
の
支
給
範
囲
、
支
給
額
及
び
支
給
方
に
関
す
る
基
準
）

O



　
関
す
る
基
準
）

國
　
退
職
手
当
支
給
事
務
基
準
規
程
（
職
員
及
び
準
職
員
の
退
職
手
当
の
支
給
事
務
の
取
扱
方
に
関
す
る
基
準
）

圏
　
職
揚
内
教
育
基
準
規
程
（
職
揚
内
教
育
の
種
類
及
び
実
施
方
に
関
す
る
基
準
）

叫
　
教
育
機
関
教
育
基
準
規
程
（
教
育
機
関
教
育
に
お
け
る
課
程
の
科
及
ぴ
講
座
の
種
類
、
入
学
資
格
、
修
業
時
間
、
教
育
訓
練
の

　
実
施
方
に
関
す
る
基
準
）

圃
　
委
託
教
育
基
準
規
程
（
委
託
教
育
の
取
扱
方
に
関
す
る
基
準
）

⑯
　
教
育
関
係
庶
務
基
準
規
程
（
教
育
訓
練
に
係
る
庶
務
の
取
扱
方
に
関
す
る
基
準
）

㈲
　
労
働
関
係
事
務
取
扱
基
準
規
程
（
組
合
専
従
職
員
の
取
扱
方
、
組
合
活
動
の
た
め
の
使
用
許
可
及
ぴ
労
働
関
係
事
項
に
関
す
る

　
報
告
に
関
す
る
基
準
）

⑬
　
労
働
基
準
法
関
係
事
務
取
扱
基
準
規
程
（
労
働
基
準
法
関
係
法
令
に
基
づ
く
申
請
、
届
出
、
報
告
等
の
事
務
及
び
取
扱
方
に
関

　
す
る
基
準
）

四
　
職
揚
管
理
監
査
基
準
規
程
（
労
務
監
査
員
の
設
置
範
囲
、
指
定
及
び
職
務
並
ぴ
に
職
揚
管
理
監
査
の
実
施
方
及
び
報
告
に
関
す

　
る
基
準
）

囲
　
提
案
取
扱
基
準
規
程
（
提
案
の
範
囲
、
審
査
方
法
及
ぴ
取
扱
方
に
関
す
る
基
準
）

囲
　
職
員
統
計
報
告
等
基
準
規
程
（
職
員
の
管
理
の
業
務
に
係
る
統
計
、
報
告
類
の
種
類
、
様
式
、
取
扱
方
法
等
に
関
す
る
基
準
）

囲
　
休
職
及
ぴ
復
職
判
定
基
準
規
程
（
休
職
及
ぴ
復
職
の
判
定
に
関
す
る
基
準
）

　
　
　
公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
一



　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
社
会
学
研
究
　
1
8
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
二

　
囲
　
医
療
修
学
資
金
貸
与
等
基
準
規
程
（
医
学
の
修
学
生
の
選
考
方
及
ぴ
修
学
資
金
の
貸
与
並
ぴ
に
採
用
の
取
扱
方
に
関
す
る
基

　
　
準
）

2
　
前
項
第
三
号
の
基
準
規
程
に
つ
い
て
は
第
十
条
の
、
同
項
第
七
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
の
基
準
規
程
に
つ
い
て
は
第
二
十
条
の
規

　
定
に
よ
り
総
裁
が
決
定
し
た
と
こ
ろ
に
基
づ
き
、
制
定
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五
十
五
条
　
職
員
局
長
及
ぴ
経
理
局
長
は
、
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
総
裁
が
決
定
し
た
と
こ
ろ
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
基
準
規

　
程
を
制
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
旅
費
事
務
基
準
規
程
（
旅
費
の
支
給
条
件
、
支
給
額
及
び
支
給
方
に
関
す
る
基
準
）

第
五
十
六
条
　
総
裁
室
秘
書
課
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
規
程
を
制
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（8）（7｝〔6）｛5）（41（3）〔21（1

行
賞
基
準
規
程
（
行
賞
の
手
続
及
び
取
扱
方
に
関
す
る
基
準
）

懲
戒
基
準
規
程
（
懲
戒
の
手
続
及
ぴ
取
扱
方
に
関
す
る
基
準
）

公
職
と
の
兼
職
基
準
規
程
（
公
職
と
の
兼
職
の
取
扱
方
及
び
手
続
に
関
す
る
基
準
）

大
学
卒
業
者
等
採
用
基
準
規
程
（
幹
部
要
員
と
し
て
採
用
す
る
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
卒
業
者
の
取
扱
方
に
関
す
る
基
準
）

職
員
外
国
出
張
基
準
規
程
（
職
員
の
外
国
出
張
の
取
扱
方
に
関
す
る
基
準
）

海
外
派
遣
員
取
扱
基
準
規
程
（
職
員
の
海
外
派
遣
の
取
扱
方
に
関
す
る
基
準
）

発
令
形
式
及
び
辞
令
書
式
基
準
規
程
（
発
令
形
式
及
び
辞
令
書
式
に
関
す
る
基
準
）

人
事
記
録
基
準
規
程
（
人
事
記
録
の
様
式
及
び
取
扱
方
に
関
す
る
基
準
）



　
⑨
　
修
学
資
金
貸
与
基
準
規
程
（
事
務
及
び
技
術
の
修
学
生
の
選
考
方
、
修
学
資
金
の
貸
与
の
取
扱
方
及
び
台
帳
に
関
す
る
基
準
）

2
　
前
項
第
四
号
の
基
準
規
程
に
つ
い
て
は
第
八
条
の
、
同
項
第
六
号
の
基
準
規
程
に
つ
い
て
は
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
総
裁
が

　
決
定
し
た
と
こ
ろ
に
基
づ
き
、
制
定
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五
十
七
条
削
　
　
　
除

　
（
標
　
　
準
）

第
五
十
八
条
　
職
員
局
長
は
、
次
に
掲
げ
る
標
準
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
教
育
訓
練
の
実
施
に
関
す
る
標
準

第
五
十
九
条
　
総
裁
室
秘
書
課
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
標
準
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（5）〔4）（3）（2）〔1

　
こ
の
達
は
、

行
）

行
賞
及
び
懲
戒
等
の
運
用
方
に
関
す
る
標
準

幹
部
要
員
の
採
用
等
の
取
扱
方
に
関
す
る
基
準

外
国
出
張
の
取
扱
方
に
関
す
る
基
準

発
令
形
式
及
び
辞
令
書
式
に
関
す
る
標
準

人
事
記
録
の
様
式
及
ぴ
取
扱
方
に
関
す
る
標
準

附
　
　
　
則

　
　
　
別
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
（
昭
和
四
十

　
公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理

一
年
三
月
総
裁
達
第
百
五
十
四
号
で
昭
和
四
十
一
年
四
月
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
三

日
か
ら
施



　
　
　
一
橋
大
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社
会
学
研
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1
8

　
　
附
則
（
四
十
一
・
一
・
二
十
五
総
裁
達
第
三
十
三
号
）

第
二
十
八
条
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
四
十
一
年
度
に
入
学
と
な
る
者
か
ら
適
用
す
る
。
」

一
六
四

第
三
節
階
梯
職
制

　
　
　
　
一
　
階
梯
職
制
の
意
味

　
国
鉄
職
員
の
採
用
に
あ
た
っ
て
大
学
卒
業
予
定
者
は
本
社
採
用
、
地
方
採
用
に
区
分
さ
れ
る
。
表
1
で
み
る
よ
う
に
昭
和
四
十
五
年
に

支
社
制
度
は
廃
止
さ
れ
た
が
、
大
学
・
高
専
卒
業
予
定
者
の
採
用
に
あ
た
っ
て
は
支
社
範
囲
の
採
用
が
継
続
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
近

畿
．
中
国
地
方
に
は
七
つ
の
鉄
道
管
理
局
が
あ
る
が
、
地
方
（
支
社
）
採
用
は
大
阪
鉄
道
管
理
局
が
担
当
し
、
採
用
者
は
毎
年
四
月
一
日

付
で
い
っ
た
ん
大
鉄
管
理
局
勤
務
と
な
っ
て
関
西
鉄
道
学
園
に
入
学
し
、
六
ヵ
月
間
の
研
修
を
受
け
、
そ
れ
以
後
に
各
管
理
局
に
配
属
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
一
方
、
高
校
卒
業
予
定
者
は
管
理
局
採
用
で
あ
っ
て
、
職
種
ご
と
に
募
集
・
採
用
さ
れ
、
入
社
後
ほ
ぼ
一
カ
月
間
の
研
修
期
間
を
へ
て

現
業
に
配
属
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
民
間
企
業
で
は
学
歴
区
分
を
間
わ
ず
本
社
で
採
用
業
務
が
一
括
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
大
卒
者
を
あ
ら
か
じ
め
区
分
し
て
採
用
す
る
の
が

普
通
で
あ
る
が
、
国
鉄
で
こ
の
よ
う
な
採
用
方
法
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
に
は
い
ろ
い
ろ
な
理
由
が
あ
げ
ら
れ
る
。
第
一
に
は
国
鉄
が

職
員
四
三
万
名
と
い
う
大
き
な
公
共
企
業
体
で
あ
り
、
し
か
も
事
業
が
全
国
に
ま
た
が
っ
て
お
り
、
駅
員
の
勤
務
管
理
の
地
域
性
を
考
慮

せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
第
二
に
は
、
前
述
の
よ
う
に
本
社
を
頂
点
と
す
る
中
央
集
権
を
と
っ
て
い
る
た
め
に
、
本
社
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簸

飯
異
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構
作
　
　
構
内

第
4
運
転
掛
　
　
　
　
　
　
　
　
構
内
作
業
指
導
掛

助
役
（
幹
線
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
踏
切
保
安
掛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
配
車
掛

籍
轟
穂

轟
　

営
業
掛
ー
小
荷
物
掛

営
業
掛
－
貨
物
掛

操
車
蛙
－
指
導
　
　
　
構
内

公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理

駅
務
指
導
掛
－
駅
務
掛

の
業
務
を
執
行
す
る
専
門
的
な
い
し
全
般
的

知
識
を
有
す
る
人
材
を
早
期
に
育
成
す
る
必

要
が
あ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
職
員
個
人
に
つ
い
て
み
れ
ば
、

国
鉄
は
民
間
企
業
に
く
ら
ぺ
て
は
る
か
に
整

備
さ
れ
た
教
育
機
関
と
教
育
体
系
を
も
っ
て

お
り
、
現
揚
職
員
が
そ
れ
ら
の
教
育
制
度
を

通
過
し
て
鉄
道
学
園
の
大
学
課
程
を
へ
て
支

社
採
用
大
卒
職
員
と
な
る
こ
と
が
可
能
で
あ

り
、
実
際
に
も
こ
の
道
を
へ
た
多
数
の
職
員

が
い
る
。
さ
ら
に
支
社
採
用
大
卒
職
員
が
本

社
採
用
大
卒
職
員
に
転
換
す
る
こ
と
も
お
こ

な
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
本
社
採
用
、
支
社

採
用
、
管
理
局
採
用
と
い
う
階
層
区
分
は
明

瞭
に
存
在
し
て
い
る
。

　
階
梯
職
制
と
い
う
の
は
、
こ
の
階
層
区
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
五
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掛
1

1
構
内
作
業
掛

II
荷駅

務
掛

扱
掛

を
い
う
の
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
階
梯
職
制
の
背
景
に
は
前
述
の
職
員
階
層
区

分
が
作
用
し
て
い
る
の
だ
が
、
階
梯
職
制
と
は
主
と
し
て
現
場
部
門
が
縦
割
り
の

職
種
階
層
で
編
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
上
下
の
序
列
関
係
に
お
か
れ
て
い

る
こ
と
を
い
う
。

　
一
例
と
し
て
営
業
部
門
の
駅
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
図
7
は
豊
橋
駅
の
組
織

図
で
あ
る
。
豊
橋
駅
は
現
在
員
三
二
〇
名
で
あ
る
。
図
の
中
段
以
下
で
操
車
掛
ー

図9　階梯職制　（営業）

一
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構
内
作
業
指
導
掛
－
構
内
作
業
掛
と
い
う
系
統
は
民
間
企
業
の
組
織
に
慣
れ
て
い
る
人
々
に
は
理
解
し
が
た
い
。
こ
の
掛
は
組
織
と
し
て

の
掛
集
団
で
は
な
く
掛
と
い
う
職
名
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
第
4
運
転
掛
（
一
名
）
の
指
揮
下
に
あ
る
操
車
掛
は
第
四
構
内
操
車
掛
（
二
名
）

で
あ
っ
て
、
そ
の
指
撞
下
に
構
内
作
業
指
導
掛
（
一
名
）
が
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
指
揮
下
に
構
内
作
業
掛
（
三
名
）
が
い
る
と
い
う
こ
と

を
示
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
図
7
は
右
の
よ
う
な
意
味
の
組
織
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
ヨ
コ
に
も
タ
テ
に
も
広
が
っ
た
組
織
と
な
っ
て
い
て
分
り
に
く

い
の
だ
が
、
こ
れ
に
は
原
型
が
あ
る
。
こ
の
原
型
は
職
員
局
職
員
課
が
作
成
す
る
『
日
本
国
有
鉄
道
職
制
系
』
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
駅
の
指
揮
命
令
系
統
の
型
を
み
れ
ば
図
8
の
と
お
り
で
あ
る
。
図
8
を
念
頭
に
お
い
た
上
で
図
7
の
豊
橋
駅
の
組
織
を
み

れ
ぱ
図
8
の
原
型
が
整
然
と
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
図
8
の
よ
う
に
四
階
層
の
掛
が
タ
テ
に
連
結
し
て
い
る
制
度
を
階
梯
職
制
と
よ
ぶ
。
こ
の
タ
テ
の
連
結
を
名
実
と
も
に
階
梯
の
職
制
に

し
て
い
る
の
は
、
国
鉄
の
現
業
部
門
に
入
社
し
た
職
員
は
そ
の
最
下
端
の
職
名
か
ら
始
め
て
、
そ
の
能
力
の
発
揮
に
よ
っ
て
順
次
に
上
位

の
職
名
に
昇
進
し
て
い
く
制
度
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
図
8
を
編
成
し
な
お
し
て
み
る
と
図
9
の
と

お
り
に
な
る
。
す
な
わ
ち
図
9
で
上
下
に
四
層
の
角
括
弧
の
職
名
が
な
ら
ん
で
い
る
が
、
こ
の
四
層
が
階
梯
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
二
　
鉄
道
学
園
教
育
課
程

　
上
位
の
階
梯
に
進
む
た
め
に
は
二
つ
の
進
路
が
あ
る
。
一
つ
は
教
育
機
関
教
育
規
程
で
定
め
る
よ
う
に
鉄
道
学
園
の
入
学
試
験
を
受
験

し
、
こ
れ
に
合
格
し
て
学
園
の
教
育
課
程
を
合
格
で
修
了
す
る
こ
と
で
あ
る
。
鉄
道
学
園
に
は
正
規
教
育
課
程
と
し
て
階
梯
職
制
に
対
応

　
　
　
　
　
公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
七
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8
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
八

す
る
教
育
水
準
別
教
育
課
程
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
最
初
の
課
程
は
普
通
過
程
で
あ
る
の
で
普
通
課
程
に
つ
い
て
の
規
程
を
と

り
出
し
て
み
よ
う
。

　
「
教
育
機
関
教
育
基
準
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
十
一
月
二
十
日
職
達
第
七
号
）

　
　
職
員
管
理
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
四
月
総
裁
達
第
百
五
十
七
号
）
第
五
十
四
条
第
一
項
第
十
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
教
育
機
関
に

　
お
け
る
教
育
訓
練
の
基
準
を
定
め
、
そ
の
体
系
的
か
つ
効
果
的
な
実
施
を
は
か
る
た
め
、
教
育
機
関
教
育
基
準
規
程
を
次
の
よ
う
に
定

　
め
る
。

　
　
　
　
第
二
章
中
央
鉄
道
学
園
及
ぴ
第
一
種
鉄
道
学
園

　
　
　
　
　
第
一
節
　
通
　
　
　
則

　
第
三
十
条
中
央
鉄
道
学
園
及
ぴ
第
一
種
鉄
道
学
園
に
お
け
る
課
程
及
び
科
、
入
学
の
取
扱
い
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
章
の
定
め
る
と

　
　
こ
ろ
に
よ
る
。

　
　
　
　
　
第
二
節
課
程
及
び
科

　
　
（
正
規
教
育
）

　
第
三
十
一
条
　
中
央
鉄
道
学
園
に
お
け
る
研
究
課
程
第
一
科
及
び
同
第
三
科
の
修
業
期
間
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

　
　
ω
研
究
課
程
第
一
科
　
　
前
期
　
　
二
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
後
期
　
　
　
　
三
月



　
ω
　
研
究
課
程
第
三
科
　
　
　
　
　
前
　
期
　
　
　
　
三
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
　
期
　
　
　
　
三
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
後
　
期
　
　
　
　
三
月

2
第
一
種
鉄
道
学
園
に
お
け
る
研
究
課
程
第
二
科
の
修
業
期
間
は
、
前
期
二
月
、
中
期
三
月
、
後
期
一
月
と
す
る
。

第
三
十
二
条
　
中
央
鉄
道
学
園
及
び
第
一
種
鉄
道
学
園
に
お
け
る
正
規
教
育
の
課
程
及
ぴ
科
並
ぴ
に
そ
の
教
育
職
種
及
ぴ
修
業
期
間
は
、

　
次
の
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

　
ω
　
研
　
究
　
課
　
程

　
③
　
高
等
　
課
　
程

　
③
　
普
　
通
　
課
　
程

　
　
　
運
　
　
輸
　
　
科

　
　
　
構
　
　
内
　
　
科

　
　
　
車
　
　
掌
　
　
科

　
　
　
電
　
　
信
　
　
科

　
　
　
公
　
　
安
　
　
科

　
　
　
機
　
関
　
士
　
科

　
　
　
機
　
関
　
士

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旅
客
掛
、
小
荷
物
掛
、
貨
物
掛
、
配
車
掛
又
は
運
輸
掛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
信
号
掛
、
操
車
掛
又
は
構
内
掛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
車
掌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
電
信
掛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鉄
道
公
安
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
機
関
士

　
　
　
　
　
　
　
　
　
科
（
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関
車
）
　
　
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関
車
担
当
の
機
関
士

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
・
五
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
・
五
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
・
五
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
・
五
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
月

公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理

一
六
九
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電
気
式
分
科

　
液
体
式
分
科

機
関
助
士
科
　
　
機
関
助
士

機
関
助
士
科
（
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関
車
）

　
電
気
式
分
科

　
液
体
式
分
科

電
気
機
関
士
科
　
　
電
気
機
関
士

　
直
流
分
科

　
交
直
流
分
科

電
気
機
関
助
士
科
　
　
　
電
気
機
関
助
士

　
直
流
分
科

　
交
流
分
科

電
車
運
転
士
科
　
　
電
車
運
転
士

　
直
流
分
科

　
交
直
流
分
科

新
幹
線
電
車
運
転
士
科
　
電
車
運
転
士

デ
ィ
ー
ぜ
ル
機
関
車
担
当
の
機
関
助
士

一
七
〇

前
期

　四
　・四
　　●
三五五
月月月

三
月

三
月

　
四
・
五
月

四
・
七
五
月

　
三
月

三
・
五
月

　
四
・
五
月

四
・
七
五
月

四
・
七
五
月



気
動
車
運
転
士
科

運
　
　
転
　
　
科

運
　
転
　
二
　
科

後
期

気
動
車
運
転
士

将
来
に
お
け
る
電
車
運
転
士
又
は
電
気
機
関
士

将
来
に
お
け
る
電
車
運
転
士
、
電
気
機
関
士
、
気
動
車
運
転
士
又
は
デ
ィ
ー
ゼ
ル

機
関
車
担
当
の
機
関
士

　
電
　
気
　
分
　
科

　
デ
ィ
ー
ぜ
ル
分
科

機
関
士
・
電
気
機
関
士
科
（
直
流
）
　
　
機
関
士
及
ぴ
電
気
機
関
士

機
関
士
・
機
関
士
（
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関
車
）
科
（
液
体
式
）
　
　
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関
車
担
当
の
機
関
士

機
関
士
・
気
動
車
運
転
士
科
　
　
機
関
士
及
ぴ
気
動
車
運
転
士

電
気
機
関
士
・
電
気
運
転
士
科
（
直
流
）
　
　
電
気
機
関
士
及
ぴ
電
車
運
転
士

　
蒸
気
機
関
車
・
気
動
車
分
科

　
電
気
機
関
車
・
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関
車
分
科

　
電
気
機
関
車
・
電
車
分
科

　
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関
車
・
気
動
車
分
科

　
電
車
・
気
動
車
分
科

　
公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理

　
　
　
六
月

四
・
二
五
月

　
　
　
三
年

　
　
　
　
一
年

　
　
　
　
一
年

　
　
　
　
六
月

　
五
・
七
五
月

　
五
・
七
五
月

　
五
・
七
五
月

　
三
・
七
五
月

　
　
　
　
四
月

　
三
・
七
五
月

　
三
・
七
五
月

　
　
　
　
四
月

一
七
一
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電
車
・
客
貨
車
分
科

気
動
車
・
客
貨
車
分
科

電
気
機
関
車
分
科

電
車
　
分
　
科

客
貨
車
分
科

新
幹
線
電
車
分
科

電施軌機建工重保運
気欝械築事僕講
＿　 業

　務長　　　線　務
科科科科科科科科科

18

運
転
系
統
の
事
務
掛

保
線
系
統
の
技
術
掛
又
は
軌
道
検
査
掛

保
線
系
統
の
技
術
掛
及
び
保
線
機
械
掛

工
事
技
術
掛
又
は
構
造
物
検
査
掛

建
築
技
術
掛
又
は
建
築
検
査
掛

機
械
技
術
掛
又
は
機
械
検
査
掛

軌
道
作
業
長

施
設
系
統
の
事
務
掛

電
気
系
統
の
電
気
技
術
掛
、
電
力
検
査
掛
、
信
号
検
査
掛
、
通
信
検
査
掛
又
は

電
気
検
査
掛

一
七
二　

　
　
四
月

三
・
七
五
月

二
・
七
五
月

二
・
七
五
月

　
　
　
三
月

二
・
七
五
月

　
　
　
二
月

　
　
　
三
月

　
　
　
三
月

　
　
　
三
月

　
　
　
三
月

　
　
　
三
月

　
　
　
三
月

　
　
　
二
月

一
・
五
月



　
　
　
（
発
変
電
、
電
力
、
信
号
及
び
通
信
の
四
分
科
を
置
く
。
）

電
　
気
　
二
　
科
　
　
　
同
　
上

　
　
　
（
発
変
電
、
電
力
、
信
号
及
び
通
信
の
四
分
科
を
置
く
。
）

電
気
事
務
科
　
　
　
電
気
系
統
の
事
務
掛

工
　
作
　
一
　
科
　
　
　
工
場
職
揚
の
工
作
掛

　
　
　
（
鋳
鍛
、
仕
上
、
木
工
、
塗
工
、
電
機
、
内
燃
機
、
旋
盤
及
ぴ
熔
接
の
八
分
科
を
置
く
。
）

工
作
二
科
　
工
揚
職
揚
の
工
作
掛

自
動
車
運
転
科
　
　
自
動
車
営
業
所
の
運
転
係
（
第
二
種
大
型
運
転
免
許
取
得
者
）

海
　
　
技
　
　
科

　
甲
　
板
　
分
　
科
　
　
二
等
航
海
士
及
び
三
等
航
海
士

　
機
関
分
科
　
二
等
機
関
士
及
び
三
等
機
関
士

甲
　
板
　
長
　
科
　
　
　
甲
板
長

操
機
長
科
　
　
　
操
機
長

船
客
長
　
科
　
　
　
船
客
長

第
三
章
　
第
二
種
鉄
道
学
園

　
公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理

　
　
四
月

　
　
二
月

　
　
三
年

　
　
四
月

二
・
五
月

一
・
七
五
月

一
・
七
五
月

二
十
一
日

二
十
一
日

二
十
一
日

一
七
三
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一
七
四

　
　
　
第
一
節
　
課
程
及
び
科

　
（
正
規
教
育
）

第
百
二
十
三
条
　
第
二
種
鉄
道
学
園
に
お
け
る
正
規
教
育
の
課
程
及
び
科
並
ぴ
に
そ
の
教
育
職
種
及
ぴ
修
業
期
間
は
、
次
の
各
号
に
定

　
め
る
と
お
り
と
す
る
。

　　　　　12》　　　（1｝

修電施運駅初工構運普
　　　　　等作　　通
技気設転務　　 内輸
　　　　　課二　　 課

科科科科科程科科科程

自
動
車
車
掌
科

甲
　
　
板
　
　
科

旅
客
掛
、
小
荷
物
掛
、
配
車
掛
又
は
運
輸
掛

信
号
掛
、
操
車
掛
又
は
構
内
掛

工
揚
職
揚
の
工
作
掛

運
輸
系
統
の
初
級
職
員

運
転
系
統
の
初
級
職
員

施
設
系
統
の
初
級
職
員

電
気
系
統
の
初
級
職
員

工
作
系
統
の
初
級
職
員

自
動
車
系
統
の
初
級
職
員

船
舶
系
統
の
甲
板
関
係
初
級
職
員

・
五
月

・
五
月

四
月

　
十
八
日

　
十
八
日

二
十
四
日

二
十
四
日

　
十
八
日

　
十
八
日

二
十
四
日



　
　
　
　
機
　
　
関
　
　
科
　
　
　
船
舶
系
統
の
機
関
関
係
初
級
職
員
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
十
四
日

　
　
　
　
船
　
　
客
　
　
科
　
　
　
船
舶
関
係
の
船
客
関
係
初
級
職
員
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
十
四
日

　
　
　
　
整
備
科
　
整
備
掛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
年

　
　
　
　
軌
　
　
道
　
　
科
　
　
　
軌
道
掛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
年
」

　
と
こ
ろ
で
、
鉄
道
学
園
の
普
通
課
程
に
焦
点
を
あ
て
て
考
え
て
み
る
と
、
そ
の
入
学
資
格
は
ど
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
上
記
と
同
じ
教
育
基
準
規
定
の
中
で
営
業
・
運
転
部
門
に
つ
い
て
の
規
程
を
と
り
出
し
て
み
る
。
な
お
、
そ
の
他
の
部
門
で
も
ほ

ぽ
同
様
の
規
定
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

　
「
（
普
通
課
程
）

　
第
五
十
七
条
　
普
通
課
程
運
輸
科
に
入
学
さ
せ
る
者
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
資
格
を
そ
な
え
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
①
　
高
等
学
校
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
校
卒
業
者
は
六
月
以
上
、
そ
の
他
の
者
は
一
年
以
上
運
輸
系
統
の
現
業
業
務
に
従
事
し

　
　
　
た
こ
と
。

　
　
③
　
入
学
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
。

　
2
　
前
項
の
入
学
試
験
は
、
次
に
掲
げ
る
学
科
目
に
つ
い
て
行
な
う
も
の
と
す
る
。

　
　
　
国
語
、
数
学
、
鉄
道
一
般
、
規
程
（
運
輸
及
ぴ
運
転
に
関
す
る
簡
易
な
規
程
）

　
第
五
十
八
条
　
普
通
課
程
構
内
科
に
入
学
さ
せ
る
者
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
資
格
を
そ
な
え
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
ω
　
高
等
学
校
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
校
卒
業
者
は
一
年
以
上
、
そ
の
他
の
者
は
二
年
以
下
運
輸
系
統
の
現
業
業
務
に
従
事
し

　
　
　
　
　
公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
五
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た
こ
と
。

　
圖
　
入
学
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
。

2
　
前
項
の
入
学
試
験
は
、
次
に
掲
げ
る
学
科
目
に
つ
い
て
行
な
う
も
の
と
す
る
。

　
　
国
語
、
数
学
、
鉄
道
一
般
、
規
程
（
運
転
に
関
す
る
簡
易
な
規
程
）

第
五
十
九
条
　
普
通
課
程
車
掌
科
に
入
学
さ
せ
る
者
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
資
格
を
そ
な
え
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ω
　
高
等
学
校
若
し
く
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
校
卒
業
者
は
六
月
以
上
、
そ
の
他
の
者
は
一
年
以
上
運
輸
系
統
の
現
業
業
務
に
従

　
　
事
し
た
こ
と
又
は
二
年
以
上
国
鉄
部
内
に
勤
務
し
た
こ
と
。

　
③
　
入
学
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
。

2
　
前
項
の
入
学
試
験
は
、
次
に
掲
げ
る
学
科
目
に
つ
い
て
行
な
う
も
の
と
す
る
。

　
　
国
語
、
英
語
、
数
学
、
鉄
道
一
般
、
規
程
（
運
輸
及
び
運
転
に
関
す
る
簡
易
な
規
程
）

第
六
十
条
普
通
課
程
電
信
科
に
入
学
さ
せ
る
者
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
資
格
を
そ
な
え
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ω
　
高
等
学
校
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
校
卒
業
者
は
六
月
以
上
、
そ
の
他
の
者
は
一
年
以
上
国
鉄
部
内
に
勤
務
し
た
こ
と
。

　
③
　
入
学
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
。

2
　
前
項
の
入
学
試
験
は
、
次
に
掲
げ
る
学
科
目
に
つ
い
て
行
な
う
も
の
と
す
る
。

　
　
国
語
、
数
学
、
鉄
道
一
般
、
規
程
（
電
信
に
関
す
る
簡
易
な
規
程
）

第
六
十
一
条
　
普
通
課
程
公
安
科
に
入
学
さ
せ
る
者
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
資
格
を
そ
な
え
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



　
ω
　
高
等
学
校
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
校
卒
業
者
は
卒
業
後
二
年
以
上
、
そ
の
他
の
者
は
四
年
以
上
国
鉄
部
内
に
勤
務
し
、
そ

　
　
の
う
ち
一
年
以
上
運
輸
系
統
の
現
業
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
。

　
図
　
年
齢
二
十
歳
以
上
の
男
子
で
あ
る
こ
と
。

圖
鉄
道
公
安
職
員
の
指
名
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
二
＋
五
年
九
月
講
舗
告
示
第
喜
）
第
三
条
算
の
乏
該
当
し
な
い
こ
と
．

　
凶
　
入
学
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
。

2
　
前
項
の
入
学
試
験
は
、
次
に
掲
げ
る
学
科
目
に
つ
い
て
行
な
う
も
の
と
す
る
。

　
　
国
語
、
英
語
、
数
学
、
鉄
道
一
般
、
規
程
（
運
輸
及
び
運
転
に
関
す
る
簡
易
な
規
程
）

第
六
十
二
条
普
通
課
程
の
機
関
士
科
、
機
関
士
科
（
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関
車
）
及
び
機
関
士
（
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関
車
Y
気
動
車
運
転

　
士
科
に
入
学
さ
せ
る
者
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
資
格
を
そ
な
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ω
　
機
関
助
士
で
あ
っ
て
、
高
等
学
校
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
校
卒
業
者
は
二
年
九
月
以
上
、
そ
の
他
の
者
は
三
年
九
月
以
上

　
　
そ
の
職
務
に
従
事
し
た
こ
と
。

　
③
　
入
学
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
。

2
　
前
項
の
入
学
試
験
は
、
次
に
掲
げ
る
学
科
目
に
つ
い
て
行
な
う
も
の
と
す
る
。

　
　
国
語
、
数
学
、
鉄
道
一
般
、
規
程
（
運
転
及
び
信
号
に
関
す
る
規
程
）
、
技
術
（
機
関
車
各
部
の
構
造
及
び
作
用
に
関
す
る
技
術
）

第
六
十
三
条
普
通
課
程
の
機
関
助
士
科
及
び
機
関
助
士
科
（
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関
車
）
に
入
学
さ
せ
る
者
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
資

　
格
を
そ
な
え
た
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
七
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ω
　
整
備
掛
で
あ
っ
て
、
高
等
学
校
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
校
卒
業
者
は
一
年
以
上
そ
の
他
の
者
は
二
年
以
上
そ
の
職
務
に
従

　
　
事
し
た
こ
と
又
は
機
関
車
掛
の
職
務
に
従
事
し
た
こ
と
。

　
図
　
入
学
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
。

2
　
前
項
の
入
学
試
験
は
、
次
に
掲
げ
る
学
科
目
に
つ
い
て
行
な
う
も
の
と
す
る
。

　
　
国
語
、
数
学
、
鉄
道
一
般
、
規
程
（
運
転
及
ぴ
信
号
に
関
す
る
簡
易
な
規
程
）
、
技
術
（
機
関
車
各
部
の
名
称
、
構
造
及
び
作
用

　
に
関
す
る
簡
易
な
技
術
）

第
六
十
四
条
　
普
通
課
程
の
電
気
機
関
士
科
及
び
電
気
機
関
士
・
電
車
運
転
士
科
に
入
学
さ
せ
る
者
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
資
格
を

　
そ
な
え
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
O
b
　
電
気
機
関
士
で
あ
っ
て
、
高
等
学
校
又
は
ひ
れ
と
同
等
以
上
の
学
校
卒
業
者
は
二
年
九
月
以
上
、
そ
の
他
の
者
は
三
年
九
月
以

　
　
上
そ
の
職
務
に
従
事
し
た
こ
と
。

　
③
　
入
学
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
。

2
　
前
項
の
入
学
試
験
は
、
次
に
掲
げ
る
学
科
目
に
つ
い
て
行
な
う
も
の
と
す
る
。

　
　
国
語
、
数
学
、
鉄
道
一
般
、
規
程
（
運
転
及
び
信
号
に
関
す
る
規
程
）
、
技
術
（
電
気
機
関
車
各
部
の
構
造
及
ぴ
作
用
に
関
す
る

　
技
術
）

第
六
十
五
条
普
通
課
程
電
気
機
関
助
士
科
に
入
学
さ
せ
る
者
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
資
格
を
そ
な
え
る
者
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

　
ω
　
整
備
掛
で
あ
っ
て
、
高
等
学
校
若
し
く
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
校
卒
業
者
は
一
年
以
上
、
そ
の
他
の
者
は
二
年
以
上
そ
の
職



　
　
務
に
従
事
し
た
こ
と
又
は
機
関
車
掛
の
職
務
に
従
事
し
た
こ
と
。

　
②
　
入
学
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

2
　
前
項
の
入
学
試
験
は
、
次
に
掲
げ
る
学
科
目
に
つ
い
て
行
な
う
も
の
と
す
る
。

　
　
国
語
、
数
学
、
鉄
道
一
般
、
規
程
（
運
転
及
び
信
号
に
関
す
る
簡
易
な
規
程
）
、
技
術
（
電
気
機
関
車
各
部
の
名
称
、
構
造
及
ぴ

　
作
用
に
関
す
る
簡
易
な
技
術
）

第
六
十
六
条
削
　
除

第
六
十
七
条
　
普
通
課
程
電
車
運
転
士
科
、
新
幹
線
電
車
運
転
士
科
及
び
新
幹
線
電
車
運
転
士
・
機
関
士
（
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関
車
）
科

　
に
入
学
さ
せ
る
者
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
資
格
を
そ
な
え
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ω
　
電
車
掛
若
し
く
は
電
車
運
転
助
士
で
あ
っ
て
、
高
等
学
校
若
し
く
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
校
卒
業
者
は
二
年
九
月
以
上
、
そ

　
　
の
他
の
者
は
三
年
九
月
以
上
そ
の
職
務
に
従
事
し
た
こ
と
又
は
機
関
助
士
若
し
く
は
電
気
機
関
助
士
で
あ
っ
て
、
高
等
学
校
若
し

　
　
く
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
校
卒
業
者
は
二
年
六
月
以
上
、
そ
の
他
の
者
は
三
年
六
月
以
上
そ
の
職
務
に
従
事
し
た
こ
と
。

　
圖
　
入
学
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
。

2
　
前
項
の
入
学
試
験
は
、
次
に
掲
げ
る
学
科
目
に
つ
い
て
行
な
う
も
の
と
す
る
。

　
　
国
語
、
数
学
、
鉄
道
一
般
、
規
程
（
運
転
及
ぴ
信
号
に
関
す
る
規
程
）
、
技
術
（
電
車
各
部
の
構
造
及
び
作
用
に
関
す
る
技
術
）

第
六
十
八
条
　
普
通
課
程
運
転
科
に
入
学
さ
せ
る
者
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
資
格
を
そ
な
え
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ω
　
中
学
校
を
卒
業
（
新
規
卒
業
者
に
限
る
。
）
し
た
こ
と
。

　
　
　
　
公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
九

、
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図
　
入
学
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
。

2
　
前
項
の
入
学
試
験
は
、
次
に
掲
げ
る
学
科
目
に
つ
い
て
中
学
校
卒
業
程
度
で
行
な
う
も
の
と
す
る
。

　
　
社
会
、
国
語
、
英
語
、
数
学
、
理
科

第
六
十
九
条
　
普
通
課
程
運
転
二
科
に
入
学
さ
せ
る
者
は
、
次
の
各
号
の
ー
に
該
当
す
る
資
格
を
そ
な
え
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ω
　
高
等
学
校
を
卒
業
（
新
規
卒
業
者
に
限
る
。
）
し
、
入
学
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
。

　
③
　
年
齢
二
十
三
歳
未
満
の
高
等
学
校
卒
業
者
で
、
機
関
車
掛
又
は
こ
れ
と
同
等
の
検
修
職
若
し
く
は
整
備
掛
（
準
職
員
を
含
む
。
）

　
　
の
職
務
に
従
事
し
、
入
学
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
。

2
　
前
項
の
入
学
試
験
は
、
次
に
掲
げ
る
学
科
目
に
つ
い
て
、
高
等
学
校
卒
業
程
度
で
行
な
う
も
の
と
す
る
。

　
　
社
会
、
国
語
、
英
語
、
数
学
、
物
理

第
七
十
条
　
削
　
　
除

第
七
十
一
条
　
普
通
課
程
気
動
車
運
転
士
科
に
入
学
さ
せ
る
者
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
資
格
を
そ
な
え
る
者
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

　
ω
　
気
動
車
掛
で
あ
っ
て
、
高
等
学
校
若
し
く
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
校
卒
業
者
は
三
年
以
上
、
そ
の
他
の
者
は
四
年
以
上
そ
の

　
　
職
務
に
従
事
し
た
こ
と
又
は
機
関
助
士
、
電
気
機
関
助
士
若
し
く
は
電
車
運
転
助
士
で
あ
っ
て
、
高
等
学
校
若
し
く
は
こ
れ
と
同

　
　
等
以
上
の
学
校
卒
業
者
は
二
年
九
月
以
上
、
そ
の
他
の
者
は
三
年
九
月
以
上
そ
の
職
務
に
従
事
し
た
こ
と
。

　
③
　
入
学
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
。

2
　
前
項
の
入
学
試
験
は
、
次
に
掲
げ
る
学
科
目
に
つ
い
て
行
な
う
も
の
と
す
る
。



　
　
国
語
、
数
学
、
鉄
道
一
般
、
規
程
（
運
転
及
び
信
号
に
関
す
る
規
程
）
、
技
術
（
気
動
車
各
部
の
構
造
及
び
作
用
に
関
す
る
技
術
）

第
七
十
二
条
普
通
課
程
車
両
検
査
科
に
入
学
さ
せ
る
者
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
資
格
を
そ
な
え
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
O
O
　
車
両
検
修
掛
で
あ
っ
て
四
年
以
上
そ
の
職
務
に
従
事
し
た
こ
と
又
は
機
関
助
士
若
し
く
は
電
気
機
関
助
士
で
あ
っ
て
、
六
年
以

　
　
上
そ
の
職
務
に
従
事
し
た
こ
と
。

　
③
　
入
学
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
。

2
　
前
項
の
入
学
試
験
は
、
次
に
掲
げ
る
学
科
目
に
つ
い
て
行
な
う
も
の
と
す
る
。

　
　
数
学
、
鉄
道
一
般
、
規
程
（
車
両
に
関
す
る
規
程
）
、
技
術
（
車
両
に
関
す
る
技
術
）

第
七
十
三
条
　
普
通
課
程
車
両
科
に
入
学
さ
せ
る
者
は
、
次
の
各
号
の
ー
に
定
め
る
資
楕
を
そ
な
え
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ω
　
新
規
採
用
者
で
あ
っ
て
、
総
局
長
又
は
鉄
道
管
理
局
長
が
指
定
し
た
者
。

　
図
　
新
規
採
用
者
以
外
の
も
の
で
あ
っ
て
、
総
局
長
又
は
鉄
道
管
理
局
長
が
特
に
指
定
し
た
者
。

第
七
十
三
条
の
二
　
普
通
課
程
運
転
事
務
科
に
入
学
さ
せ
る
者
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
資
格
を
そ
な
え
る
者
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

　
ω
　
高
等
学
校
卒
業
者
は
一
年
以
上
、
そ
の
他
の
者
は
四
年
以
上
国
鉄
部
内
に
勤
務
し
た
こ
と
。

　
③
　
入
学
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
。

2
　
前
項
の
入
学
試
験
は
、
次
に
掲
げ
る
学
科
目
に
つ
い
て
行
な
う
も
の
と
す
る
。

　
　
国
語
、
鉄
道
一
般
、
規
程
（
庶
務
に
関
す
る
規
程
）
」

ま
た
、
鉄
道
学
園
へ
の
入
学
志
願
に
あ
た
っ
て
は
次
に
定
め
る
よ
う
に
勤
務
箇
所
長
、
所
属
長
の
推
薦
を
必
要
と
し
て
お
り
、
ま
た
卒

　
　
　
　
公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理
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業
な
い
し
修
了
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
成
績
や
職
務
指
導
上
の
留
意
点
を
所
属
長
に
学
園
か
ら
通
知
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
「
（
入
　
　
学
）

　
第
六
条
　
教
育
機
関
へ
の
入
学
は
、
正
規
教
育
に
つ
い
て
は
志
願
又
は
指
定
に
よ
り
、
転
換
教
育
及
ぴ
再
教
育
に
つ
い
て
は
指
定
に
よ

　
　
り
所
属
長
が
命
ず
る
も
の
と
す
る
。

　
第
七
条
　
正
規
教
育
の
課
程
の
科
に
入
学
を
志
願
す
る
職
員
は
、
入
学
願
書
（
別
表
第
－
）
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
勤
務
箇
所
長
を

　
　
経
由
の
う
え
所
属
長
に
提
出
し
、
そ
の
推
薦
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
た
だ
し
、
正
規
教
育
の
高
等
課
程
及
ぴ
普
通
課
程
の
科
に
入
学
中
の
者
は
、
大
学
課
程
の
科
を
志
願
す
る
揚
合
を
除
き
、
他
の
科

　
　
を
志
願
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
2
　
前
項
の
揚
合
、
勤
務
箇
所
長
は
、
当
該
志
願
者
の
入
学
調
書
（
別
表
第
－
の
2
）
を
作
成
し
、
入
学
願
書
に
添
加
す
る
も
の
と
す

　
　
る
。

　
第
八
条
　
教
育
機
関
の
長
は
、
所
属
長
の
推
薦
し
た
志
願
者
に
対
し
て
、
入
学
試
験
を
行
な
う
も
の
と
す
る
。

　
第
九
条
　
教
育
機
関
の
長
は
、
入
学
さ
せ
る
者
の
氏
名
を
、
そ
の
所
属
長
に
通
知
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
入
学
さ
せ
る
者

　
　
の
決
定
に
あ
た
っ
て
は
、
必
要
に
よ
り
関
係
所
属
長
に
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

　
第
十
条
　
志
願
に
よ
り
入
学
さ
せ
る
者
の
募
集
は
、
そ
の
つ
ど
鉄
道
公
報
又
は
機
関
報
に
掲
載
し
て
行
な
う
。

　
　
（
考
　
　
査
）

　
第
二
十
一
条
教
育
機
関
の
長
は
、
生
徒
の
平
素
の
勤
惰
と
知
識
及
ぴ
技
能
の
習
得
の
程
度
と
を
考
査
し
、
そ
の
成
績
を
定
め
る
も
の



　
　
と
す
る
。

　
　
（
卒
業
及
ぴ
修
了
）

　
第
二
十
二
条
　
教
育
機
関
の
長
は
、
大
学
課
程
各
科
、
普
通
課
程
運
転
科
、
普
通
課
程
工
作
一
科
及
び
高
等
課
程
看
護
婦
科
を
卒
業
し

　
　
た
生
徒
に
対
し
て
卒
業
証
書
を
授
与
す
る
と
と
も
に
そ
の
氏
名
、
学
業
成
績
、
職
揚
指
導
上
の
留
意
点
、
そ
の
他
必
要
事
項
等
を
所

　
　
属
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
2
　
教
育
機
関
の
長
は
、
前
項
以
外
の
課
程
の
科
及
び
講
座
を
修
了
し
た
生
徒
及
ぴ
研
修
員
に
つ
い
て
は
、
そ
の
氏
名
、
学
業
成
績
、

　
　
職
揚
指
導
上
の
留
意
点
そ
の
他
必
要
事
項
等
を
所
属
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
3
　
前
項
の
生
徒
及
び
研
修
員
に
対
し
て
は
、
必
要
に
よ
り
、
修
了
証
書
を
授
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

　
さ
ら
に
国
鉄
で
は
現
業
に
従
事
す
る
職
員
の
日
常
の
業
務
知
識
の
取
得
を
促
進
す
る
た
め
に
広
汎
な
業
務
領
域
に
つ
い
て
種
々
の
水
準

ご
と
に
通
信
教
育
体
系
を
整
備
し
て
お
り
、
学
園
入
学
試
験
お
よ
ぴ
登
・
採
用
試
験
に
関
し
て
、
通
信
教
育
講
座
の
合
格
修
了
者
に
つ
い

て
は
一
部
の
学
科
目
試
験
の
免
除
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
大
阪
鉄
道
管
理
局
の
教
育
関
係
基
準
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
七
月
十

三
日
大
鉄
達
百
、
昭
和
四
十
六
年
七
月
改
正
大
鉄
達
百
九
）
の
中
で
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
の
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
第
十
三
条
　
各
種
登
用
、
採
用
試
験
及
ぴ
関
西
鉄
道
学
園
入
学
試
験
科
目
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
学
科
目
に
つ
い
て
は
、
当
該
下
欄

　
　
に
掲
げ
る
通
信
教
育
講
座
の
修
了
者
に
対
し
て
、
そ
の
試
験
を
免
除
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
ω
　
各
種
登
用
及
び
採
用
試
験

公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理
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採　　車

　　両試験　　掛

登　構信操

　内号車試験　掛掛掛

登　事

　務
　掛
　職

試
験
名

規
程
●
技
術

技
術

規
程

鉄
道
一
般

貨
物

旅
客

庶
務
●
経
理

鉄
道
一
般

学
科
目

　　　｛五五五五五五　　九〇
三二二一一一　　六〇（一二一五三一（七一以　　　　　　　　　以

額液電電電圭電鉄

謙
馨
器
蕊
鐸
車
饗
ぞ
　
　
　
　
　
　
　
　
講
　
、
　
　
ノ
レ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
座
　
　
機
　
　
　
　
）
P
採
　
　
関
　
　
　
　
　
　
C
用
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
車
の
　
　
　
　
　
　
F
該
　
　
　
　
　
　
C
当
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
講
座
）

一四五

〇
四
一
運
車
転
両
保
一
安
般
及
ぴ
線
路

四
〇
一
運
転
法
規
（
信
号
、
操
車
、
車
掌
）

○
〇
一
鉄
道
一
般

三
〇
三
貨
物
実
務

亡二二　二

〇
五
一
荷
旅
物
客
実
実
務
務

〇一　　　　　一

〇
二
一
経
庶
理
務

○
〇
一
鉄
道
一
般

通
信
教
育
講
座
名

一
八
四



（
2
1

開
西
鉄
道
学
園
入
学
試
騒

課
　
程

高
　
　
等

普
　
　
通

学

科

目

通
信
教
育
講
座
名

運
輸
（
旅
客
・
手
小
荷
物
）

三
〇
二
　
旅
客
営
業

運
輸
（
貨

物
）

三
〇
四
　
貨
物
営
業

運
転
（
運
　
輸
　
科
）

四
〇
三
　
運
転
法
規

規
程
（
運
　
転
　
科
）

技
術
（
保
　
線
　
科
）

四
〇
三
　
運
転
法
規

六
〇
四
　
保
　
　
線

規
程
（
旅

客
）

｛三
〇
一
　
旅
客
実
務

三
〇
五
　
荷
物
実
務

規
程
（
貨

物
）

三
〇
三
　
貨
物
実
務

規
程
（
運

　
（
た
だ
し
、

　
転
）

運
輸
系
統
の
各
科
）

四
〇
一

運
転
法
規

（
信
号
、
操
車
、
車
掌
）

規
程
（
鰍
道
峨
長
糊
）

轟
道
畷
長
榊
）

一山　　山ノ、　！、

○○

線
路
及
ぴ
停
車
場

保
線
作
業

L
（
注
－
）

（
注
2
）

○
〇
一
　
鉄
道
一
般
以
外
の
講
座
に
つ

い
て
は
、
昭
和
四
十
年
四
月
以
降
の
修

了
者
に
対
し
て
適
用
す
る
。

受
験
者
は
、
試
験
科
目
が
免
除
の
適
用

を
う
け
る
も
の
で
あ
っ
て
も
受
験
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
揚
合
は
、
免
除

の
梅
利
を
放
棄
し
た
も
の
と
し
て
取
扱

う
o

公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理
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恐
．

巡
嵩

煮
　
　
譜

瑠
　
　
欝

独
　
　
小

e

倉
　
　
ゆ

コニ量頴

『

窃羅

嵐疇

倉3市
理

鑛副

懲疇

凄3小
理

鑛：二i

磁田旨

凄3卵
理

鞍醒

愚疇

凄3小

理

醸皐

嬢きi
嵐礪旨

凄3邸
　理

瞭摯

窮副

感噌

凄3却

理

お揺　H

蝉

凝潜望
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一　　　一
N　　　O
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一　　　ト6　　0

軌OQ　　串』　　一

圃60　　　魯Q　　　轟

σ、　　轟　　　QO

　肋　“
　　　　　　　一

◎Q　　謄Q　　O
串』　　OQ　　ω

Nひ串』　　σ、　　轟

トo

髄圃σ、　　σ、　　“

N
b
b
D
O
一
〇
〇

　　鼻　o
噂い

　　　　　　　轟
o　　　　　　　o

ρ
爲
o⊂ハ　　　ー

o　　　くの　　　高
一　　　〇　　　ζハ

ヤこ　　　睦○　　　一
ζ几　　o　　　くハ

o　　　い　　　QO

　bO　轟　　ゆ
｝

串』　　い　　　轟
㍉3　　串』　　こハ
ト占　　い　　　国

L＞

理
　
　
軌
α
　
曽
嶺
軌
8
N
　
　
一
旨
N
o
o
O
　
　
≒
N
　
　
O
い
這
o
o
　
睾
O
濫
　
　
ミ
轟
　
旨
　
　
　
器
ひ

評
器
O
一
〇
〇
　
　
　
斜
O
卜
o
福
α
O

トの

N
O
a
o
q
U
一
一
一
一
軸
亭
O
轟
卜
9
ひ
軌

、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

　
と
こ
ろ
で
、
学
園
教
育
を
通
ず
る
昇
職
の
た
め
の
教
育
が
ど
の
程
度
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
実
績
を
検
討
し
て
み
る
と
、
現

在
で
は
こ
の
径
路
が
基
本
径
路
に
な
っ
て
は
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
た
と
え
ば
第
一
種
鉄
道
学
園
で
あ
る
関
西
鉄
道
学
園
の
昭
和
四
十

七
年
度
の
教
育
実
績
を
み
れ
ば
表
3
の
と
お
り
で
あ
っ
て
、
年
間
四
、
二
六
五
名
と
い
う
多
数
の
職
員
の
教
育
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
中
で
階
梯
職
員
の
昇
職
に
関
す
る
教
育
は
表
3
で
「
正
規
」
と
さ
れ
て
い
る
教
育
な
の
で
あ
っ
て
年
間
四
五
二
名
に
す
ぎ
な
い
。
さ

ら
に
こ
の
「
正
規
」
の
中
で
「
そ
の
他
」
二
四
九
名
と
さ
れ
て
い
る
の
は
高
卒
・
地
方
採
用
大
卒
新
入
社
員
教
育
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と

「
正
規
」
の
昇
職
関
係
教
育
は
普
通
課
程
一
五
八
名
、
高
等
課
程
四
五
名
の
二
〇
三
名
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
普
通
課
程

一
五
八
名
の
中
で
は
そ
の
六
割
の
一
〇
〇
名
が
運
転
系
統
な
の
で
あ
っ
て
学
園
の
普
通
課
程
教
育
と
し
て
い
ち
じ
る
し
く
偏
し
て
い
る
と



表4　昭和47年度静岡鉄道学園教育実施概況

1学園内教育関係

　①　本園関係

　　ア　教育修了のもの

事分科1期間1回数1人員1記名科羅鷹
53　助役試験合格者

61　同　上
7　営業掛試験合絡者

29　助役試験合格者

18　同　上

4
　
4
　
1
　
2
　
1

正　　運輸管理科　　前　　期　o・4月

　　同　上後期05月
　　同　上旅客05月
　　運転管理科　　　　　　　o・4月

規施設管理科　　o．4月

再
教
育

管　理科
気管理科

　　　上

　　　上

新任助役

　　力

　　電

　　号

1週間

〃
〃

3
4
4
3

45

6
6
2
3
2

助役・予備助役

　役

　上

　上

高
　
等
　
課
　
程

公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理

36326計

普
　
　
通
　
　
課
　
　
　
程

正
規 EL，EC科 5・75月 2 55

転
換

列車掛科
　　　上

第　　一 1月

5月 2
1

18

8
車掌から列車掛

両掛から列車掛

再
教
育

車　掌科
　輸科
　　　上

　内　科

　設　科

旅　　客

　　物

線機械

2月

週間

〃
0
，
5
月

2
1
2
2
2

20

1
3
0
4
0
2
4

車見試験合格者

線機械掛

小 計 14 226

初
等
課

正
規

駅務　科

設科

O、7月

。7月 2
1

32

2
新規採用者

　上

443計

633

129
“
8

計

議会

76251計

　　修

合

研

イ　現在教育中のもの

課程　種別　科 名 分科　期　間 回　数 人　員　記 事

灘正規ELEC科 5。75月 1 28　2月13日～S月1日

A
口 計 1 28

一
八
七
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課程 種別 科　　名 分　科 期　間 回　数
人　　　　員

記　　　事
修了者 教育中

普
　
　
通
　
　
課
　
　
程

再
教
育

車両検査科

　　　上

　　　上

EL

C
D
L

2，1月

，1月

，1月

1
4

9
5
5

小　　　　計 5 64

車両科
　　　上

　　　上

EL

C
D
L

2，1月

、1月

，1月
4
5
1

28

0
4小　　　　　　　計 10 U2

　　計　　　　　　習　　　　　　会

15

8

176

57

合　　　　　　計 63 733

一
八
八

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
こ
と
は
第
二
種
鉄
道
学
園
を
み
れ
ば
も
っ
と
は
っ
き
り
す
る
。
表
4
は

静
岡
鉄
道
学
園
の
昭
和
四
十
七
年
度
教
育
実
施
状
況
を
み
た
も
の
で
あ
っ
て
年

間
六
三
回
、
七
三
三
名
と
い
う
実
施
結
果
は
か
な
り
の
水
準
に
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
普
通
課
程
の
「
正
規
」
の
教
育
は
い
わ
ゆ
る
ド

ラ
イ
バ
ー
・
コ
ー
ス
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
運
転
系
統
の
課
程
に
す
ぎ
な
い
こ

と
が
わ
か
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
学
園
の
普
通
課
程
教
育
を
へ
て
階
梯
職
制
の
最
初
の
手

が
か
り
を
へ
る
道
は
現
在
の
と
こ
ろ
は
ほ
と
ん
ど
機
能
し
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
三
　
登
用
試
験
制
度

　
階
梯
職
制
を
上
昇
す
る
も
う
一
つ
の
道
は
登
用
試
験
を
通
ず
る
径
路
で
あ
っ

て
、
こ
の
径
路
が
現
在
で
は
主
要
な
径
路
と
な
っ
て
い
る
。
登
用
試
験
の
実
施

方
法
に
つ
い
て
東
京
西
鉄
道
管
理
局
の
例
を
表
5
で
示
す
が
、
こ
の
方
法
は
鉄

道
管
理
局
共
通
の
方
法
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。
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こ
の
方
法
に
も
と
づ
い
て
お
こ
な
わ
れ
た
各
階
梯
職
別
の
登
用
試
験
の
結
果
を
東
京
西
鉄
道
管
理
局
の
例
に
よ
っ
て
昭
和
四
十
四
－
四

十
八
年
度
に
つ
い
て
表
6
で
示
す
。

　
ま
ず
表
6
で
営
業
系
統
に
つ
い
て
み
る
と
、
「
掛
職
採
用
」
が
構
内
作
業
掛
、
駅
務
掛
な
ど
か
ら
旅
客
掛
な
ど
に
登
用
さ
れ
る
一
般
径

路
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
応
し
て
、
信
号
・
採
車
・
構
内
掛
、
車
掌
見
習
登
用
の
試
験
が
あ
る
。
図
9
で
こ
の
三
つ
の
系
統
が
別
々
に
図
示

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
こ
の
三
つ
は
別
々
の
職
名
集
団
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
昭
和
四
十
四
年
度
に
は
三
つ
を
合
計

し
て
六
八
O
名
の
受
験
者
が
あ
り
、
二
九
四
名
が
合
格
し
、
競
争
率
は
二
・
三
倍
だ
っ
た
が
、
昭
和
四
十
八
年
度
に
は
受
験
者
七
一
二
名
、

合
格
者
八
六
名
、
競
争
率
八
・
四
倍
と
き
ぴ
し
い
も
の
に
な
っ
た
。
昭
和
三
十
六
年
の
職
制
改
定
以
前
に
は
構
内
作
業
掛
、
駅
務
掛
な
ど
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1《○輕斗く瀞応蟹母簿　謁噸卦毒組　曽

表6　年度別試験別推移

試験名

年度別 44 45 46 47 48

項　目 受
験
者
数

合　平
　
　
均
者
数
　
　
点

口
坂
低
点

受
験
者
数

合　　平　　最
　　均　　低者数　　点　　点

受
験
者
数

合　　平
　　均者数　　点

『　1
1κ

点

受
験
者
数

合　　平　　最
　　均　　低者数　　点　　点

受
験
者
数

合　　平　　最
　　均　　低者数　点　　点

幹部職 （上級）試験 151 17　35．4 19．7 174 16　36．1　0 167 22　32．2 15．8 182 27　33，1　13．2 184 19　41．5　21．0

幹
部
職
（
中
級
）
賦
験

営業系統
転系統
設系統
気系統

136

2
4
2
1
6
1

60　45．0

8　52．6

7　43．4

9　49．2

22．7

5．5

1．0

9
．
6

321

21

0
1
5
7

40　42．4　3．5

6　43．5　18，0

　37．0　30，0

0　47．0　42．5

376

42

2
1
3
6

84　37．1

6　42．1

4　35．0

5　41。3

1．3

1．0

3．3

4
．
6

342

2
7
7
9
2

44　22。5　2．7

3　32．7　9．7

5　27．7　9．7

9　36，4　11．6

196

9
5
5
8
4

46　37．0　17．3

　46．6　27．6

1　38．3　15．7

3　44，6　21．4

営
業
系
統
試
験

信号・操恥構内鮒翻

職登用
掌見習登用

99

55

26

54　59．4

32　61．3

08　50．8

15．0

0．3

．7

78

13

26

36　42．0　4。3

7　50．4　13．3

7　50．0　10．0

61

36

40

11　43．0

0　47．6

0　46．7

4．6

4．0

0
．
3

71

15

39

12　44．4　15，7

5　48．3　5．7

4　38．0　7，0

78

14

29

16　54．417．0

5　52．7　13．7

5　45。2　11，3

運
転
系
統
試
験

車両検査掛採用

両検修掛登用

両掛登用

務掛登用

29

1
3
1
1
3

16　61．2

1　59．1

3　50．8

　61．4

13．2

2．3

．4

1
．
2

16

6
3
4
2
3

11　60．4　12．2

1　56．3　10．6

8　48，9　8。5

　62．132．3

11

8
2
1

7　62．1

5　49，0　　，

　59。8

13．1

．7

0
．
1

25

6
1
0
1
3
3

10　61．6　11．8

8　59．4　12．1

5　48。7　8．9

3　58．5　13．7 4 4　60．5　30．4

施統
試
系
験

技術掛採用

務掛登用

119

8

37　50，9

8　57，2

6．5

9
．
6

319 157　51．2　8．7 230

3
94　68．3

0　52．1

11．0
0
．
8

250

8

143　52．1　11．6

0　58，5　13。7

198

5

96　53．1　6．7

　60．5　30．4

電統
試
系
験

技術掛採用

務掛登用

94 83　54．5 17．6 19 9　50．4　11．5

5
5

5　48．7　31．6

　58．5　13．7 4 3　60．5　30．4

区関係事務掛登用試験
47 15　61．4　32．5



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
し
よ
く

の
最
末
端
の
職
名
は
「
○
○
手
」
と
よ
ば
れ
て
い
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
職
階
は
「
手
職
」
と
称
さ
れ
た
。
そ
こ
で
「
手
職
」
か
ら
「
掛

職
」
へ
と
い
う
登
用
試
験
と
し
て
、
今
で
も
信
号
掛
、
旅
客
掛
な
ど
の
職
名
へ
の
登
用
試
験
は
総
称
し
て
「
掛
職
試
験
」
と
よ
ば
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
前
述
の
意
味
で
「
掛
職
」
と
な
る
と
、
次
の
登
用
試
験
は
助
役
試
験
と
な
る
。
表
6
で
は
そ
れ
が
「
幹
部
職
（
中
級
）
試
験
」
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
営
業
部
門
で
は
助
役
試
験
は
「
助
役
・
運
転
掛
試
験
」
、
「
助
役
・
営
業
掛
試
験
」
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
そ
の
詳
細
は

後
述
す
る
が
、
表
6
に
よ
っ
て
、
そ
の
競
争
率
が
い
ち
じ
る
し
く
高
い
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

　
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
階
梯
職
制
の
動
態
を
生
き
生
き
と
知
る
た
め
に
事
例
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
表
7
は
大
阪
鉄
道
管
理
局
の
京
都
駅

に
勤
務
す
る
A
、
B
、
C
の
三
名
の
職
員
が
国
鉄
入
社
後
に
ど
の
よ
う
な
経
歴
を
た
ど
っ
た
か
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
昭
和

二
十
二
年
に
入
社
し
た
職
員
を
え
ら
ん
で
み
た
。
国
鉄
は
昭
和
二
十
四
年
に
公
共
企
業
体
と
な
り
、
昭
和
三
十
六
年
に
職
制
の
大
改
正
を

お
こ
な
っ
て
現
行
の
職
制
が
つ
く
ら
れ
た
。
表
7
で
は
こ
の
二
つ
を
大
き
な
時
期
区
分
と
し
て
い
る
。
A
職
員
は
入
社
し
て
京
都
駅
に
勤

務
し
て
以
後
、
昭
和
四
十
七
年
ま
で
の
二
五
年
間
、
一
度
も
京
都
駅
を
は
な
れ
て
勤
務
し
て
い
な
い
。
昭
和
二
十
九
年
に
二
十
九
歳
で
、

い
わ
ゆ
る
「
手
職
」
か
ら
「
掛
職
」
へ
の
登
用
試
験
に
合
格
し
、
信
号
掛
と
な
り
、
昭
和
三
十
一
年
に
操
車
掛
と
な
っ
て
以
来
、
ず
っ
と

「
掛
職
」
と
し
て
勤
務
し
つ
づ
け
て
い
る
。

　
B
は
入
社
し
て
荷
扱
手
と
な
っ
た
後
、
昭
和
二
十
九
年
に
三
十
二
歳
で
踏
切
警
手
と
な
り
、
昭
和
三
十
六
年
の
職
制
改
定
に
よ
っ
て
職

名
が
踏
切
保
安
掛
と
変
り
、
そ
の
ま
ま
勤
務
し
つ
づ
け
、
昭
和
四
十
三
年
に
「
掛
職
登
用
試
験
」
に
合
格
し
て
、
四
十
六
歳
で
「
手
職
」

か
ら
「
掛
職
」
に
昇
職
し
、
昭
和
四
十
五
年
に
京
都
駅
運
輸
掛
と
な
っ
た
。
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表7　階梯職制と職員の関係

年　次 A B C
1922（大11） 出生

1925（大13） 出生

1929（昭4） 出生

1935（昭10） 商等小学校卒業（13歳）

1939（昭14） 高等小学校卒業（14歳）

1945（昭20） 商業学校卒業（16歳）

1947（昭22） 国鉄入社，吹田操車場， 国鉄入社，吹田操車場 国鉄入社，京都駅駅手

京都駅連結手見習をへ 荷扱手（25歳） 駅手養成講習会終了，

て連結手（22歳） 掛職資格試験合格，

京都駅駅務掛（18歳）

1948（昭23） 京都駅転轍手 車掌見習，京都車掌区

連結手養成講習会終了

1949（昭24） 日本国有鉄道法，京都 日本国有鉄道法，吹田 日本国有鉄道法，車掌

駅駅手，京都駅連結手 操車場連結手，吹田操 採用試験合格，京都車

（24歳） 車場荷扱手（27歳） 掌区車掌（20歳）

1954（昭29） 操車・信号掛採用試験 丹波口駅踏切警手

合格，京都駅信号掛

（29歳）

1956（昭31） 京都駅操車掛（31歳）

1961（昭36） 職制改正，従前どおり 職制改正，丹波口駅踏 職制改正，従前どおり

切保安掛

1963（昭38） 京都車掌区車掌（指導）

1964（昭39） 助役運転掛登用試験合

格（35歳）

1965（昭40） 病気休職（昭41復職） 京都車掌区車掌教育掛

兼助役（梅小路在勤）

（36歳）

1967（昭42） 関西鉄道学園高等課程

特設運転科入学（5日

間）

1968（昭43〉 事務掛職登用試験合格

（46歳）

1969（昭44） 京都駅運転掛（40歳）

1970（昭45） 京都駅運転掛（48歳）

橋
大
学
研
究
年
報

社
会
学
研
究
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（注）1）昭和47年10月までの経歴D



　
C
は
入
社
後
た
だ
ち
に
「
手
職
」
か
ら
「
掛
職
」
試
験
に
合
格
し
、
昭
和
二
十
三
年
に
十
九
歳
で
車
掌
見
習
と
な
っ
た
。
昭
和
二
十
四

年
に
車
掌
採
用
試
験
に
合
格
し
て
車
掌
と
な
り
、
昭
和
三
十
八
年
に
は
指
導
車
掌
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
そ
し
て
昭
和
三
十
九
年
に
三
十
五
歳

で
助
役
運
転
掛
登
用
試
験
に
合
格
し
、
翌
年
、
京
都
車
掌
区
車
掌
教
育
掛
兼
助
役
と
し
て
の
道
を
ふ
み
出
し
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
三
人
の
職
員
の
経
歴
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
階
梯
職
制
が
ど
の
よ
う
に
働
い
て
い
る
か
を
知
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。

第
四
節
職
名
と
職
群

　
　
　
　
一
　
職
　
　
名

国
鉄
職
員
の
採
用
は
日
本
国
有
鉄
道
職
員
採
用
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
四
月
二
十
五
日
、
総
裁
達
二
百
三
十
一
）
に
よ
っ
て
次
の
よ
う

に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

「
第
一
条
日
本
国
有
鉄
道
職
員
（
以
下
「
職
員
」
と
い
う
。
）
の
採
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
二
条
　
職
員
は
、
別
に
定
め
る
揚
合
を
除
く
外
、
日
本
国
有
鉄
道
の
試
用
員
（
以
下
「
試
用
員
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
か
ら
選
考
に

　
　
よ
っ
て
採
用
す
る
。

　
第
三
条
　
日
本
国
有
鉄
道
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
十
六
号
）
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
及
ぴ
次
の
各
号
の
ー
に
該
当
す

　
　
る
者
は
、
職
員
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
但
し
、
第
二
号
に
該
当
す
る
者
で
、
特
に
総
裁
の
承
認
を
経
た
者
は
、
こ
の

　
　
限
り
で
な
い
。

　
　
　
　
　
公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理
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ω
　
禁
治
産
者
着
し
く
は
準
禁
治
産
者
又
は
破
産
の
宣
告
を
受
け
た
者
で
復
権
を
得
な
い
者
。

　
圖
　
禁
ひ
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
で
、
執
行
を
終
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
て
か
ら
三
年
を
経
過
し
な
い
者
。

　
圖
　
日
本
国
有
鉄
道
又
は
そ
の
他
の
職
員
と
し
て
在
職
中
、
非
行
又
は
不
都
合
な
行
為
に
よ
り
免
職
の
処
分
を
受
け
た
者
で
、
当
該

　
　
処
分
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者
。

　
　
回
　
日
本
国
有
鉄
道
健
康
管
理
規
程
（
昭
和
二
十
六
年
七
月
総
裁
達
第
三
百
三
十
号
）
に
よ
る
健
康
診
断
及
び
日
本
国
有
鉄
道
職
員

　
　
採
用
時
適
性
検
査
規
程
（
昭
和
二
十
三
年
八
月
達
第
四
百
十
五
号
）
に
よ
る
適
性
検
査
に
合
格
し
な
い
者
。

　
2
　
職
員
を
準
職
員
及
び
試
用
員
か
ら
採
用
す
る
場
合
に
は
、
前
項
第
四
号
の
健
康
診
断
及
ぴ
適
性
検
査
は
、
こ
れ
を
省
略
す
る
こ
と

　
　
が
で
き
る
。

第
四
条
　
職
員
を
採
用
す
る
と
き
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
身
元
保
証
人
を
立
て
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
附
　
　
　
則

　
1
　
こ
の
達
は
、
昭
和
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
2
　
日
本
国
有
鉄
道
職
員
及
び
試
用
採
用
規
程
（
昭
和
二
十
四
年
六
月
総
裁
達
第
十
八
号
）
は
、
廃
止
す
る
。
」

　
現
業
部
門
の
職
員
の
採
用
が
こ
の
規
程
に
も
と
づ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
揚
合
に
規
程
は
職
名
．
．
】
と
に
定
め
ら
れ

て
い
る
。
職
名
ご
と
と
い
っ
て
も
、
営
業
部
門
に
お
け
る
前
出
の
図
9
に
つ
い
て
い
え
ば
、
掛
職
と
し
て
角
括
孤
で
く
く
ら
れ
て
い
る
四

つ
の
職
名
群
別
に
採
用
さ
れ
る
と
い
っ
て
さ
し
つ
か
え
あ
る
ま
い
。
た
と
え
ぱ
そ
の
中
で
信
号
掛
、
採
車
掛
、
構
内
作
業
掛
の
系
統
を
み

れ
ば
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。



「
駅
構
内
従
事
員
採
用
規
程
　
昭
二
＋
四
．
一
．
二
六
　
達
四
＋
八

　
　
　
　
　
　
　
改
正
　
昭
二
十
五
・
七
　
総
裁
達
三
百
六
十
　
同
二
十
五
・
七
　
同
三
百
九
十
八

　
　
　
第
一
章
　
総
　
　
　
則

第
一
条
駅
（
操
車
揚
及
び
信
号
揚
を
含
む
。
）
の
構
内
作
業
を
す
る
従
事
員
（
操
車
掛
、
信
号
掛
、
転
轍
手
、
予
備
構
内
手
及
び
連

　
結
手
を
い
い
、
以
下
駅
構
内
従
業
員
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
規
程
に
よ
っ
て
採
用
す
る
。
但
し
、
こ
の
規
程
に
定
の
な
い
事
項
に
つ

　
い
て
は
、
日
本
国
有
鉄
道
職
員
及
ぴ
試
用
採
用
規
程
（
昭
和
二
十
四
年
六
月
総
裁
達
第
十
八
号
）
に
よ
る
。

第
二
条
駅
構
内
従
事
員
に
採
用
す
る
者
の
年
齢
は
、
十
八
歳
以
上
と
す
る
。
但
し
、
操
車
場
（
連
結
手
訓
練
規
程
で
操
車
揚
の
範
囲

　
と
す
る
駅
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
箇
所
に
勤
務
す
る
連
結
手
に
つ
い
て
は
、
十
七
歳
以
上
と
す
る
。

第
三
条
　
こ
の
規
程
に
定
め
る
採
用
試
験
は
、
鉄
道
管
理
局
長
が
施
行
す
る
。

　
　
　
第
二
章
従
事
員

　
　
　
　
第
一
節
　
連
結
手

第
四
条
　
連
結
手
は
、
相
当
期
間
実
務
見
習
を
し
た
者
か
ら
採
用
す
る
。

第
五
条
前
条
の
規
程
に
か
か
わ
ら
ず
操
車
揚
に
勤
務
す
る
連
結
手
は
、
連
結
手
訓
練
規
程
に
よ
っ
て
訓
練
を
受
け
た
者
か
ら
採
用
す

　
る
。
但
し
、
六
月
以
上
車
両
の
入
換
、
連
結
又
は
解
放
の
業
務
に
従
事
し
た
者
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
　
　
　
第
二
節
　
転
轍
手
、
予
備
構
内
手

第
六
条
　
転
轍
手
及
び
予
備
構
内
手
は
、
一
年
以
上
連
結
手
（
駅
手
そ
の
他
の
職
に
あ
っ
て
車
両
の
入
換
、
連
結
又
は
解
放
に
従
事
し

　
　
　
　
公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
五



　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
社
会
学
研
究
　
1
8
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
六

　
た
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
職
に
あ
っ
て
、
一
月
以
上
実
務
見
習
を
し
た
者
か
ら
採
用
す
る
。

　
　
　
　
第
三
節
操
車
掛
、
信
号
掛

第
七
条
　
操
車
掛
及
ぴ
信
号
掛
は
、
次
の
各
号
の
ー
に
該
当
す
る
も
の
か
ら
採
用
す
る
。

　
0
0
　
鉄
道
管
理
局
職
員
養
成
所
信
号
操
車
科
を
修
了
し
た
者

　
③
　
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
た
者

　
③
車
掌
の
職
に
あ
っ
た
者

　
四
　
転
轍
手
、
予
備
構
内
手
、
連
結
手
及
ぴ
信
号
機
又
は
転
轍
器
取
扱
担
務
の
駅
手
を
通
じ
て
二
年
以
上
そ
の
職
に
あ
っ
た
も
の
で
、

　
　
操
車
、
信
号
掛
採
用
試
験
に
合
格
し
た
者

　
⑤
　
転
轍
手
、
予
備
構
内
手
、
連
結
手
及
ぴ
信
号
機
又
は
転
轍
器
取
扱
担
務
の
駅
手
を
通
じ
て
四
年
以
上
そ
の
職
に
あ
っ
た
者

第
八
条
　
操
車
、
信
号
掛
採
用
試
験
は
、
次
の
各
号
に
つ
い
て
、
鉄
道
管
理
局
職
員
養
成
所
信
号
操
車
科
修
了
程
度
で
行
う
。

　
ω
　
規
程
　
職
務
に
つ
い
て
の
規
程

吻
　
技
術

　
　
④
　
操
車
掛

　
　
　
　
構
内
設
備
の
概
要
並
び
に
操
車
上
必
要
で
あ
る
車
両
各
部
の
名
称
及
ぴ
そ
の
作
用
の
概
要

　
　
回
信
号
掛

　
　
　
　
信
号
機
、
保
安
装
置
各
部
の
名
称
及
ぴ
そ
の
作
用
並
ぴ
に
構
内
設
備
の
概
要



　
　
　
前
項
の
試
験
科
目
は
、
日
本
国
有
鉄
道
通
信
教
育
規
程
（
昭
和
二
十
五
年
二
月
総
裁
達
第
六
十
五
号
）
に
定
め
る
講
座
第
一
部
中

　
　
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
を
修
了
し
た
者
に
対
し
て
は
、
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
九
条
　
操
車
掛
又
は
信
号
掛
に
採
用
さ
れ
た
者
は
、
相
当
期
間
実
務
見
習
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
附
　
　
　
則

　
第
十
条
　
こ
の
達
は
、
昭
和
二
十
四
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
第
十
一
条
信
号
掛
、
操
車
掛
、
制
動
手
、
転
轍
手
、
予
備
構
内
手
、
連
結
手
採
用
規
程
は
廃
止
す
る
。

　
第
十
二
条
　
従
前
の
制
度
に
よ
る
中
等
学
校
を
卒
業
し
た
者
は
、
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
と
み
な
す
。

　
第
十
三
条
第
二
条
、
第
三
条
及
び
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
の
規
定
は
、
機
関
区
又
は
電
車
区
の
信
号
掛
を
採
用
す
る
揚
合
に
準
用

　
　
す
る
。
こ
の
揚
合
に
お
い
て
は
、
合
図
手
を
予
備
構
内
手
と
み
な
す
。
」

　
実
さ
い
、
高
校
新
卒
求
人
に
あ
た
っ
て
は
職
業
安
定
所
経
由
、
高
校
あ
て
直
接
、
部
内
職
員
の
紹
介
な
ど
の
方
法
を
と
る
が
、
そ
の
場

合
に
も
「
構
内
作
業
掛
」
と
い
う
よ
う
に
入
職
の
職
名
を
明
示
し
て
募
集
を
す
る
の
で
あ
る
。

　
国
鉄
で
は
こ
の
よ
う
に
現
業
部
門
で
は
「
職
名
」
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
階
梯
職
制
は
職
名
の
序
列
編
成
で
あ
る

と
い
っ
て
よ
い
。
い
ま
鉄
道
現
業
部
門
の
職
名
を
あ
げ
れ
ば
表
8
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
表
8
に
は
す
で
に
営
業
部
門
の
階
梯
職
制
に
つ
い
て
み
た
職
名
が
並
ん
で
い
る
。
表
8
は
静
岡
鉄
道
管
理
局
の
例
で
あ
り
、
従
来
の

「
手
職
」
は
労
務
職
、
「
掛
職
」
は
中
間
職
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
職
名
は
昭
和
三
十
六
年
の
職
制
改
定
に
お
い
て
そ
の
職
務
内
容
（
担
務
）
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
『
日
本
国
有
鉄
道
職
制
集
』
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共
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業
体
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表8職名分類表
系統

業　務
　関 分　類 職　　　　名 系統 業1務

　関 分　類 職　　　名

駅　　　　　　長 区　　　　　　畏
助　　　　　　役 支　　区　　長

管理職 予　備　助　役 管理職 助　　　　　　役
営　　業　　掛 軌道検i査長
運　　　転　　掛 構造物検査長
庶　　務　　掛 蔀　　務　　掛
旅　　客　　掛 技　　術　　掛
ノ∫・荷　物　掛 工耶技術掛
貨　　物　　掛

　　車　　掛
保線区

中間職 営林技術掛
道検査掛

駅 中間職 運　　輸　　掛
　　機　　注卦

構造物検査掛
線機械掛

操　　取　　掛 保線指導掛
イ言　　号　　掛 －業長
構　　内　　掛

　　　　　　掌 労務職
軌　　道　　掛

切保安掛
営業 構内作業指導掛 用　　　務　　　掛

構内作業掛 区　　　　　　長

労務職 駅務指導掛
　　務　　掛

施設 管理職 支　　区　　長
　　　　　　役

荷　　扱　　掛 建築検査長
踏切保安掛 事　　務　　掛
区　　　　　　長 建築区 中問職 建築技術掛

管理職
助　　　　　　役 建築検査掛
運用敦導言卦 建築　　’業長
専務車裳（A） 労務職 建　　築　　掛
庶　　　務　　才卦 用　　務　　　掛

車裳区
中間職 専務車掌（B）

　　　　　　掌 管理職
区　　　　　　長

　　　　　　役
列　　車　　掛 工事区

事　　務　　掛
乗務　ロ導掛

中間職
工礁技術掛

労務職 乗　　務　　掛 区　　　　　　長

用　　務　　掛 管理職 助　　　　　　役
区　　（所）　長 機械検査長
支　　　区　　長 機械区

毎　　務　　掛
管理職 助　　　　　　役 中間職 技　　術　　掛

運用数導掛 機械検査掛
車両検査長 区　　　　　　長

事　　務　　掛 支　　　区　　長
機　　関　　士

気機関士
電力区 管理職

助　　　　　　役

力検査畏
電車運転士

動車運転士
変電区

信号　　　〃
信　　　〃

機関区 機関士見習 電気　　　〃

運転

電車区

転所

中間職

電気機関士見習
車運転士見習
　関　助　士
気機関助士
両検i査掛

電気
信号区

信区

線区
中間職

事　　　務　　　掛

気技術掛
力検査掛
号　　　〃

信　　　〃

客貨車 車両検修掛 電気　　　〃
区 信　　号　　掛 電気区

電気作業畏
構　　内　　掛 労務職 電気作業掛
諸　　機　　掛 電　　気　　掛
列　　車　　掛
機関助士見習
電気機関助士見習

車　　両　　掛

労務職
誘　　導　　掛

料指導掛
燃　　料　　掛
整i備指導掛
整　　備　　掛



と
し
て
集
大
成
さ
れ
て
い
て
、
必
要
に
応
じ
て
改
定
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
昭
和
四
十
八
年
二
月
改
定
の
同
集
に
よ
っ
て
営
業
関
係
職
員
の

職
名
お
よ
ぴ
そ
の
職
務
内
容
を
み
れ
ぱ
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
「
営
業
関
係
職
員
の
職
制
及
ぴ
服
務
の
基
準
（
昭
三
十
七
・
八

　
十
九
　
同
四
十
三
・
五
同
七
十
七
　
同
四
十
四
・
七
同
六
十
七

　
六
同
五
）

　
　
　
営
業
関
係
職
員
の
職
制
及
ぴ
服
務
の
基
準

　
目
　
　
次

　
　
第
一
章
　
総
則
（
第
一
条
－
第
六
条
）

　
　
第
二
章
　
駅
従
事
員
職
制

　
　
　
第
一
節
　
職
名
及
ぴ
職
務
内
容
（
第
七
条
）

　
　
　
第
二
節
　
指
揮
命
令
系
統
（
第
八
条
）

　
　
第
三
章
　
車
掌
所
及
ぴ
車
掌
区
従
事
員
職
制

　
　
　
第
一
節
　
職
名
及
ぴ
職
務
内
容
（
第
九
条
）

　
　
　
第
二
節
　
指
揮
命
令
系
統
（
第
十
条
）

　
　
第
四
章
　
服
務
の
基
準
（
第
十
一
条
－
第
十
六
条
）

　
　
附
　
則

　
　
　
　
　
公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理

．
十
七
総
裁
達
三
百
六
十
三
　
改
正
　
昭
三
十
九
・
十
総
裁
達
五
百
四

同
四
十
四
・
十
二
同
百
五
　
同
四
十
五
・
八
同
百
十
　
同
四
十
七
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
九



　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
社
会
学
研
究
　
1
8
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
〇

　
　
　
第
一
章
　
総
　
　
　
則

第
一
条
　
こ
の
規
程
は
、
駅
区
に
お
け
る
各
職
の
責
任
及
ぴ
指
揮
命
令
系
統
を
確
立
し
、
業
務
の
円
滑
且
つ
能
率
的
な
運
営
を
図
る
ア
一

　
と
を
目
的
と
す
る
。

第
二
条
　
こ
の
規
程
に
お
け
る
お
も
な
用
語
の
意
義
は
、
次
の
通
り
と
す
る
。

　
ω
　
「
駅
」
と
は
、
駅
、
営
業
所
、
操
車
揚
及
び
信
号
揚
と
い
う
。

　
③
　
「
駅
区
」
と
は
、
駅
、
車
掌
所
及
ぴ
車
掌
区
を
い
う
。

　
個
　
「
営
業
関
係
職
員
」
と
は
、
駅
区
に
所
属
す
る
職
員
を
い
う
。

　
叫
　
「
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
揚
合
」
と
は
、
総
局
長
（
九
州
総
局
長
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
鉄
道
管
理
局
長
か
ら
命
ぜ
ら
れ
た
揚

　
　
合
を
い
う
。

　
伺
　
「
指
定
さ
れ
た
業
務
」
と
は
、
駅
区
の
長
か
ら
指
定
さ
れ
た
業
務
を
い
う
。

　
㈲
　
「
職
務
補
助
」
と
は
、
本
務
者
の
指
示
に
よ
っ
て
、
本
務
者
の
業
務
の
遂
行
を
助
け
る
．
）
と
を
い
う
。

　
ω
　
「
職
務
代
行
」
と
は
、
本
務
者
に
代
っ
て
、
本
務
者
の
業
務
を
行
な
う
．
｝
と
を
い
う
。

第
三
条
総
局
長
又
は
鉄
道
管
理
局
長
は
、
所
属
す
る
職
員
に
対
し
、
第
二
章
及
び
第
三
章
に
定
め
る
職
の
う
ち
か
ら
、
そ
の
者
が
勤

　
務
す
べ
き
駅
区
に
お
け
る
職
の
発
令
を
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条
　
総
局
長
又
は
鉄
道
管
理
局
長
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
揚
合
は
、
別
に
定
め
る
と
．
】
ろ
に
よ
り
、
他
の
現
業
機
関
の

　
職
制
に
定
め
る
職
を
お
く
こ
と
が
で
き
る
。



第
五
条
　
営
業
関
係
職
員
で
、
他
の
現
業
機
関
に
助
勤
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
は
、
助
勤
先
の
現
業
機
関
の
長
の
指
揮
下
に
入
る
も
の
と
す

　
る
o

第
六
条
　
総
局
長
又
は
鉄
道
管
理
局
長
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
適
任
者
に
、
当
務
駅
長
又
は
運
転
掛
の
業
務
の
代
行
を
命

　
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
チ

　
　
　
第
二
章
　
駅
従
事
員
職
制

　
　
　
　
第
一
節
　
職
名
及
ぴ
職
務
内
容

第
七
条
　
駅
従
事
員
の
職
名
及
び
お
も
な
職
務
内
容
は
、
次
の
通
り
と
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
一

職
　
　
　
名

お
　
　
も
　
　
な
　
　
職
　
　
務
　
　
内
　
　
容

駅
　
　
　
　
長

駅
の
業
務
全
般
の
管
理
及
ぴ
運
営

助
　
　
　
　
役

駅
畏
の
補
佐
（
業
務
の
分
担
を
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
揚
合
に
は
、
主
と
し
て
そ
の
業
務
の
補
佐
）
又
は
代
理
指
定
さ
れ
た
業
務
の
処
理

予
　
備
　
助
　
役

駅
長
、
助
役
又
は
運
転
掛
の
職
務
代
行

庶
　
　
務
　
　
掛

金
銭
及
び
物
品
の
受
払
及
ぴ
保
管
出
務
表
の
整
理
、
諸
給
与
の
仕
出
し
そ
の
他
の
庶
務
経
理
事
務
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
揚
合
に
は
、
庶
務
関
係
業
務
の
総
括

営
　
　
業
　
　
掛

旅
客
掛
、
小
荷
物
掛
、
貨
物
掛
、
配
車
掛
、
運
輸
掛
及
び
警
備
掛
の
指
導
並
ぴ
に
こ
れ
ら
の
者
の
業
務
（
業
務
の
分
担
を
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
揚
合
に
は
、
主
と
し
て
そ
の
業
務
）
の
計
画
及
ぴ
処
理

公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理

二
〇
一
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二
〇
二

信 操 運 諸 重 運 配 貨 小 旅

荷
号 車 転 機 機 輸 車 物 客

物

掛 掛 掛 掛 掛 掛 掛 掛 掛 掛

信 列 列操 特汽起 起 特旅 そ旅列 貨 手 そ旅乗乗
号 車 車車 にか・重 重 に客 の客車 物 荷 の客車車
機 の の掛 命ん・機 機 命掛 他車の の 物 他　、券券

、

粗 発　’ ぜの　そ そ ぜ　、 こ及組 取
、

こ荷類類
連 成 着信 ら取の の ら小 れぴ成 扱 小 れ主のの
動 並 及号 れ扱他 他 れ荷 ら貨準 及 荷 ら及検発
装 ぴ ぴ掛 た及の の た物 に物備 ぴ 物 にぴ査売
置 に 閉及 揚び諸 諸 場掛 附車 こ 等 附公及　’

、

列 そ。ぴ 合保機 機 合　’ 帯の れ の 帯衆ぴ受
閉 車 く・構 に守械 械 に貨 す記 に 取 すの収払
そ・ 及 器内 は　　　の の は物 る帳 附 扱 る案集及
く・ ぴ の掛 、　　操 操 、掛 業 帯 及 業内　　ぴ
器 車 取の も　　縦 縦 駅及 務 す び 務　、　　保
等 両 扱指 つ　　及 及 長ぴ る こ 駅　　管
の の 導 ぱ　　ぴ ぴ の配 業 れ 構
取 入 並 ら　　保 保 代車 務 に 内
扱 換 ぴ 諸　　守 守 理掛 附 の

及 に 機 に の 帯 整
ぴ こ 械 関 職 す 備
整 れ， の す 務 る 並
備 ら 検 る 業 ぴ

の 査 業 務 に

者 及 務 遺
の ぴ の 失
業 修 計 物
務 繕 画 の

の 及 取
計 ぴ 扱
画 運
及 営
ぴ 並
処 ぴ

理 に

技
術
指
導



特
に
命
ぜ
ら
れ
た
揚
合
に
は
、
列
車
集
中
装
置
の
取
扱
い
及
ぴ
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務

構
　
　
内
　
　
掛

操
車
及
ぴ
信
号
掛
の
職
務

構
内
作
業
指
導
掛

構
内
作
業
掛
の
指
導
及
ぴ
そ
の
職
務
操
車
掛
及
び
信
号
掛
の
職
務
代
行

構
内
作
業
掛

　
●
　
　
　
●
転
て
つ
器
の
取
扱
及
ぴ
整
備
車
両
の
解
結
及
ぴ
ブ
レ
ー
キ
シ
ュ
ー
の
取
扱
操
車
掛
及
ぴ
信
号
掛
の
職
務
補
助

警
　
　
備
　
　
掛

手
荷
物
、
小
荷
物
及
ぴ
貨
物
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
荷
物
」
と
い
う
。
）
防
護
及
ぴ
積
載
車
等
の
異
状
の
監
視
構
内
の
警
戒
及
び
取
締

駅
務
指
導
掛

駅
務
掛
及
ぴ
荷
扱
掛
の
指
導
並
ぴ
に
駅
務
掛
及
ぴ
荷
扱
掛
の
職
務

駅
　
　
務
　
　
掛

荷
物
の
積
卸
し
及
ぴ
運
搬
、
貨
車
の
手
押
入
換
並
ぴ
に
電
報
の
配
達
及
ぴ
室
内
外
の
清
掃
旅
客
列
車
の
指
導
標
及
ぴ
寝
台
用
品
類
の
取
扱
車
両
の
給
水
及
ぴ
清
掃
庶
務
掛
、
旅
客
掛
、
小
荷
物
掛
、
貨
物
掛
、
配
車
掛
及
ぴ
諸
機
掛
の
職
務
補
助
そ
の
他
の
雑
務
特
に
指
定
さ
れ
た
揚
合
に
は
、
構
内
作
業
掛
の
職
務

荷
　
　
扱
　
　
掛

荷
物
の
積
卸
し
、
運
搬
及
び
整
理
貨
車
の
手
押
入
換
及
ぴ
清
掃
小
荷
物
掛
及
ぴ
貨
物
掛
の
職
務
補
助
そ
の
他
の
雑
務

踏
切
保
安
掛

踏
切
道
の
看
守
及
ぴ
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務

公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理

二
〇
三



第
八
条

一
橋
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学
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社
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1
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第
二
節
　
指
揮
命
令
系
統

駅
従
事
員
の
指
揮
命
令
系
統
は
、
次
の
図
の
通
り
と
す
る
。

駅
　
畏
－
助
　
役
ー

i
庶
務
掛

1
営
業
掛
1

1
運
転
掛
1

！llIllll1構信操警運配貨小旅
　　　　　　　荷内号車備輸車物　客　　　　　　　物
掛掛掛掛掛掛掛掛掛
I　ll　　ll　l　l　I

1
踏
切
保
安
掛

－
重
機
掛
－
諸

機
掛

1
駅
務
指
導
掛
ー

1
構
内
作
業
掛

II
荷駅

扱務

掛掛

二
〇
四

2
　
駅
長
は
、
業
務
の
実
情
に
応
じ
、
前
項
の
指
揮
命
令
に
関
し
、
次
の
各
号
の
措
置
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ω
　
運
転
掛
を
し
て
、
旅
客
掛
、
配
車
掛
、
警
備
掛
及
び
踏
切
保
安
掛
の
、
営
業
掛
を
し
て
、
諸
機
掛
の
指
揮
を
さ
せ
る
こ
と
。

③
　
貨
物
掛
を
し
て
諸
機
掛
に
所
要
の
指
示
を
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
第
三
章
　
車
掌
所
及
び
車
掌
区
従
事
員
職
制



第
九
条

第
一
節
職
名
及
び
お
も
な
職
務
内
容

車
掌
所
及
び
車
掌
区
従
事
員
の
職
名
及
び
お
も
な
職
務
内
容
は
、

次
の
通
り
と
す
る
。

職
　
　
　
名

お
　
　
も
　
　
な
　
　
職
　
　
務
　
　
内
　
　
容

車
　
掌
　
所
　
長
　
（
車
掌
区
畏
）

車
掌
所
の
業
務
全
般
の
管
理
及
ぴ
運
営
　
（
車
掌
区
の
業
務
全
般
の
管
理
及
ぴ
運
営
）

支
　
　
区
　
　
長

支
区
の
業
務
全
般
の
管
理
及
ぴ
運
営

助
　
　
　
　
　
役

車
掌
所
長
も
し
く
は
車
掌
区
長
又
は
支
区
長
の
補
佐
（
業
務
の
分
担
を
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
揚
合
に
は
、
主
と
し
て
そ
の
業
務
に
つ
い
て
の
補
佐
）
又
は
代
理
指
定
さ
れ
た
業
務
の
処
理

庶
　
　
務
　
　
掛

金
銭
及
ぴ
物
品
の
受
払
及
ぴ
保
管
出
務
表
の
整
理
、
諸
給
与
の
仕
出
し
そ
の
他
の
庶
務
経
理
事
務
車
内
用
の
乗
車
券
類
の
整
理
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
揚
合
に
は
、
庶
務
関
係
業
務
の
総
括

運
用
教
導
掛

乗
務
員
の
運
用
補
助
、
乗
務
割
の
作
成
及
ぴ
指
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
乗
務
員
の
運
用
に
つ
い
て
助
役
の
職
務
代
行
乗
務
員
の
業
務
の
計
画
及
ぴ
指
導
指
定
さ
れ
た
揚
合
に
は
、
車
内
用
の
乗
車
券
類
の
整
理

車
　
　
掌
　
　
長
（
車
掌
所
に
限
る
）

車
内
業
務
に
関
す
る
計
画
及
び
指
示
調
整
並
ぴ
に
業
務
指
導
専
務
車
掌
の
職
務

旅
客
の
接
遇
、
総
合
案
内
、
座
席
の
調
整
及
ぴ
運
用
並
ぴ
に
車
内
用
の
乗
車
券
類
の
販
売
列
車
内
の
秩
序
維
持
及
ぴ
環
境

公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理

二
〇
五
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二
〇
六

列 車 車 専 専 （専

掌
務 務

車
掌
務

車 車 車 所
見 掌 掌 に車

掛 習 掌 ⑬ ④ る掌
）

指指列列乗 車 列列荷列旅 列荷列旅 専車 列荷の
定定車車務 掌 車車物車客 車物車客 務内 車物保
さ　さ及の検 の 及の輸内の の輸内の 車業 の輸持
れれぴ運査 職 ぴ運送の接 運送の接 掌務 運送並
たた車転業 務 車転業秩遇 転業秩遇 ⑭に 転業ぴ
者者両に務 見 両に務序　’ に務序　’ の関 に務に
は　はの関 習 の関の維案 関の維総 職す 関の列
車車入す 入す処持内 す処持合 務る す処車
両掌換る 換る理及及 る理及案 連 る理食
検の業業 並業　　ぴぴ 業　　ぴ内 絡 業　　堂

修職務務 ぴ務　　列整 務　　環　’
、

務　　営

掛務 に　　　車理 境座 調 業

の 指　　　　内並 の席 整 等

職 定　　　　立ぴ 保の 及 の

務 さ　　　売に 持調 ぴ 指

れ　　　営車 並整 業 導

た　　　業内 ぴ及 務

揚　　　　等用 にぴ 指

合　　　　のの 列運 導

に　　　指乗 車用
は　　　導車 食並
、　　　　　券 堂ぴ

列　　　　　類 営に
車　　　　　の 業車
扱　　　　　販 等内
い　　　　　売 の用
　　　匹 指の
関 導乗
す 車
る 券
業 類
務 の

販
出
冗



用 乗 乗 列

務 車

務 務 指 掛

導 見

掛 掛 掛 習

書物 荷寝寝 乗乗 列

類品 物台台 務’務 車
の　の のの車 掛掛 掛

送運 積取旅 の　の の

達搬 卸扱客 職業 職
、及 しい　の 務務 務

室び 及及接 の 見

内積 びぴ遇 調 習

外卸 整こ　’ 整
の　し 理れ案 及
清 並に内 ぴ

掃 ぴ附及 指
そ に帯び 導
の 荷す整
他 物る理
の 業業並
雑 務務び
務 に　　　に

関　　旅
す　　客
る　　業
専　　務
務　　に
車　　関
掌　　す
等　　る
の　　専
職　　務
務　　車
補　　掌
助　　⑬

の

職
務
補
助

第
十
条

第
二
節
指
揮
命
令
系
統

車
掌
所
及
ぴ
車
掌
区
従
事
員
の
指
揮
命
令
系
統
は
、

車
掌
所
長

　　

　　

支
区
畏
」

（
車
掌
区
長
）
｝
助
役
1

1
庶
　
務
掛

i
運
用
教
導
掛

次
の
図
の
通
り
と
す
る
。

1
専
務
車
掌
ω

　
車
　
掌
　
畏

I　I　　I
列車　専専
　　　務務
車　　　車　　　車掌
掛掌　掌（β）
I　l　　l

　
　
　
第
四
章
服
務
の
基
準

第
十
一
条
　
営
業
関
係
職
員
は
、
日
本
国
有
鉄
道
職
員
服
務
規
程

　
　
　
　
公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理

1
車
掌
見
習

列
車
掛
見
習

一／

恥
義
掛

（
昭
和
二
十
四
年
六
月
総
裁
達
第
二
十
七
号
）

の
外
、
法
規
令
達
に

二
〇
七
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二
〇
八

　
従
っ
て
、
自
己
の
本
分
を
守
り
、
誠
実
に
職
務
を
遂
行
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

第
十
二
条
　
営
業
関
係
職
員
は
、
こ
の
規
程
の
定
を
遵
守
す
る
の
み
で
な
く
、
積
極
的
に
業
務
の
改
善
と
成
績
の
向
上
を
図
る
よ
う
に

　
努
力
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

第
十
三
条
　
営
業
関
係
職
員
は
、
第
二
章
及
ぴ
前
章
に
定
め
る
職
務
内
容
に
明
示
し
な
い
業
務
で
あ
っ
て
も
、
相
協
力
し
て
そ
の
達
成

　
に
努
め
、
そ
の
所
属
機
関
に
お
け
る
業
務
の
円
滑
な
運
営
を
期
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
　
営
業
関
係
職
員
で
あ
っ
て
、
接
客
業
務
に
従
事
す
る
者
は
、
特
に
服
装
の
整
正
、
容
姿
の
清
潔
に
心
が
け
、
旅
客
及
ぴ
荷

　
主
と
の
応
対
に
際
し
て
は
、
言
語
及
ぴ
態
度
に
留
意
し
、
業
務
処
理
の
正
確
且
つ
迅
速
を
旨
と
し
て
、
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
努
め
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条
　
営
業
関
係
職
員
で
あ
っ
て
、
運
転
業
務
に
従
事
す
る
者
は
、
特
に
人
命
尊
重
の
精
神
に
徹
し
、
安
全
の
確
保
に
関
す
る
規

　
程
（
昭
和
二
十
六
年
六
月
総
裁
達
三
百
七
号
）
を
遵
守
し
て
事
故
の
防
止
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
六
条
　
駅
区
の
長
は
、
他
の
業
務
機
関
に
所
属
す
る
職
員
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
構
内
等
に
お
い
て
作
業
に
従
事
し
て
い
る
も
の
等

　
に
対
し
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
便
宜
を
与
え
、
又
は
相
当
の
指
示
を
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
附
　
　
　
則

　
こ
の
達
は
、
昭
和
三
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
　
　
附
　
　
　
則
　
（
昭
四
十
三
・
五
・
二
十
三
総
裁
達
七
十
七
）

　
こ
の
達
は
、
昭
和
四
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
車
掌
所
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
日
ま
で
、
な
お
従
前
の
例
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に
よ
る
も
の
と
す
る
。
」

　
　
　
　
一
一
職
　
　
群

　
「
職
員
管
理
規
程
」
に
も
ど
っ

て
、
そ
の
「
第
五
章
　
給
与
等
」

の
第
十
六
条
を
み
れ
ば
「
職
員
の

職
群
は
、
そ
の
職
務
内
容
に
応
じ

て
－
職
群
か
ら
1
2
職
群
に
区
分
す

る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
国
鉄
の
賃

金
管
理
は
こ
の
職
群
制
度
に
よ
っ

て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

職
群
制
度
は
昭
和
二
十
三
年
に

「
二
、
九
二
〇
円
べ
ー
ス
」
の
採

用
に
あ
た
っ
て
そ
の
基
礎
と
さ
れ

た
職
務
評
価
の
実
施
お
よ
び
そ
れ

に
も
と
づ
く
職
階
制
に
よ
る
賃
金

　
　
　
　
　
二
〇
九
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二
一
〇

率
の
再
編
成
が
出
発
点
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
さ
い
の
職
務
の
十
二
類
の
分
類
が
現
在
の
職
群
と
な
っ
た
。
そ
し
て
階
梯
職
制
と
職
務
が

給
与
に
お
け
る
職
群
に
よ
っ
て
連
結
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
『
日
本
国
有
鉄
道
賃
金
規
程
集
』
（
昭
和
四
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
現
行
、
交

通
文
化
協
力
会
発
行
）
に
よ
っ
て
職
群
別
賃
金
表
を
み
れ
ば
図
1
0
の
よ
う
に
え
が
く
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
各
職
群
と
も
最
上

限
・
最
下
限
の
基
本
給
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
間
に
号
俸
制
が
採
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
各
職
群
間
の
基
本
給
で
そ
の
最
上
限

な
い
し
最
下
限
の
賃
金
率
が
他
の
職
群
の
基
本
給
と
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
か
に
つ
い
て
図
－
o
で
は
号
俸
で
表
現
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

た
と
え
ば
1
0
職
群
の
最
下
限
賃
金
率
は
9
職
群
で
は
一
二
号
俸
、
8
職
群
で
は
二
〇
号
俸
、
7
職
群
で
は
二
五
号
俸
等
々
に
あ
た
る
し
、

ま
た
1
職
群
の
最
上
限
賃
金
率
は
2
職
群
で
は
八
O
号
俸
、
3
職
群
で
は
六
八
号
俸
等
々
に
あ
た
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、

点
線
で
つ
な
い
だ
賃
金
額
は
必
ず
し
も
等
し
く
は
な
い
。
い
ず
れ
も
比
較
基
準
と
な
る
最
上
限
ま
た
は
最
下
限
賃
金
額
を
う
わ
ま
わ
る
号

俸
数
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
職
群
別
賃
金
率
と
い
っ
て
も
上
下
の
幅
が
せ
ま
い
わ
け
で
は
な
く
、
公
務
員
の
等
級
別
号
俸
制
に
類
似
し
た
賃
金
制
度
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
看
護
婦
、
栄
養
士
、
自
動
車
運
転
士
な
ど
入
社
前
に
技
能
を
取
得
し
て
い
る
人
汝
の
採
用
給
の
揚
合
を
除

外
し
て
、
一
般
職
員
の
採
用
給
に
つ
い
て
『
職
員
賃
金
基
準
規
程
』
に
従
え
ぱ
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
な
お
こ
の
規
程
で
コ

般
職
員
O
D
基
本
給
表
」
と
い
う
の
は
1
職
群
の
基
本
給
表
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
「
（
採
用
給
）

　
第
十
四
条
　
職
員
に
採
用
さ
れ
た
者
の
採
用
時
の
基
本
給
（
以
下
「
採
用
給
」
と
い
う
。
）
は
、
次
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
程
に
該

　
　
当
す
る
揚
合
（
技
能
取
得
者
－
注
）
を
除
き
、
そ
の
職
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
最
低
号
俸
と
す
る
。



2
　
駅
務
掛
、
乗
務
掛
、
用
務
掛
及
び
整
備
掛
に
採
用
す
る
場
合
で
、
次
の
表
に
掲
げ
る
職
務
に
従
事
す
る
と
き
の
採
用
給
は
、

　
ぞ
れ
同
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

そ
れ

職
　
　
名

職
　
　
　
　
務
　
　
　
　
内
　
　
　
　
　
容

適
用
基
本
給
表

号
　
　
俸

駅
　
務
　
掛

構
内
作
業
掛
の
職
務
を
行
な
う
者
と
し
て
特
に
指
定
さ
れ
た
者

一
般
職
員
ω
基
本
給
表

九
　
号
　
俸

乗
　
務
　
掛

荷
扱
の
職
務
に
従
事
す
る
者

一
般
職
員
ω
基
本
給
表

一
三
号
俸

用
　
務
　
掛

雑
務
以
外
の
職
務
に
従
事
す
る
者

一
般
職
員
ω
基
本
給
表

一
三
号
俸

整
　
備
　
掛

雑
務
以
外
の
職
務
に
従
事
す
る
者

一
般
職
員
ω
基
本
給
表

九
　
号
　
俸

工
揚
及
ぴ
自
動
車
工
場
の
職
揚
に
所
属
す
る
者
で
、
雑
務
以
外
の
職
務
に
従
事
す
る
者

一
般
職
員
ω
基
本
給
表

一
三
号
俸

8
　
中
学
校
卒
業
者
が
十
八
歳
未
満
で
、
最
低
号
俸
が
一
般
職
員
ω
基
本
給
表
の
九
号
俸
以
上
の
職
（
営
業
係
（
自
動
車
に
乗
務
し
て

旅
客
の
取
扱
い
に
従
事
す
る
者
に
限
る
。
）
の
揚
合
を
除
く
。
）
に
採
用
さ
れ
る
揚
合
の
採
用
給
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

　
よ
る
。

ω
　
採
用
年
度
当
初
の
四
月
一
日
に
お
け
る
年
齢
に
よ
り
次
の
表
に
定
め
る
号
俸
と
す
る
。

年
　
　
齢

適
用
基
本
給
表

号
　
　
俸

十
　
五
　
歳

一
般
職
員
樹
基
本
給
表

一
　
号
　
俸

十
　
六
　
歳

一
般
職
員
ω
基
本
給
表

五
　
号
　
俸

十
　
七
　
歳

一
般
職
員
q
け
基
本
給
表

九
　
号
　
俸

公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理

二
一
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二

　
③
　
前
号
の
適
用
を
受
け
た
者
が
四
月
二
日
以
降
十
八
歳
に
到
達
し
た
揚
合
は
、
到
達
し
た
日
の
翌
月
一
日
付
で
そ
の
職
の
最
低
号

　
　
俸
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
揚
合
の
昇
給
所
要
期
間
の
起
算
日
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
を
準
用
す

　
　
る
。

　
（
学
校
卒
業
者
採
用
給
）

第
十
五
条
　
学
校
卒
業
者
の
採
用
給
は
、
次
の
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

学
　
　
　
　
校
　
　
　
　
別

適
用
基
本
給
表

号
　
　
俸

大
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
学

一
般
職
員
㈹
基
本
給
表

一
七
号
俸

短
　
　
　
　
期
　
　
　
　
大
　
　
　
　
学

九
　
号
　
俸

高
　
　
等
　
　
専
　
　
門
　
　
学
　
　
校

高
等
学
校

一
般
職
員
に
採
用
す
る
者

一
般
職
員
ω
基
本
給
表

一
四
号
俸

船
員
に
採
用
す
る
者

船
　
　
員
ω
基
本
給
表

六
　
号
　
俸

学
校
別
は
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
定
め
ら
れ
た
も
の
に
よ
る
。

2
　
前
項
の
揚
合
、
職
員
が
在
職
中
に
学
校
を
卒
業
し
た
と
き
は
、
採
用
資
格
認
定
試
験
の
合
格
者
に
限
り
、
学
校
卒
業
者
採
用
給
を

　
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
労
務
職
採
用
給
）



第
十
九
条
　
次
の
表
に
定
め
る
労
務
職
に
新
た
に
採
用
さ
れ
た
職
員
の
採
用
給
は
、
そ
の
職
に
必
要
な
能
力
及
ぴ
年
齢
に
よ
っ
て
決
定

　
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
第
十
四
条
第
一
項
、
同
条
第
二
項
又
は
第
十
五
条
（
高
等
学
校
卒
業
者
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
採
用

　
給
に
、
そ
の
能
力
に
応
じ
、
同
表
の
範
囲
内
の
号
俸
を
加
算
し
た
も
の
を
採
用
給
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

　
下
位
職
群
か
ら
上
位
職
群
へ
の
上
昇
は
「
昇
格
」
と
よ
ば
れ
る
。
昇
格
の
管
理
は
、
「
定
数
制
」
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
定
数
制
は

一
般
職
員
に
つ
い
て
実
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
『
職
員
賃
金
基
準
規
程
』
で
は
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。
な
お
第
二
十
四
条
で
「
別

表
第
－
か
ら
別
表
第
4
」
と
は
別
表
第
－
、
一
般
職
員
、
別
表
第
2
、
動
力
車
乗
務
員
、
別
表
第
3
、
船
員
、
別
表
第
4
、
医
療
職
員
の

　
　
　
　
　
公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
三

職
　
　
　
　
　
　
　
名

二
十
一
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満

二
　
十
　
五
　
歳
　
以
　
上

荷
　
　
　
　
　
扱
　
　
　
　
　
掛

乗
　
務
　
掛
（
荷
扱
の
職
務
の
者
）

踏
　
　
切
　
　
保
　
　
安
　
　
掛

さ
　
　
　
ん
　
　
　
橋
　
　
　
掛

燃
　
　
　
　
　
料
　
　
　
　
　
掛

整
備
掛
（
雑
務
以
外
の
職
務
の
者
）

四
　
　
号
　
　
俸
　
　
以
　
　
内

八
　
　
号
　
　
俸
　
　
以
　
　
内

軌
　
　
　
　
　
道
　
　
　
　
　
掛

工
　
　
　
　
　
事
　
　
　
　
　
掛

営
　
　
　
　
　
林
　
　
　
　
　
掛

電
　
　
　
　
　
気
　
　
　
　
　
掛

工
　
　
場
　
　
輸
　
　
送
　
　
掛

年
齢
の
計
算
に
つ
い
て
は
、

採
用
の
年
の
一
月
一
日
現
在
と
す
る
。



　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
社
会
学
研
究
　
B
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
四

基
本
給
表
の
職
を
さ
し
て
い
る
。

　
「
（
定
　
　
数
）

　
第
二
十
四
条
　
別
表
第
1
か
ら
別
表
第
4
ま
で
の
職
群
及
ぴ
最
低
号
俸
表
に
掲
げ
る
職
の
う
ち
、
職
名
が
二
以
上
の
職
群
に
わ
た
る
も

　
　
の
に
つ
い
て
は
、
2
職
群
及
び
そ
の
職
名
の
最
低
の
職
群
に
属
す
る
も
の
を
除
き
、
職
名
別
職
群
別
の
定
数
制
と
す
る
。
た
だ
し
、

　
　
工
事
局
、
建
築
工
事
局
、
電
気
工
事
局
及
ぴ
電
気
工
事
事
務
所
に
あ
っ
て
は
、
職
群
別
定
数
制
と
し
、
管
理
職
員
及
び
最
低
の
職
群

　
　
に
属
す
る
も
の
を
含
む
も
の
と
す
る
。

　
2
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
機
関
の
定
数
は
、
職
員
局
長
が
通
達
す
る
定
数
の
範
囲
内
で
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
者
が
定
め
る
も
の
と
す

　
　
る
。

　
　
ω
　
総
局
及
び
総
局
の
地
方
機
関
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
総
　
局
　
長

　
　
③
　
新
潟
及
び
広
島
の
各
鉄
道
管
理
局
並
び
に
そ
の
地
方
機
関
　
　
　
　
　
当
該
鉄
道
管
理
局
長

　
3
所
属
長
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
職
の
定
数
を
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
運
用
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
ω
　
主
席
、
研
究
員
、
寮
長
、
配
給
所
主
任
及
ぴ
講
師
の
各
特
定
及
ぴ
指
定
に
つ
い
て
は
、
そ
の
定
数
の
範
囲
内
で
相
互
に
運
用
す

　
　
　
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
③
　
主
席
、
研
究
員
、
主
任
（
物
資
部
）
、
寮
長
及
び
講
師
の
各
1
0
職
群
に
つ
い
て
は
、
そ
の
定
数
の
範
囲
内
で
相
互
に
運
用
す
る

　
　
　
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
圖
　
課
員
、
研
究
員
及
び
寮
監
の
各
7
職
群
、
課
員
、
研
究
員
、
主
任
（
物
資
部
）
、
寮
監
及
び
講
師
の
各
8
職
群
並
ぴ
に
課
員
、



　
　
研
究
員
、
主
任
（
物
資
部
）
、
寮
長
、
寮
監
及
び
講
師
の
各
9
職
群
に
つ
い
て
は
、
そ
の
定
数
の
範
囲
内
で
相
互
に
運
用
す
る
こ

　
　
と
が
で
き
る
。

　
囚
庶
務
掛
及
び
事
務
掛
の
各
4
職
群
か
ら
9
職
群
ま
で
に
つ
い
て
は
、
そ
の
定
数
の
範
囲
内
で
相
互
に
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
伺
　
前
各
号
に
定
め
る
職
以
外
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
定
数
を
他
に
運
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
た
だ
し
、
同
一
業
務
機
関
内
に
お
け
る
同
一
職
群
の
定
数
に
つ
い
て
は
、
必
要
が
あ
る
揚
合
、
所
属
長
に
お
い
て
職
名
間
の
相
互

　
　
運
用
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
定
数
の
補
充
）

第
二
十
五
条
　
前
条
の
規
定
に
よ
り
定
数
を
定
め
ら
れ
た
職
に
つ
い
て
は
、
定
数
に
欠
員
が
あ
る
揚
合
に
限
っ
て
補
充
す
る
こ
と
が
で

　
き
る
。
た
だ
し
、
上
位
の
職
群
に
欠
員
が
あ
る
揚
合
は
、
下
位
の
職
群
に
お
い
て
上
位
の
欠
員
数
を
過
員
と
し
て
も
つ
こ
と
が
で
き

　
る
。

　
　
（
注
）
　
た
と
え
ば
、
定
数
が
次
の
と
お
り
で
、
主
席
（
m
職
群
）
が
四
名
、
課
員
（
9
職
群
）
が
一
四
名
の
揚
合
に
は
、
課
員
（
8
職
群
）
は
二

　
　
　
七
名
ま
で
も
つ
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
o

　
　
　
　
　
　
　
主
席
（
1
0
職
群
）
　
　
　
　
五

　
　
　
　
　
　
　
課
　
員
（
9
職
群
）
　
　
　
　
　
一
五

　
　
　
　
　
　
　
課
員
（
8
職
群
）
　
　

二
五

2
　
次
の
各
号
の
ー
に
該
当
す
る
者
で
、
勤
務
成
績
が
良
好
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
職
務
経
歴
年
数
に
到
達
し
た

　
　
　
　
公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
五
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8
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
六

　
　
日
の
翌
月
の
一
日
で
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
4
職
群
に
昇
格
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
現
に
、
休
職
及
ぴ
停
職
中

　
　
の
者
は
、
復
職
又
は
停
期
期
間
満
了
の
日
の
翌
月
一
日
で
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
ω
　
大
学
卒
業
者
に
つ
い
て
は
、
職
員
と
し
て
採
用
後
の
職
務
経
歴
年
数
一
年
以
上

　
　
働
　
中
央
鉄
道
学
園
大
学
課
程
卒
業
者
に
つ
い
て
は
、
卒
業
後
の
職
務
経
歴
年
数
一
年
以
上

　
　
⑧
　
中
央
鉄
道
学
園
研
究
課
程
第
三
科
修
了
者
に
つ
い
て
は
、
修
了
後
の
職
務
経
歴
年
数
一
年
以
上
」

　
念
の
た
め
に
第
二
十
五
条
を
注
に
よ
っ
て
説
明
す
れ
ば
主
席
（
1
0
職
群
）
五
名
、
課
員
（
9
職
群
）
一
五
名
、
課
員
（
8
職
群
）
二
五

名
と
定
め
ら
れ
た
職
名
の
揚
合
に
、
主
席
（
1
0
職
群
）
に
一
名
、
課
員
（
9
職
群
）
に
一
名
の
欠
員
が
あ
る
揚
合
に
は
、
こ
の
合
計
二
名

で
課
員
（
8
職
群
）
の
定
数
二
五
名
を
う
わ
ま
わ
っ
て
二
七
名
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
昇
絡
は
こ
の
定
数
制
で
管
理
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
労
働
組
合
と
の
交
渉
の
過
程
で
多
く
の
特
例
が
つ
く
ら
れ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

ま
ず
－
職
群
か
ら
2
職
群
へ
の
昇
格
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
。

　
「
（
2
職
群
へ
の
昇
格
）

　
第
二
十
七
条
　
－
職
群
の
職
の
あ
る
者
の
う
ち
、
毎
年
十
月
一
日
に
お
い
て
、
高
等
学
校
卒
業
者
に
あ
っ
て
は
勤
続
年
数
二
年
以
上
、

　
　
中
学
校
卒
業
者
に
あ
っ
て
は
勤
続
年
数
五
年
以
上
で
、
か
つ
、
勤
務
成
績
が
良
好
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
2
職
群
に
昇
格
さ
せ
る
こ

　
　
と
が
で
き
る
。

　
2
　
前
項
の
規
定
は
、
休
職
及
び
停
職
中
の
者
又
は
年
齢
五
十
五
歳
以
上
で
、
前
年
度
末
日
以
前
に
お
い
て
退
職
の
勧
奨
を
受
け
た
者

　
　
に
は
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
。



3
第
一
項
の
勤
続
年
数
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

　
ω
　
職
員
と
し
て
在
職
し
た
期
間
と
し
、
採
用
の
日
に
属
す
る
月
か
ら
十
月
ま
で
の
月
数
に
よ
り
計
算
す
る
。
こ
の
揚
合
、
職
員
と

　
　
し
て
の
在
職
期
間
に
中
断
期
間
が
あ
る
と
き
は
、
前
後
の
期
間
を
通
算
す
る
。

　
働
　
次
の
期
間
は
、
職
員
と
し
て
在
職
し
た
期
間
を
含
め
る
。

　
　
ア
　
退
職
手
当
支
給
事
務
基
準
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
三
月
職
達
第
七
号
）
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
買
収
鉄
道
引
継
職
員
の
当

　
　
　
該
鉄
道
在
職
期
間

　
　
イ
　
旧
志
免
鉱
業
所
等
施
設
と
と
も
に
国
鉄
に
引
き
継
が
れ
た
職
員
の
軍
属
と
し
て
の
在
職
期
間

　
　
ウ
　
国
鉄
と
の
人
事
交
流
に
よ
る
国
家
公
務
員
期
間

　
　
工
　
試
用
員
、
試
雇
、
試
傭
、
見
習
雇
、
特
別
傭
人
、
常
勤
嘱
託
及
び
準
職
員
の
期
間
」

ま
た
2
職
群
か
ら
3
職
群
へ
の
昇
格
に
つ
い
て
は
勤
統
年
数
一
六
年
以
上
の
職
員
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

「
（
3
職
群
へ
の
昇
格
の
特
例
）

第
二
十
六
条
　
3
職
群
に
定
め
る
職
名
と
同
一
職
名
の
2
職
群
の
職
に
あ
る
者
の
う
ち
、
毎
年
十
月
一
日
に
お
い
て
、
勤
続
年
数
十
六

　
年
以
上
で
、
か
つ
、
勤
務
成
績
が
良
好
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
職
務
内
容
を
勘
案
の
う
え
、
3
職
群
に
昇
格
さ
せ
る
こ
と

　
が
で
き
る
、
た
だ
し
、
休
職
及
び
停
職
中
の
者
又
は
年
齢
五
十
五
歳
以
上
で
、
前
年
度
末
日
以
前
に
お
い
て
退
職
の
勧
奨
を
受
け
た

　
者
を
除
く
。

2
　
前
項
の
勤
続
年
数
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
次
条
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
」

　
　
　
　
公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
七
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二
一
八

　
昇
格
特
例
の
中
で
最
も
重
要
と
さ
れ
て
い
る
の
は
3
職
群
か
ら
4
職
群
へ
の
昇
格
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
次
の
条
文
に
よ
れ
ば
、
勤
続

年
数
二
十
四
年
以
上
ま
た
は
勤
続
年
数
十
年
以
上
で
最
低
職
群
が
3
職
群
の
職
名
の
職
員
に
つ
い
て
の
特
例
の
設
定
で
あ
る
。

　
「
（
4
職
群
へ
の
昇
格
の
特
例
）

　
第
二
十
五
条
の
二
　
4
職
群
に
定
め
る
職
名
と
同
一
職
名
の
3
職
群
の
職
に
あ
る
者
の
う
ち
、
毎
年
十
月
一
日
に
お
い
て
、
次
の
各
号

　
　
の
ー
に
該
当
し
、
か
つ
、
勤
務
成
績
が
良
好
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
4
職
群
に
昇
格
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
休
職
及
び

　
　
停
職
中
の
者
又
は
年
齢
五
十
五
歳
以
上
で
、
前
年
度
末
日
以
前
に
お
い
て
退
職
の
勧
奨
を
受
け
た
者
を
除
く
。

　
　
ω
最
低
職
群
が
3
職
群
の
職
の
者

　
　
　
　
勤
続
年
数
十
年
以
上
で
、
か
つ
、
最
低
職
群
が
3
職
群
以
上
に
あ
る
職
の
職
務
経
歴
年
数
三
年
以
上
の
者
又
は
勤
続
年
数
二
十

　
　
　
四
年
以
上
の
者

　
　
③
、
前
号
以
外
の
者

　
　
　
　
勤
続
年
数
二
十
四
年
以
上
の
者

　
2
　
前
項
の
勤
続
年
数
及
び
職
務
経
歴
年
数
は
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
ω
　
勤
続
年
数
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

　
　
③
　
職
務
経
歴
年
数
に
つ
い
て
は
、
最
低
職
群
が
3
職
群
以
上
の
職
に
発
令
さ
れ
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
十
月
ま
で
」

　
こ
れ
ら
の
特
例
は
条
文
に
明
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
事
実
上
の
自
動
昇
格
を
定
め
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
の
で
、
国
鉄
職
員
は
二
十
四

年
以
上
勤
務
す
る
か
ぎ
り
4
職
群
ま
で
は
自
動
的
に
昇
格
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。



表9現業部門，職名別職群表

公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理

九

系
　
　
統

業
務
機
関

職　　　　　名

職　　　　　群

A B C D 指
定
職1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

営
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
業

駅

醤
灘
難
翻
構
内
作
業
指
導
掛
警
　
備
　
掛
諸
機
掛
欝
：
灘
騰
掛
／
駅
務
指
導
掛
庶
　
務
　
掛
信
号
掛
，
操
車
掛
，
構
内
掛
営
業
掛
運
転
　
掛
予
備
助
役
助
　
　
　
役
駅
　
　
　
長 一シ

一 一

〉

車
　
　
掌
　
　
区

用務掛．乗務掛

　掌補
　　　掌

　車掛
務車掌⑧

務車掌σ9

用教導掛

　務掛
　　　役

　　　長 一 一　　一 一　一

ウ
ー
遜
＞

公
安
室

公安員
安班長
安主任，分室長

　　　長 一一 ＞

一 一 一

騨 一 一

管
財
区

管財掛
　　　役

　　　長

＞

ラ

（注）ぐ…・一ウは管理（用）俸給表適用者を示す。
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二
二
〇

系
　
　
統

業
務
機
関

職　　　　　名

職　　　　　群

A B C D 指
定
職1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

運
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
転

機
関
区
・
気
動
車
区

整備掛，燃料掛

備指導掛，燃料指導掛

　導　掛

　両　掛

両検修掛

両検査掛

両検査長

　内　掛

　務掛
関助士，電気機関助士

関士，電気機関士，気動車運転士

役，支区長

　　　長
一 一　一

　シ
一一 ＞

電
　
　
車

一 一 一一

整　備　掛

備指導掛

　導掛
　両　掛

両検修掛

両検奪掛

両検査長

　務掛
車運転士

役，支区長

　　　長

口 一

ケ

客
　
貨
　
車
　
区

整　備　掛

備指導掛

　両　掛

両検修掛

　車　掛

用教導掛

両検査掛

両検査長

　務　掛

役，支区長

　　　長

一一

一 噌 一 一司＞

運
転
所

燃料掛，保号掛，列車掛，

用教導掛

機関助士，電気機関助士，機関士

除く上記職名

電気機関士



聰
⑪
職
群

H
◎
職
群

－o

職
群

9
㈹
職
群

8
職
群

7
職
群

営業推
〔8～10職群

運転才
（9～職群

予備助役
（A－B職群）

助　　　役
A－D職群

鉄道公安主任
（A～D職群）

凝
難
嚢

営業部門の職務編成

運
輸
科
月

高
等
課
程
3

第1次試験
（作文のみ）

公
安
科
月

高
等
課
程
4

図11

10

群

9
職
群

8
職
群

7
職
群

6
職
群

5
職
群

4
職
群

3
職
群

旅客掛　・1｛荷物掛

貨物掛　配車掛
運輸掛（3－8職群）

庶務掛（3～10職群）

掛
掛
掛
醐

車
号
騰

　
　
　
～

操
信
構
伍

運
輸
科
月

普
通
課
程
篇

専務車掌㈱
（7～9職群〉

任
用
試
験

運
輸
掛
等

専務車掌（β〕

（5－9戦群）

蘇鷹
車　　　ゴ置

（3～8職群）

構
内
科
月

普
通
課
程
L

採
用
試
験

車
　
　
掌

鉄道公安i｛

（3～6職群）

隼
掌
科
月

　
　
　
　
　

普
通
課
程
翫

車
掌
見
習

任
用
試
験

構
内
掛
等

鉄道公安班長
（6～9職群）

公
安
科
明

曽
通
課
程
翫

採
用
試
験

車
掌
見
習

1 2 3 4 5　6
職 職 職 職 職職
群 群 群 群 群群

用 務　掛
（1－3のB職群）

荷扱掛

駅務掛

踏切保安掛

構内作薬掛

乗務掛

（1一徽群）

乗務指導掛
（“5職群）

構内作業指導掛
（3～5職群）

駅務指導掛
（4～6職群）

《蝋網縣葦eく綿数講細圃



1晦繍庫蟹廿騨翠顛外庫塚曽

4
職
群

3
職
群
し2職

群

1
職
群

　　　7

職職職
群群・群

図12　運転部門の職務編成
10

群

9
職
群

8
職
群

7
職
群

6
職
群

5
職
群

4
職
群

3
職
群

整備掛

普通課程　　　　2月運転事務科 事務掛
（3～10）

■
　
キ
喝
手

　
で
で
ギ

撃
駐

通
関
機
運

普
　
気
車

機
電
電

見習

（号ヒ：碁8i：翔）

燃料掛

■
車
両
科
謂

普
通
課
程
暁

車両検修掛
　（4～7）

（1～4）

車両掛任用試験

転
換
養
成

普通課程3．5月
車両検査科

車両検査掛等

任用試験

整備指導掛
燃料指導掛
　（4～6）

機　関　士
電気機関士
電車運転士

（7－10）

（7～10）

誘導掛（3－7）

車両検査長
（9－10》

列　車掛
　（4－7），

運用教導掛
　（7～9）

構内掛等任用試験
構内掛・信号掛
　（5～9）

申川

高等課程2．5月
’運転事務科

運
転
科
月

高
等
課
程
4

高検

程科

4月

助
役
等
任
用
試
験

高等課程1．25月
」緬検査長科

～
X助

（A～D）



助　　　役

（A～D職群）

1川川

程
科
科
科
科

課
務
月
線
為

　
審
渇
線
保
事
3

等
設
2
機

高
施
保
重
工

助
役
任
用
試
験

程
科
科

課
餐
明

等高
建
工

図13　施設部門の職務編成

　　　3　4　5　6　7　8　9
　　　職職職職職職職
　　　群群群群群群群

事　　　務
　　（3～10職群

各技術掛
　　　　（3～10職群〕

管理掛

｝
物
道
事
林
造

軌
工
営
構

　
7
翻

掛
卜
職

査
（

検
各
掛

｝
械

道
物
機

　
造
線

軌
構
保

長
）

査
群

検
職

｝
1
0

道
物
～

　
造
7

軌
構
（

普通課程
保線科
重機保線科

工事科
＿　3月　，

保線指導掛
（7－9職群）

程
科

課
務
月

　
事
2

通
設

普
施

技術掛等任用試験

軌道作業長
（5～7職群）

　建築技術掛　　（3－10職群）
建築検査掛
〔3－7職群〉

　　　騰醗藷

　機械技術掛　　ぐ3～10職群）
機械検査掛
（3－7職群）

　　　　機械検査長
　　　　（7～10職群）

程
癬

濯
明

普
髄

4
職
群

3
職
群

軌道推
踏切保安推

（1～4職群

程
科

課
築
明

通普
建

2
職
群

1
職
群

建築推
（1～4職群

技術掛等任用試験

普通課程
機械科
　3月

技術掛等任用試験

機械掛（1～2職群）

用務掛（1～4職群）

《報“韓茸eく碑題鴻軸圏
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図14　電気部門の職務編成

電気掛

（1～4職群）

普通課程
電気一科し1．5月

電気二干斗14月

10

群

9
職
群

8
職
群

7
職
群

6
職
群

5
哉
詐

　
耳
君

4
職
群

3
職
群

D
⑬
職
群

c
o
p
職
群

B
⑩
職
群

A
⑨
職
群

推術
醐

　
職
一
卜

鎚
騨

　
（
一
註
職

電
一
殿
辺

　
　
一
　
－
p
ω

　
　
『
力
信

　
　
一
電
通

検査掛任用試験 黎儀｝検査長
　（7～10職群）

程
科

課
驚
月

通
弩

普
電

電　務　掛

（1～4職群）

電　話　掛
（1～4職群）

程
科

課
…
月

通
イ
4

普
電

寧　　　務　　　掛
　（3～10職群）

監繍 菟
通信運用掛
（6～9職群）

電話指導掛
（4～6職群》 劉

購
）
概

※

程
科

課
務
月

　
亭
5

等
気
乳

高
電

程
科

課
　
月

　
務
5

等
　
翫

高
電

※

助
役
任
用
試
験

※

助 役

（A～D職群）

※第1次試験は作文のみ



新旧職名移行表別　表

現行職　名 移　　　行 改　正　職　名

駅　　　　　長

　　　　　役

備　助　役

　　務　　掛

　　業　　掛

　　客　　掛

荷物　掛
　　物　　掛

　　輸　　掛

　　業　　掛

　　車　　掛

　　車　　掛

　　号　　掛

　　内　　掛

　　転　　掛

　　客　　掛

荷物　掛
　　物　　掛

　　輸　　掛

　　備　　掛

　　車　　掛

　　車　　掛

　　号　　掛

　　内　　掛

　　機　　掛

務指導掛
内作業指導掛

内作業掛
　　務　　掛

　　扱　　掛

切保安掛
　　機　　掛

務車掌㈹

務車掌（B）

務指導掛

　　務　　掛

駅　　　　　長

　　　　　役

　　務　　係

営業管理係

輸送管理係

転　主　任

　営　業　係

　輸送　係

　運転係

車運転係
輸指導係
内指導係
　　内　　係

　　輸　　係

通保安係
廃　　　止）

　　掌　　長

務車掌
　　掌　　補

　　務　　掛

7一

一＞

一＞一

一∠

一∠

　
　
　
　
三
　
職
名
と
職
群

　
以
上
の
こ
と
が
ら
を
前
提
と
し
た
上
で
表
8
に
示
し
た
職
名
を
職
群
に
展
開
し
て
み
れ
ば
表
9
の
と
お
り
に
な
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
径
路
を
へ
た
上
で
、
階
梯
職
制
、
職
群
、
職
名
に
よ
っ
て
職
業
部
門
に
お
け
る
国
鉄
の
人
事
管
理
の
骨
格
と
し
て
の
職

務
編
成
の
ほ
ぽ
全
容
を
ま
と
め
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
図
1
1
は
営
業
部
門
、
図
1
2
は
運
転
部
門
、
図
1
3
は
施
設
部
門
、
図
1
4
は
電
気
部

　
　
　
　
公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
五



　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
社
会
学
研
究
　
1
8
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
六

門
に
お
け
る
職
務
編
成
の
要
約
で
あ
る
。

　
な
お
、
前
述
の
職
名
は
営
業
部
門
に
つ
い
て
昭
和
四
十
八
年
八
月
以
降
に
別
表
の
よ
う
に
改
定
さ
れ
た
が
、
本
稿
で
は
旧
職
名
に
よ
っ

て
検
討
を
お
こ
な
っ
た
。
現
在
で
は
こ
の
別
表
の
職
名
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
注
意
し
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
。
こ
の
移
行
に
よ
っ

て
国
鉄
の
長
い
伝
統
で
あ
っ
た
「
掛
」
の
名
称
が
消
滅
し
た
こ
と
に
な
る
。

第
五
節
管
理
職
の
制
度

　
　
　
　
嗣
　
管
理
職
の
定
義

　
国
鉄
で
は
一
人
の
部
下
が
い
て
も
そ
れ
を
指
揮
監
督
す
る
立
揚
の
者
は
す
ぺ
て
管
理
者
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。
実
さ
い
、
階

梯
職
制
は
そ
う
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
例
え
ぱ
第
四
節
の
職
名
お
よ
び
職
務
内
容
の
規
定
を
み
れ
ぱ
「
掛
職
」
で
あ
る
運

輪
掛
に
つ
い
て
「
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
揚
合
に
は
駅
長
の
代
務
」
と
記
さ
れ
て
い
る
し
、
「
労
務
職
」
で
あ
る
構
内
作
業
指
導
掛
に
つ
い
て
も

「
構
内
作
業
掛
の
指
導
及
び
そ
の
職
務
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
一
言
で
い
え
ぱ
上
位
の
職
名
は
直
接
の
下
位
の
職
名
を
指
撞
監
督
す
る

関
係
に
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
っ
て
冒
頭
の
考
え
方
を
立
証
し
て
い
る
。
ま
た
、
実
さ
い
に
も
明
白
な
例
が
あ
る
。
図
7
の
豊
橋
駅
（
一

六
五
ぺ
ー
ジ
）
に
も
ど
っ
て
み
る
と
、
助
役
（
小
荷
物
）
1
営
業
掛
－
小
荷
物
掛
と
い
う
組
織
系
統
が
あ
る
が
、
小
荷
物
掛
の
下
に
は
職

名
が
な
い
。
そ
れ
は
豊
橋
駅
の
小
荷
物
の
業
務
は
日
本
交
通
観
光
社
に
業
務
委
託
し
て
お
り
、
徹
夜
一
一
名
、
日
勤
四
名
（
い
ず
れ
も
出

面
）
が
荷
物
の
積
み
お
ろ
し
作
業
を
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
小
荷
物
掛
は
フ
ロ
ン
ト
・
サ
ー
ビ
ス
、
事
故
処
理
、
ロ
ッ
カ
ー
管
理
に
従

事
し
て
い
る
。
そ
し
て
営
業
掛
が
管
理
す
る
の
で
あ
る
が
、
小
荷
物
掛
も
ま
た
監
督
の
役
割
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。



　
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
管
理
の
機
能
面
に
つ
い
て
は
正
し
い
と
い
え
る
の
だ
が
、
職
制
上
の
管
理
職
と
い
う
制
度
に
つ
い
て
は

別
で
あ
る
。
国
鉄
で
は
伝
統
的
に
助
役
の
制
度
を
階
層
と
し
て
現
業
管
理
の
線
と
し
て
き
た
の
で
あ
っ
て
管
理
職
の
制
度
と
は
助
役
制
度

か
ら
始
ま
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
鉄
に
お
け
る
管
理
職
の
定
義
は
「
管
理
職
員
管
理
規
程
」
（
昭
和
三
十
九
年
四
月
一

日
、
総
裁
達
第
百
五
十
九
号
、
昭
和
四
十
六
年
十
二
月
二
十
日
改
定
ま
で
）
で
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
。
管
理
職
員
管
理
規
程
を
か
か
げ
れ

ぱ
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
「
管
理
職
員
の
管
理
を
合
理
的
に
行
な
い
、
も
っ
て
経
営
能
率
の
向
上
を
は
か
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
管
理
職
員
管
理
規
程
を
次
の

　
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
（
適
用
範
囲
）

　
第
一
条
　
管
理
職
員
の
範
囲
、
職
群
、
定
数
、
給
与
、
俸
給
の
審
査
等
に
関
す
る
業
務
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
定
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

　
　
よ
る
。

　
2
　
こ
の
規
定
に
定
め
て
い
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
も
の
に
よ
る
。

　
　
　
（
注
）
　
別
に
定
め
る
も
の
の
お
も
な
も
の
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
規
　
　
　
程
　
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
関
　
係
　
事
項

　
　
　
　
　
俸
給
審
査
委
員
会
規
程
（
昭
和
四
十
年
十
一
月
総
裁
達
第
六
百
七
号
）
　
　
　
俸
給
審
査
委
員
会
の
構
成
、
運
営
等

　
　
　
　
　
職
員
管
理
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
四
月
総
裁
達
第
百
五
十
七
号
）
　
　
　
　
　
勤
務
、
教
育
、
賞
罰
等

　
　
（
管
理
職
員
の
範
囲
）

　
　
　
　
　
公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
七
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二
二
八

第
二
条
　
管
理
職
員
の
範
囲
は
、
公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
十
七
号
）
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に

　
基
づ
き
、
労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
者
の
範
囲
を
定
め
た
告
示
（
昭
和
四

　
十
年
八
月
公
共
企
業
体
等
労
働
委
員
会
告
示
第
一
号
）
に
定
め
ら
れ
た
者
の
う
ち
、
指
定
職
員
等
管
理
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
四
月

　
総
裁
達
第
百
五
十
八
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
指
定
職
員
等
を
除
い
た
者
と
す
る
。

　
（
給
与
の
種
別
）

第
三
条
　
管
理
職
員
の
給
与
は
、
俸
給
、
管
理
職
調
整
額
、
職
務
手
当
、
扶
養
手
当
、
都
市
手
当
、
住
宅
手
当
、
管
理
職
手
当
、
特
殊

　
勤
務
手
当
、
割
増
給
与
、
休
職
者
給
与
、
年
次
有
給
休
暇
日
の
給
与
、
通
勤
手
当
、
近
代
化
特
別
手
当
、
期
末
手
当
、
寒
冷
地
手
当

　
及
び
退
職
手
当
と
す
る
。

　
（
職
　
　
群
）

第
四
条
　
管
理
職
員
は
、
そ
の
職
務
内
容
に
応
じ
て
、
A
職
群
か
ら
D
職
群
ま
で
及
ぴ
3
職
群
か
ら
1
2
職
群
ま
で
に
区
分
す
る
。

　
（
呼
　
　
称
）

第
四
条
の
二
　
管
理
職
員
の
う
ち
、
A
職
群
か
ら
D
職
群
ま
で
に
格
付
け
さ
れ
た
者
は
、
副
参
事
補
の
呼
称
を
附
与
す
る
。
た
だ
し
、

　
船
舶
管
理
職
員
を
除
く
。

　
（
俸
　
　
給
）

第
五
条
　
俸
給
の
号
俸
及
び
金
額
は
、
別
表
第
－
か
ら
別
表
第
4
ま
で
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
そ
の
額
は
月
額
と
す
る
。

　
（
扶
養
手
当
）



第
六
条
　
扶
養
手
当
は
、
職
員
管
理
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
四
月
総
裁
達
第
百
五
十
七
号
）
第
十
八
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

　
（
都
市
手
当
）

第
七
条
　
都
市
手
当
の
月
額
は
、
別
表
第
5
か
ら
別
表
第
8
ま
で
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

2
　
前
項
の
都
市
手
当
は
、
そ
の
者
の
俸
給
の
号
俸
と
管
理
職
員
給
与
基
準
規
程
に
定
め
る
級
地
区
分
に
対
応
す
る
額
と
す
る
。

　
（
近
代
化
特
別
手
当
）

第
七
条
の
二
　
近
代
化
特
別
手
当
は
、
職
員
管
理
規
程
に
基
づ
く
近
代
化
に
特
別
手
当
基
準
規
程
の
定
め
を
準
用
し
て
支
給
す
る
も
の

　
と
す
る
。

　
（
通
勤
手
当
）

第
八
条
　
通
勤
手
当
は
、
職
員
管
理
規
程
に
基
づ
く
通
勤
手
当
支
給
基
準
規
程
の
定
め
を
準
用
し
て
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

　
（
退
職
手
当
）

第
九
条
　
退
職
手
当
は
、
職
員
管
理
規
程
に
基
づ
く
退
職
手
当
支
給
事
務
基
準
規
程
の
定
め
を
準
用
し
て
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

　
（
俸
給
の
審
査
）

第
十
条
　
管
理
職
員
は
、
自
己
の
俸
給
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
場
合
は
、
審
査
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
前
項
の
審
議
の
申
立
て
に
対
す
る
採
否
は
、
俸
給
審
査
委
員
会
が
決
定
す
る
。

　
（
総
裁
の
決
定
事
項
）

第
十
一
条
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
総
裁
が
決
定
す
る
。

　
　
　
　
公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
九



2）　11

オエウイア 　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
社
会
学
研
究
　
1
8

管
理
職
員
の
職
群
別
職
名
及
ぴ
職
群
別
総
定
数

管
理
職
員
の
給
与
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

職
名
最
低
号
俸

俸
給
の
調
整
に
関
す
る
基
本
事
項

期
末
手
当
及
び
寒
冷
手
当
の
支
給
範
囲
及
び
支
給
額

昇
給
資
金
の
総
額

ア
か
ら
エ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
給
与
に
関
す
る
基
本
事
項

二
三
〇

　
（
権
限
の
委
任
）

第
十
二
条
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
職
員
局
長
が
決
定
す
る
。

　
ω
管
理
職
員
の
本
社
、
本
社
附
属
機
関
及
び
地
方
機
関
（
駐
在
理
事
室
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
別
の
職
群
別
定
数

　
⑧
　
管
理
職
手
当
の
支
給
額
別
及
ぴ
地
方
機
関
別
の
定
数

　
㈲
　
管
理
職
調
整
額
に
係
る
業
務
機
関
の
指
定

第
十
三
条
　
職
員
局
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
規
程
を
制
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ω
　
管
理
職
員
給
与
基
準
規
程
（
管
理
職
員
の
給
与
及
び
俸
給
の
調
整
方
に
関
す
る
基
準
）

　
③
　
管
理
職
員
俸
給
審
査
基
準
規
程
（
管
理
職
員
の
俸
給
の
審
査
の
範
囲
及
び
異
議
の
申
立
て
の
手
続
に
関
す
る
基
準
）

2
　
前
項
の
第
一
号
の
基
準
規
程
は
、
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
総
裁
が
決
定
し
た
と
こ
ろ
に
基
づ
き
、
制
定
す
る
も
の
と
す
る
。
」



こ
の
規
程
の
第
二
条
に
も
と
づ
い
た
管
理
職
の
範
囲
を
大
阪
鉄
道
管
理
局
に
つ
い
て
み
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
ω
鉄
道
管
理
局

　
局
長
　
部
長
　
駐
在
運
輸
長
　
課
長
　
室
長
　
補
佐
　
物
資
部
長
　
物
資
部
事
業
所
長
　
衛
生
試
験
室
長
　
セ
ン
タ
ー
所
長
　
訴
訟

　
代
理
人
　
運
動
考
査
員
　
労
務
監
査
員
　
施
設
監
査
員
　
出
納
役
　
契
約
審
査
役
　
指
導
員
　
局
長
秘
書
　
人
事
、
労
務
、
文
書
又

　
は
経
理
担
当
の
係
主
席
　
労
働
関
係
事
務
担
当
の
係
員
　
鉄
道
公
安
職
員
　
守
衛

③
　
鉄
道
学
園

　
学
園
長
　
教
頭
　
学
務
主
事
　
課
長
　
科
長
　
指
導
員
　
補
佐
　
人
事
、
労
務
、
文
書
又
は
経
理
担
当
の
係
主
席
　
労
働
関
係
事
務

　
担
当
の
係
員
　
守
衛

③
　
鉄
道
病
院
、
鉄
道
診
療
所
、
保
健
管
理
所

　
院
長
　
副
院
長
　
医
長
　
副
医
長
　
所
長
　
保
健
管
理
部
長
　
副
長
　
室
長
　
分
室
長
（
大
阪
駅
前
分
室
）
　
薬
剤
長
　
副
薬
剤
長

　
事
務
長
　
課
長
補
佐
　
看
護
婦
養
成
所
長
　
総
婦
長
　
看
護
婦
長
　
人
事
、
労
務
、
文
書
又
は
経
理
担
当
の
係
主
席
　
労
働
関
係
事

　
務
担
当
の
係
員
　
守
衛

㈲
　
駅
　
操
車
揚
信
号
場
　
区
　
鉄
道
公
安
室
　
管
理
所
　
運
転
所
　
駅
長
　
区
長
　
室
長
　
所
長
　
支
区
長
　
助
役
　
予
備
助
役

　
（
貨
物
掛
、
信
号
掛
等
で
あ
っ
て
予
備
助
役
を
兼
務
し
て
い
る
者
を
除
く
）
　
分
区
長
　
人
事
、
労
務
、
文
書
又
は
経
理
担
当
の
掛

　
主
任
　
鉄
道
公
安
職
員

㈲
　
印
刷
揚
、
材
修
場
、
電
修
揚

　
　
　
　
公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
一
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揚
長
　
助
役
　
守
衛
」

す
な
わ
ち
、
現
業
部
門
で
は
駅
長
、
区
長
、
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二
三
二

助
役
、
予
備
助
役
が
非
組
合
員
“
管
理
者
の
大
筋
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
一
一
現
場
管
理
職
の
権
限

　
局
以
上
の
管
理
職
を
除
い
て
、
現
業
部
門
の
管
理
職
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
現
業
管
理
職
の
管
理
権
限
は
管
理
局
が
定
め
る
組
織

規
程
に
由
来
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
各
局
共
通
で
あ
る
の
で
関
係
条
文
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
「
第
二
章
権
限
事
項

　
　
　
　
　
第
一
節
　
局
長
専
決
施
行
事
項

　
　
（
局
長
専
決
施
行
事
項
）

　
第
五
条
　
局
長
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
本
社
及
ぴ
支
社
の
権
限
と
し
て
留
保
さ
れ
た
権
限
事
項
を
除
い
て
、
管
理
局
の
管
理

　
　
及
ぴ
運
営
に
関
す
る
事
項
を
専
決
施
行
す
る
。

　
　
（
専
決
施
行
事
項
の
委
任
）

　
第
六
条
　
局
長
は
、
そ
の
専
決
施
行
に
属
す
る
事
項
の
一
部
を
各
部
長
及
ぴ
現
場
機
関
の
長
に
専
決
施
行
さ
せ
、
又
は
そ
の
尊
決
施
行

　
　
で
き
る
事
項
の
一
部
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
組
織
に
関
す
る
規
程
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
再
委
任
し
な

　
　
い
。

　
　
　
　
　
第
二
節
　
部
長
委
任
事
項



　
（
部
長
専
決
事
項
）

第
七
条
　
各
部
長
に
お
い
て
専
決
施
行
で
き
る
事
項
は
、
別
表
第
－
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

2
　
各
部
長
は
、
そ
の
専
決
施
行
に
属
す
る
事
項
で
あ
っ
て
も
、
重
要
又
は
異
例
な
事
項
に
あ
っ
て
は
、
局
長
の
決
裁
を
う
け
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

　
（
個
別
委
任
）

第
八
条
　
各
部
長
は
、
そ
の
専
決
施
行
に
属
す
る
事
項
で
あ
っ
て
も
、
部
長
に
お
い
て
必
要
と
認
め
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
個
々
に
現

　
揚
機
関
の
長
に
対
し
専
決
施
行
の
委
任
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
第
四
節
　
現
揚
長
委
任
事
項

　
（
現
揚
長
専
決
事
項
）

第
十
条
　
現
揚
機
関
の
長
に
お
い
て
専
決
施
行
で
き
る
事
項
は
、
別
表
第
2
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

2
　
各
現
揚
機
関
の
長
は
、
そ
の
専
決
施
行
に
属
す
る
事
項
で
あ
っ
て
も
、
重
要
又
は
異
例
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
局
長
の
指
示
を
う

　
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
報
告
事
項
）

第
十
一
条
　
各
現
揚
機
関
の
長
は
、
別
表
第
2
の
専
決
事
項
の
う
ち
、
第
9
項
に
規
定
す
る
事
項
に
あ
っ
て
は
、
局
長
に
報
告
し
な
け

　
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

別
表
第
2
　
（
第
十
条
）

　
　
　
　
公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
三
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二
三
四

　
　
　
現
揚
長
委
任
事
項

　
　
（
注
）
　
「
服
務
上
の
措
置
」
と
は
、
内
国
出
張
を
命
ず
る
こ
と
、
超
過
勤
務
を
命
ず
る
こ
と
、
職
務
に
関
し
て
部
外
者
か
ら
の
金
銭
物
品
等
の
受

　
　
　
領
を
許
否
す
る
こ
と
、
他
の
委
員
に
な
る
こ
と
を
許
否
す
る
乙
と
な
ど
、
日
本
国
有
鉄
道
法
、
職
員
服
務
規
程
、
日
本
国
有
鉄
道
職
員
勤
務
及

　
　
　
ぴ
休
暇
規
程
等
に
基
づ
く
命
令
、
許
認
否
そ
の
他
の
措
置
を
い
う
。

　
　
ア
　
次
の
各
職
の
勤
務
指
定

　
　
　
　
助
役
、
予
備
助
役
、
掛
主
任
、
運
転
掛
、
営
業
掛
、
支
区
長
、
公
安
主
任
、
軌
道
検
査
長
、
構
造
物
検
査
長
、
建
築
検
査
長
、

　
　
　
機
械
検
査
長
、
庶
務
掛
、
事
務
掛
、
用
品
掛
、
技
術
掛
、
工
事
技
術
掛
、
建
築
技
術
掛
、
機
械
技
術
掛
、
機
械
検
査
掛
、
軌
道

　
　
　
検
査
掛
、
構
造
物
検
査
掛
、
構
造
物
管
理
掛
、
建
築
検
査
掛
、
保
線
機
械
掛
、
保
線
指
導
掛
、
電
気
技
術
掛
、
医
員
、
薬
剤
員
、

　
　
　
事
務
主
任

　
　
イ
　
職
群
の
異
な
る
職
種
間
の
勤
務
指
定

　
　
ウ
　
職
員
任
用
基
準
規
程
に
定
め
ら
れ
て
い
る
職
の
異
動

　
｝
　
現
揚
長
が
局
管
内
の
出
張
を
す
る
こ
と
。

　
ユ
　
く

　
ー
　
部
下
職
員
（
準
職
員
を
含
む
、
以
下
同
じ
。
）
に
対
し
て
服
務
上
の
措
置
を
す
る
こ
と
。

　
　
　
て

1
　
各
現
揚
長
共
通
事
項

　
ー
　
部
下
職
員
の
勤
務
割
及
ぴ
乗
務
割
の
指
定
を
す
る
こ
と
。

　
3

　
（

　
ー
　
部
下
職
員
の
勤
務
指
定
を
行
な
う
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
揚
合
を
除
く
。

　
4

　
｛



工（
注
）

次
の
各
職
か
ら
の
他
の
職
へ
の
転
職

踏
切
保
安
掛
、
構
内
作
業
掛
、
保
線
機
械
掛
、
軌
道
掛
、

工
事
掛
、
建
築
掛
、
電
気
掛

　
》
つ
o

　
同
別
表
第
2
　
動
力
車
乗
務
員
職
群
入
び
最
低
号
俸
表
、
同
別
表
第
4
　
医
療
職
員
職
群
及
ぴ
最
低
号
俸
表
、
管
理
職
員
給
与
基
準
規

　
程
第
二
条
第
二
号
別
表
第
1
　
管
理
職
（
甲
）
職
群
及
ぴ
最
低
号
俸
表
、
同
表
第
2
管
理
職
（
乙
）
職
群
及
ぴ
最
低
号
俸
表
に
定
め
る

　
も
の
を
い
う
。

3
　
「
各
種
従
事
員
採
用
規
程
」
と
は
、
次
の
も
の
を
い
う
。

1
　
「

勤
務
指
定
」
と
は
、
同
一
勤
務
箇
所
内
（
管
理
駅
、
被
管
理
駅
問
及
ぴ
本
、
支
区
間
を
含
む
。
）
に
お
け
る
勤
務
地
及
ぴ
異
動
を
い

2
　
「
職
群
」
と
は
、
職
員
賃
金
規
程
（
以
下
「
賃
金
規
程
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
二
号
別
表
第
1
　
一
般
職
員
職
群
及
ぴ
最
低
号
俸
表
、

（8〕　｛7〕　（6）　（5）　（4）　13）　（21　（1

乗
客
掛
及
ぴ
警
備
掛
採
用
規
程
（
昭
和
二
十
一
年
三
月
達
第
百
九
十
五
号
）

駅
構
内
従
事
員
採
用
規
定
（
昭
和
二
十
四
年
一
月
達
第
四
十
八
号
）

事
掌
区
従
事
員
採
用
規
程
（
昭
和
二
十
三
年
十
月
達
第
五
百
四
十
一
号
）

電
信
掛
採
用
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
八
月
達
第
四
百
五
十
五
号
）

運
転
関
係
職
員
採
用
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
十
二
月
総
裁
達
第
八
百
三
十
五
号
）

保
安
掛
採
用
規
程
（
昭
和
十
九
年
三
月
第
百
二
十
七
号
）

電
気
従
事
員
採
用
規
程
（
昭
和
十
三
年
五
月
達
第
三
百
六
十
一
号
）

通
信
機
掛
採
用
規
に
関
す
る
件
（
昭
和
十
一
年
五
月
鉄
秘
第
二
千
二
百
四
十
八
号
）

公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理

二
三
五
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二
三
六

　
　
　
　
　
⑨
　
無
線
掛
の
採
用
に
つ
い
て
（
昭
和
二
十
一
年
七
月
鉄
職
給
第
八
十
三
号
）

個
　
部
下
職
員
の
昇
給
査
定
を
行
な
う
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
も
の
を
除
く
。

　
　
助
役
、
支
区
長
、
予
備
助
役
、
掛
主
任
、
運
転
掛
、
営
業
掛
、
公
安
主
任

㈲
　
基
準
人
員
の
範
囲
内
に
お
け
る
工
事
経
費
及
ぴ
鉄
道
経
費
相
互
の
費
途
変
更
を
す
る
こ
と
。

ω
　
部
下
職
員
の
履
歴
（
学
歴
に
限
る
。
）
の
追
加
及
び
戸
籍
の
異
動
に
つ
い
て
審
査
決
定
を
す
る
こ
と
。

⑧
　
支
区
長
が
傷
病
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
一
〇
日
以
上
不
在
の
揚
合
に
、
そ
の
臨
時
代
理
を
命
ず
る
こ
と
。

⑨
　
扶
養
手
当
支
給
親
族
の
資
格
取
得
（
配
偶
者
及
び
子
の
揚
合
に
限
る
。
）
及
び
喪
失
の
認
定
を
す
る
こ
と
。

⑯
　
東
京
西
鉄
道
管
理
局
行
賞
基
準
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
三
月
東
京
西
管
達
第
三
十
一
号
）
に
基
づ
く
一
人
五
〇
〇
円
以
内
の
褒

　
賞
を
行
な
う
こ
と
。

回
　
部
下
職
員
に
つ
い
て
、
賃
金
規
程
第
二
百
二
十
八
条
の
出
張
中
の
勤
務
の
認
定
を
す
る
こ
と
。

國
　
部
下
職
員
に
つ
い
て
、
賃
金
規
程
第
二
百
三
十
一
条
の
私
傷
病
に
よ
る
欠
勤
を
必
要
と
す
る
日
又
は
時
間
の
認
定
を
行
な
う
こ

　
と
o

個
　
自
駅
区
内
の
施
設
、
車
両
等
の
見
学
、
撮
影
、
放
送
、
録
音
行
為
に
つ
い
て
認
否
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
刊
行
物
関
係
を
除
く
。

圓
　
部
下
職
員
が
就
業
中
公
務
に
よ
ら
な
い
で
負
傷
、
発
病
又
は
死
亡
し
た
場
合
、
応
急
処
置
料
を
支
給
す
る
こ
と
。

㈲
　
部
下
職
員
が
公
務
で
重
傷
、
又
は
殉
職
し
た
揚
合
に
重
傷
見
舞
金
又
は
弔
慰
金
を
支
給
す
る
こ
と
。

　
（
注
）
　
重
傷
見
舞
金
又
は
弔
慰
金
の
支
給
方
に
つ
い
て
は
、
東
京
西
鉄
道
管
理
局
援
護
及
ぴ
見
舞
金
等
贈
与
基
準
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
三
月
東



　
　
　
京
西
管
達
第
三
十
八
号
）
に
よ
る
。

　
　
借
入
れ
、
医
師
の
診
療
等
臨
機
の
措
置
を
す
る
こ
と
。

　
　
　
調
度
用
品
の
修
理
洗
た
く
を
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
修
理
に
あ
っ
て
は
一
五
、
○
○
○
円
を
限
度
と
す
る
。

　
　
　
運
搬
の
契
約
を
す
る
こ
と
。

　
　
　
試
用
員
及
び
臨
時
雇
用
員
と
雇
用
契
約
を
す
る
こ
と
。

　
　
　
一
件
一
〇
万
円
以
内
で
機
械
器
具
そ
の
他
決
算
品
（
調
度
用
品
を
除
く
。
）
の
修
繕
を
す
る
こ
と
。

　
　
　
一
件
三
、
○
○
○
円
以
内
の
一
時
限
り
土
地
、
建
物
及
ぴ
物
件
を
借
り
入
れ
る
こ
と
。

　
　
　
じ
ん
あ
い
及
ぴ
汚
物
の
処
分
契
約
を
す
る
こ
と
。

　
　
　
写
真
撮
影
の
経
費
を
支
出
す
る
こ
と
。

　
　
　
鉄
道
営
業
法
違
反
事
件
そ
の
他
業
務
上
の
被
害
事
件
に
つ
い
て
告
訴
告
発
を
す
る
こ
と
。

　
　
　
所
有
自
動
車
の
登
録
及
び
検
査
等
に
要
す
る
手
数
料
を
支
払
う
こ
と
。

　
　
　
本
項
及
ぴ
以
下
各
項
中
、
予
算
を
伴
う
も
の
は
、
内
示
予
算
内
に
限
る
。

　
　
　
　
公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
七

　
⑤
　
非
常
災
害
見
舞
金
を
支
給
す
る
こ
と
。

　
α

　
り
　
災
害
又
は
事
故
等
の
際
に
、
所
要
物
品
の
購
入
又
は
借
入
れ
、
現
品
ま
か
な
い
、
人
夫
の
雇
入
れ
、
自
動
車
の
借
入
れ
、

　
に

　
⑨

　
任

　
窃

　
U

　
①

　
偉

　
囚

　
囲

　
囲

　
図

　
飼’

囲

　
鋤

2
　
駅
　
　
長

　
1
　
共
用
使
用
駅
及
び
接
続
駅
に
お
け
る
各
種
の
作
業
協
定
を
締
結
す
る
こ
と
。

建
物
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三
八

③
　
携
帯
品
一
時
預
り
の
受
付
制
限
又
は
停
止
を
す
る
こ
と
。

㈲
　
郵
便
物
運
搬
車
及
び
荷
物
運
搬
車
の
使
用
を
認
否
す
る
こ
と
。

四
　
災
害
又
は
事
故
の
際
、
旅
客
、
荷
物
及
び
貨
物
に
対
す
る
応
急
措
置
を
す
る
こ
と
。

㈲
　
旅
客
構
内
営
業
に
つ
い
て
次
の
事
項
を
措
置
す
る
こ
と
。

　
　
ア
　
営
業
時
間
の
指
定
又
は
変
更
（
構
内
公
衆
営
業
を
除
く
。
）
の
認
否

　
　
イ
　
一
時
限
り
の
休
業
及
び
接
客
従
事
員
数
の
変
更
（
催
物
等
の
た
め
旅
客
が
ふ
く
そ
う
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
認
否

　
　
ウ
　
構
内
客
運
送
営
業
の
使
用
車
種
、
形
式
、
車
両
番
号
等
の
変
更
の
認
否

　
　
工
　
弁
当
箱
等
の
容
器
の
意
匠
、
図
案
等
の
選
定

⑧
　
自
駅
限
り
の
駅
ポ
ス
タ
ー
及
ぴ
駅
額
面
の
掲
出
を
認
否
す
る
こ
と
。

On

関
係
現
場
長
と
協
議
の
う
え
、
次
の
事
項
を
認
否
す
る
こ
と
。

　
　
ア
　
駅
構
内
に
お
け
る
送
迎
門
、
天
幕
、
日
お
お
い
、
風
よ
け
等
の
仮
設

　
　
イ
　
郵
便
柱
箱
、
同
封
箱
の
設
置

4
　
機
関
区
長
、
電
車
区
長
及
ぴ
客
貨
車
区
長

　
O
D
　
一
件
｝
○
万
円
以
内
の
工
事
用
品
（
決
算
品
）
及
ぴ
自
動
車
の
修
繕
を
す
る
こ
と
。

③
　
客
車
の
特
別
使
用
休
止
及
び
解
除
の
決
定
を
す
る
こ
と
。

　
　
（
客
貨
車
区
長
に
限
る
。
）
」



　
共
通
事
項
以
外
は
駅
長
、
機
関
区
長
等
の
二
つ
に
つ
い
て
引
用
す
る
に
止
め
る
。
そ
の
他
の
区
長
の
特
定
権
限
も
引
用
文
以
下
に
列
記

さ
れ
て
い
る
。
先
に
み
た
と
お
り
、
助
役
は
駅
長
、
区
長
の
補
佐
ま
た
は
代
役
と
い
う
職
務
で
あ
る
か
ら
、
引
用
条
文
に
も
と
づ
い
て
現

揚
長
で
あ
る
駅
長
、
区
長
に
変
化
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
駅
員
、
区
長
を
補
佐
ま
た
は
代
役
す
る
と
共
に
、
こ
れ
ら
と
は
別
に
局
長
か
ら

指
示
さ
れ
る
事
項
に
対
し
て
駅
長
、
区
長
が
実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
に
駅
長
、
区
長
を
補
佐
す
る
と
い
う
役
割
を
も
つ
こ
と
に

な
る
。

　
と
こ
ろ
で
別
表
第
2
に
列
記
さ
れ
た
現
揚
畏
委
任
事
項
を
検
討
し
て
み
る
と
、
リ
ス
ト
の
長
さ
と
対
照
的
に
そ
の
内
容
が
い
ち
じ
る
し

く
貧
弱
で
あ
る
こ
と
が
目
に
つ
く
。
現
揚
長
に
は
予
算
立
案
権
も
な
け
れ
ば
執
行
権
も
な
い
。
そ
も
そ
も
国
鉄
の
現
揚
に
予
算
制
度
が
あ

る
の
か
な
い
の
か
を
う
た
が
わ
せ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
た
と
え
ば
物
品
の
修
理
費
は
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
新
規
物
品
の
購
入
費
支
出
権
は

あ
た
え
ら
れ
て
い
な
い
。
現
揚
長
委
任
事
項
の
大
半
は
勤
務
割
、
昇
給
査
定
等
々
の
作
業
管
理
・
監
督
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ

も
勤
務
指
定
に
つ
い
て
は
回
で
多
く
の
揚
合
が
除
外
さ
れ
て
お
り
、
委
任
事
項
全
体
を
要
約
す
れ
ば
、
民
間
企
業
で
は
ほ
と
ん
ど
作
業
監

督
職
位
の
専
決
権
限
に
等
し
い
と
い
っ
て
よ
い
。
第
二
章
第
一
節
で
中
央
集
権
制
に
つ
い
て
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
性
格
が
こ
こ
で

明
瞭
に
み
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
国
鉄
の
現
揚
管
理
者
の
管
理
権
限
上
の
性
格
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
銘
記
し
て
お
く
必
要

が
あ
ろ
う
。

　
　
　
三
　
現
業
管
理
職
へ
の
道

現
業
管
理
の
任
用
は
本
社
・
地
方
採
用
の
大
卒
職
員
の
揚
合
を
除
い
て
登
用
制
度
に
も
と
づ
い
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
営
業
部
門
に
お
け

　
　
　
　
公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
九
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二
四
〇

る
助
役
運
転
掛
、
営
業
掛
（
主
任
）
の
採
用
規
程
を
次
に
引
用
す
る
。

　
「
助
役
運
転
掛
採
用
規
程
（
昭
和
二
十
八
年
一
月
二
十
三
日
、
静
達
甲
十
二
、
改
正
昭
四
十
・
十
・
四
、
静
達
甲
百
三
十
三
ま
で
）

　
　
（
採
用
資
格
）

第
一
条
　
駅
、
車
掌
区
の
助
役
、
運
転
掛
及
び
予
備
助
役
は
、
次
の
各
号
の
一
つ
に
該
当
す
る
も
の
か
ら
選
考
に
よ
り
採
用
す
る
。

　
　
ω
　
駅
、
車
掌
区
の
助
役
、
運
転
掛
及
び
予
備
助
役
以
上
の
経
歴
を
有
す
る
者

　
　
⑧
　
こ
の
採
用
規
程
に
よ
る
試
験
合
格
者

　
　
⑬
　
局
長
が
特
に
認
め
た
者

　
　
（
採
用
試
験
）

第
二
条
　
助
役
、
運
転
掛
採
用
試
験
（
以
下
「
試
験
」
と
い
う
。
）
は
必
要
の
都
度
行
な
う
。

　
　
（
受
験
資
格
）

第
三
条
　
受
験
を
許
可
す
る
者
は
、
次
の
各
号
の
資
格
を
そ
な
え
た
者
で
、
別
紙
様
式
に
よ
り
箇
所
長
が
推
薦
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば

　
　
な
ら
な
い
。

　
　
O
D
　
操
行
善
良
、
思
想
堅
実
、
勤
務
成
績
良
好
で
あ
っ
て
、
統
禦
の
才
幹
を
有
す
る
者

　
図
　
最
近
健
康
診
断
の
結
果
、
一
般
状
態
乙
種
、
視
器
乙
種
、
聴
器
甲
種
以
上
の
者

　
圖
勤
続
一
〇
年
以
上
で
、
次
に
該
当
す
る
者
。
た
だ
し
、
大
学
（
旧
制
専
門
学
校
を
含
む
。
）
卒
業
者
は
四
年
以
上
、
中
央
鉄
道

　
　
学
園
大
学
課
程
業
務
科
（
鉄
道
教
習
所
専
門
部
門
部
業
務
科
及
ぴ
同
管
理
科
を
含
む
。
）
卒
業
者
は
六
年
以
上
、
鉄
道
学
園
高
等



　
　
課
程
運
輸
科
及
び
同
公
安
科
修
了
者
は
八
年
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
イ
　
駅
、
車
掌
区
、
電
務
区
職
員
に
あ
っ
て
職
員
賃
金
基
準
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
二
月
職
達
第
二
号
）
第
八
条
別
表
（
以
下

　
　
　
「
第
八
条
別
表
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
職
群
3
以
上
の
職
務
経
歴
が
三
年
以
上
の
者
、
た
だ
し
、
構
内
作
業
掛
、
駅
務
指
導

　
　
　
掛
、
駅
務
掛
、
荷
扱
掛
踏
切
保
安
掛
、
乗
務
指
導
掛
、
乗
務
掛
、
用
務
掛
及
び
電
務
掛
の
各
職
を
除
く
。

　
　
ロ
　
鉄
道
公
安
職
員
に
あ
っ
て
は
第
八
条
別
表
及
ぴ
管
理
職
員
給
与
基
準
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
二
月
総
秘
達
第
六
号
）
第
二
条

　
　
　
別
表
（
以
下
「
第
二
条
別
表
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
職
群
3
以
上
の
職
務
経
歴
三
年
以
上
の
者

　
　
ハ
　
そ
の
他
の
業
務
機
関
の
職
員
に
あ
っ
て
は
第
八
条
別
表
及
び
第
二
条
別
表
に
定
め
る
職
群
5
以
上
の
職
に
あ
っ
て
職
群
3
以

　
　
　
上
の
職
務
経
歴
が
三
年
以
上
の
者

　
（
試
験
方
法
）

第
四
条
　
試
験
は
、
筆
記
試
験
と
口
述
試
験
と
し
、
口
述
試
験
は
筆
記
試
験
合
格
者
に
対
し
て
行
な
う
。
た
だ
し
、
前
条
第
三
号
た
だ

　
し
書
該
当
者
に
対
し
て
は
筆
記
試
験
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
運
転
考
査
の
未
了
者
に
対
し
て
は
、
口
述
試
験
の
際
運
転
考
査
を
行
な
う
。

　
（
試
験
科
目
）

第
五
条
　
筆
記
試
験
は
、
作
文
、
常
識
一
般
（
労
働
を
含
む
。
）
、
運
転
、
庶
務
経
理
、
旅
客
及
び
貨
物
と
し
て
、
作
文
、
社
会
、
運
棘

　
は
、
必
要
科
目
、
そ
の
他
は
選
択
科
目
と
し
て
一
科
目
を
選
択
す
る
。

2
　
口
述
試
験
は
、
鉄
道
常
識
及
ぴ
、
一
般
常
識
に
つ
い
て
試
問
を
行
な
う
。

　
　
　
　
公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
一



　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
社
会
学
研
究
　
1
8
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
二

　
（
養
　
　
成
）

第
六
条
　
試
験
の
合
格
者
は
、
必
要
に
応
じ
て
鉄
道
学
園
の
助
役
運
転
科
講
習
会
に
入
会
さ
せ
る
。

2
　
講
習
会
の
期
間
及
ぴ
科
目
は
別
に
定
め
る
。
」

「
営
業
掛
（
主
任
）
採
用
規
程
（
昭
和
三
十
四
年
九
月
十
七
日
、
静
達
甲
百
四
十
三
、
改
正
昭
四
十
・
十
・
四
、
静
達
甲
百
三
十
三
ま

　
で
）

第
一
条
　
駅
の
営
業
掛
（
主
任
）
（
以
下
「
掛
主
任
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
の
一
つ
に
該
当
す
る
者
か
ら
選
考
に
よ
り
採
用
す
る
。

　
　
（
注
）
　
掛
主
任
と
は
営
業
掛
の
う
ち
主
任
に
指
定
さ
れ
て
い
る
も
の
・
又
は
旅
客
、
小
荷
物
・
貨
物
・
配
車
等
の
担
当
助
役
を
い
う
。

　
ω
　
営
業
系
統
の
助
役
、
運
転
掛
、
予
備
助
役
及
び
掛
主
任
以
上
の
経
歴
を
有
す
る
者

　
図
　
第
二
条
に
定
め
る
掛
主
任
採
用
試
験
合
格
者

　
圖
　
助
役
、
運
転
掛
採
用
試
験
合
格
者

　
四
　
局
長
が
特
に
認
め
た
者

第
二
条
掛
主
任
採
用
試
験
（
以
下
「
試
験
」
と
い
う
。
）
は
次
に
よ
り
施
行
す
る
。

　
ω
　
受
験
資
格

　
　
　
受
験
を
許
可
す
る
者
は
、
次
の
各
号
の
資
格
を
そ
な
え
た
者
で
、
別
記
様
式
に
よ
り
箇
所
長
が
推
薦
し
た
者
で
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
な
い
。

　
　
イ
　
操
行
善
良
、
思
想
堅
実
及
び
勤
務
成
績
良
好
の
者



　
　
ロ
　
勤
続
一
〇
年
以
上
の
者
で
、
職
員
賃
金
基
準
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
二
月
職
達
第
二
号
）
第
八
条
別
表
に
定
め
る
駅
、
車
掌

　
　
　
区
、
電
務
区
所
属
の
3
職
群
以
上
の
職
に
あ
る
者
及
び
鉄
道
公
安
職
員
で
、
3
職
群
以
上
の
職
務
経
歴
が
三
年
以
上
の
者
。
た

　
　
　
だ
し
、
構
内
作
業
掛
、
駅
務
指
導
掛
、
駅
務
掛
、
荷
扱
掛
、
踏
切
保
安
掛
、
乗
務
指
導
掛
、
乗
務
掛
、
用
務
掛
及
び
電
務
掛
の

　
　
各
職
は
除
く
。
な
お
、
勤
続
年
数
に
つ
い
て
は
、
大
学
（
旧
制
専
門
学
校
を
含
む
。
）
卒
業
者
は
四
年
以
上
、
中
央
鉄
道
学
園

　
　
　
大
学
課
程
（
鉄
道
教
習
所
専
門
部
業
務
科
及
ぴ
同
管
理
科
を
含
む
。
）
卒
業
者
六
年
以
上
、
鉄
道
学
園
高
等
課
程
運
輸
科
、
同

　
　
　
公
安
科
修
了
者
は
八
年
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

③
試
験
施
行
方
法

　
　
　
試
験
は
次
に
よ
り
必
要
に
応
じ
て
施
行
す
る
。

　
　
イ
　
試
験
は
筆
記
試
験
と
口
述
試
験
と
し
、
口
述
試
験
は
筆
記
試
験
合
格
者
に
対
し
て
行
な
う
。

　
　
・
　
筆
記
試
験
は
次
の
科
目
に
つ
い
て
行
な
う
。
た
だ
し
、
第
一
号
の
ロ
の
た
だ
し
書
該
当
者
に
対
し
て
は
筆
記
試
験
を
省
略
す

　
　
　
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
作
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇
分

　
　
　
　
常
識
一
般
（
労
働
関
係
を
含
む
。
）
　
　
　
　
六
〇
分

　
　
　
　
規
程
（
旅
客
、
貨
物
）
　
　
　
　
　
　
　
一
二
〇
分

　
　
　
　
　
（
注
）
　
規
程
は
旅
客
、
貨
物
の
い
づ
れ
か
を
選
択
す
る
。
」

こ
の
規
程
を
み
れ
ば
、
す
で
に
前
節
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
階
梯
職
制
の
も
と
で
、
い
わ
ゆ
る
「
掛
職
」
（
中
間
職
）
か
ら
の
受
験
の

　
　
　
　
公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
三



　
　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
社
会
学
研
究
　
1
8
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
四

み
が
可
能
で
あ
っ
て
、
労
務
職
か
ら
の
と
ぴ
こ
し
受
験
は
で
き
な
い
。
こ
の
規
程
に
も
と
づ
い
て
鉄
道
管
理
局
は
管
理
局
報
（
甲
）
に
よ

っ
て
任
用
試
験
施
行
の
通
達
を
お
こ
な
う
。
こ
の
通
達
の
内
容
は
任
用
規
程
よ
り
も
具
体
的
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
こ
で

は
昭
和
四
十
七
年
十
月
七
日
発
行
の
静
岡
鉄
道
管
理
局
報
（
甲
）
第
百
五
十
八
号
に
発
表
さ
れ
た
運
輸
系
統
助
役
等
任
用
試
験
の
通
達
内

容
を
一
例
と
し
て
掲
載
し
て
お
こ
う
。

　
「
運
輸
系
統
助
役
等
任
用
試
験

　
ω
　
任
用
職
種

　
　
　
駅
ま
た
は
車
掌
区
の
助
役
、
予
備
助
役
、
運
転
掛

　
⑧
　
受
験
資
格

　
　
　
次
の
ア
、
イ
及
び
ウ
の
資
格
を
有
す
る
も
の
で
、
各
長
が
管
理
者
と
し
て
適
任
で
あ
る
と
認
め
た
者

　
　
ア
　
駅
、
車
掌
区
、
鉄
首
公
安
室
に
在
職
す
る
職
員
に
つ
い
て
は
掛
職
の
経
歴
三
年
以
上
、
そ
の
他
の
業
務
機
関
に
在
職
す
る
職
員

　
　
　
は
5
職
群
以
上
の
者
で
掛
職
経
歴
三
年
以
上
の
者

　
　
　
　
　
（
注
）
　
「
掛
職
」
は
、
職
員
賃
金
基
準
規
程
第
八
条
別
表
に
規
定
す
る
職
名
中
、
最
低
職
群
が
3
職
群
以
上
の
職
名
を
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
　
　
　
　
　
た
だ
し
、
構
内
作
業
指
導
掛
、
駅
務
指
導
掛
、
乗
務
指
導
掛
、
機
関
助
士
、
電
気
機
関
助
士
、
自
動
車
運
転
士
を
除
く
。

　
　
イ
　
十
一
月
一
日
現
在
、
勤
続
一
〇
年
以
上
の
者
、
た
だ
し
、
地
方
採
用
職
員
（
大
学
及
び
大
学
課
程
卒
業
者
）
及
び
学
園
高
等
課

　
　
　
程
（
正
規
）
修
了
者
は
勤
続
の
制
限
は
し
な
い
。

　
　
　
　
　
（
注
）
　
勤
務
期
間
に
は
試
用
員
及
ぴ
準
職
員
期
間
を
通
算
す
る
。



　
　
　
　
　
な
お
、
採
用
前
提
の
臨
時
雇
用
員
期
間
が
六
箇
月
以
上
の
場
合
は
六
箇
月
を
こ
え
た
期
間
を
勤
続
期
間
に
通
算
す
る
。

　
　
ω
　
期
日
及
び
場
所

　
　
　
　
十
一
月
十
四
日
（
火
）
時
間
及
び
揚
所
は
お
っ
て
通
知
す
る
。

　
　
ω
　
科
目
及
び
時
間

　
　
　
　
作
　
　
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇
分

　
　
　
　
部
内
一
般
及
ぴ
旅
客
貨
物
　
　
　
　
九
〇
分

　
　
　
　
運
　
　
転
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇
分

　
　
ω
第
一
次
試
験
合
格
者
に
対
し
て
行
な
う
。

　
　
ω
　
期
日
、
揚
所
は
お
っ
て
通
知
す
る
。

　
　
　
地
方
採
用
職
員
及
び
学
園
高
等
課
程
（
正
規
）
修
了
者
は
、
第
一
次
試
験
（
筆
記
）
の
部
内
一
般
及
ぴ
旅
客
貨
物
並
び
に
運
転

　
　
を
免
除
す
る
。
」

　
　
　
　
公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
五

　
イ
　
第
二
次
試
験
　
（
面
接
）

　
ウ
　
運
転
関
係
適
正
考
査
に
合
格
し
て
い
る
者

副
　
試
験
方
法

　
ア
第
一
次
試
験
（
筆
記
）

　
ウ
　
試
験
の
一
部
免
除



表10　昭和47年度　静岡鉄道管理局
　　助役等任用試験の結果

一
橋
大
学
研
究
年
報
　
社
会
学
研
究

試　　　験　　　名 資格
数

受験
数

合
格
者
数

運輸系統助役等任用試験 2，676 101 38

営業掛任用試験 1，495 44 20

技
術
系
統
助
役
等
任
用
試
験

運　転
事　務

　術

59

，861
7
3
4

4
1
堺

施　設
事　務

　術

51

36

19

2
5
1
2

電　気 事務
術

31

36

19

1
5
1
9

18

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
六

　
表
1
0
は
昭
和
四
十
七
年
度
に
お
こ
な
わ
れ
た
静
岡
鉄
道
管
理
局
の
助
役
等
任
用
試
験

の
結
果
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
採
用
規
程
に
よ
る
受
験
資
格
者
は
非
常
に
多
い
が
、

実
さ
い
の
受
験
者
は
非
常
に
少
な
く
、
ま
た
合
格
者
も
少
な
い
。
こ
の
関
係
に
は
種
ル

の
要
素
が
作
用
し
て
い
る
と
お
も
わ
れ
る
。
第
一
に
、
助
役
試
験
自
体
が
か
な
り
む
ず

か
し
い
。
こ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ぱ
前
掲
の
表
8
の
東
京
西
鉄
道
管
理
局
の
助
役
試
験

の
揚
合
の
得
点
を
み
て
も
わ
か
る
の
で
あ
っ
て
、
か
な
り
の
努
力
家
で
な
い
と
合
格
が

困
難
で
あ
る
。
第
二
に
、
国
鉄
の
現
揚
の
労
使
関
係
に
お
い
て
助
役
は
管
理
職
と
し
て

日
常
不
断
に
労
働
組
合
な
い
し
組
合
員
と
し
て
の
折
衝
の
当
事
者
に
な
る
。
第
一
章
第

三
節
で
み
た
よ
う
に
国
鉄
の
労
使
関
係
は
現
場
部
門
に
ま
で
し
っ
か
り
と
お
り
て
お
り
、

紛
争
が
た
え
な
い
の
で
管
理
職
に
対
す
る
魅
力
が
と
ぼ
し
い
。
第
三
に
、
図
1
5
で
み
る
よ
う
に
国
鉄
で
は
職
員
の
高
齢
化
が
極
度
に
進
ん

で
お
り
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
過
去
の
管
理
職
員
の
数
の
堆
積
が
厚
く
、
さ
ら
に
近
代
化
・
合
理
化
計
画
の
進
展
に
よ
っ
て
駅
、
区
の
統

合
や
無
人
化
、
業
務
委
託
化
が
激
し
く
お
こ
な
わ
れ
、
管
理
職
の
配
置
箇
所
が
急
減
し
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
、
そ
の
た
め
に
、
試
験

に
合
格
し
て
も
即
時
に
管
理
に
任
用
さ
れ
ず
、
現
職
な
い
し
運
転
掛
、
営
業
掛
と
し
て
滞
留
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
げ

ら
れ
る
。

四
　
助
役
試
験
合
格
者
の
滞
留
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　　　　　図15　国鉄職員の年齢別構成の推移

昭和34年度　　　　　　　　　　　　　　　昭和48年度

公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理

50，000100，GOO150，000（人）50，000100，000150，000（入）

　
助
役
採
用
試
験
に
合
格
し
な
が
ら
助
役
に
任
用
さ
れ
な
い
と
い

う
状
況
は
鉄
道
管
理
局
の
共
通
の
問
題
で
あ
る
。
い
ま
静
岡
鉄
道

管
理
局
を
例
に
と
れ
ば
昭
和
四
十
七
年
度
末
ま
で
そ
の
未
任
用
状

況
を
図
1
6
で
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

，
図
1
6
で
年
度
に
よ
っ
て
空
欄
と
な
っ
て
い
る
の
は
試
験
を
お
こ

な
わ
な
か
っ
た
年
度
で
あ
る
。
未
任
用
の
状
況
は
運
輸
系
統
、
営

業
掛
、
運
動
技
術
系
統
で
と
く
に
多
数
で
あ
っ
て
合
格
後
四
年
た

っ
て
も
任
用
さ
れ
な
い
人
々
が
お
り
、
一
年
以
内
に
任
用
さ
れ
る

比
率
が
き
わ
め
て
少
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
助
役
採
用
試
験
に
合

格
し
て
も
任
用
さ
れ
な
い
で
現
職
に
と
ど
ま
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
と
労
働
組
合
と
し
て
の
立
揚
は
微
妙
に
な
る
。
労
使
関
係
が
険

悪
な
揚
合
に
は
こ
の
よ
う
な
合
格
者
は
「
敵
側
」
の
人
間
と
し
て

あ
つ
か
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
ま
た
助
役
試
験
に
合
格

し
て
た
だ
ち
に
任
用
さ
れ
る
職
務
は
営
業
掛
、
運
転
掛
で
あ
る
が
、

さ
き
に
大
鉄
局
の
非
組
合
員
認
定
の
範
囲
に
つ
い
て
み
た
と
お
り
、

こ
れ
ら
の
職
務
は
非
組
合
員
で
は
な
い
。
そ
こ
で
図
1
7
で
み
る
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
七
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　　　　　　　　　　図16　助役試験等合格者年度別未任用状況
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年
メ
、

系験
別
別
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図17　営業系統　昭和47年度末異動における昇職人員と昇職までの平均滞留期間

助役試験合格年度 4746454443424140393837363534333231302928
昇職

貝 記　　　事経　過　年　数 12345678910111213141516171819
業務助役

41．4歳）

滞留年数

験合格後圧
までの期間

12

試験合格から任用まで

期問

2．8年

　　　　　　　　　　　　　　　魎
（3）（4）（3）（1）（1）

営業掛
46．9歳）

滞留年数

8
試験合格から任用まで

期間試験合格後任
までの期問

2．2年

　（4）（1）（2）（1）

運転掛
42．2歳）

滞留年数

験合格後任
までφ期間

3．2年

　　　　5．10年

　（2）（2）（2）

6
試験合格又は兼務助役

ら任用までの期問

予備助役

45．5歳）

滞留年数

験合格後任
までの期間

9
兼務助役又は運転掛か

任用までの期問

3．1年

8．11年

（2）（3）（3）（1）

助　　役

47．5歳）

滞留年数

20

営業掛又は予備助役か

任用までの期間

3．7年

試験合格後任
までの期問

12，6年

（1）（5）（6）（4）（4）

駅　　長

51．1歳）

滞留年数

験合格後任
までの期間，

5．7年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18．1年
18

上級管理者試験合格か

任用までの期聞

（1）　（4）　　　α0）　（3）

（注）昭48，4．1現在の各職名ごとの平均年齢を示す。

　《蝋噌蝋廷e・く碑数講即剛 1旧《
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図18　助役試験合格者の教育

般

職

員

受
験
前
教
育
（
高
等
課
程
入
学
等
）

受

験

（6箇月～1年）

／
A

特別運用（つねにチェック）
　陰

1　学園（新任者教育）

（7日）
学園（再教育）　　　　　　学園（再教育）

（3日）

　lA　I
　「一，
合1

　I

　lB　I
格1
　『
　「一一

　IC

一
学
園
（
登
用
前
教
育
）

運用

（3日）

→
登
用B

学園（新任者教育） 学園（再教育）

→
C

ラ
ン
ク
調
整

田20
～日ロO現

場
教
育
（
目
標
管
理

進
路
を
き
め
た
運
用

　　

→

早
め
に
適
材
を
適
所
に
配
置

登
用

（7日）

運用

（3日）

学園（新任者教育）　　学園（再教育）

ランク別運用
A（約20％）

B（約60％）

C（約20％）

（7日） （3目）

…… 堅幹部要貝として指定職貝候補者となりうるクラス

・…一 場管理者要員として将来は小現場長，支区長クラス

…… 支区長，助役どまりとする者

く一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一職場内教育9

　　　　　　　　　　　　　　（幹部会，馴練会等）



う
に
非
組
合
員
と
し
て
の
予
備
助
役
に
任
用
さ
れ
る
ま
で
助
役
試
験
合
格
の
平
均
約
九
年
間
を
組
合
員
の
ま
ま
で
す
．
こ
す
こ
と
に
な
る
。

運
転
掛
、
営
業
掛
は
「
赤
帽
」
を
か
ぶ
り
、
「
準
管
理
者
」
と
さ
れ
て
管
理
職
に
類
似
の
業
務
を
遂
行
す
る
の
で
は
あ
る
が
、
組
合
員
に

と
ど
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
労
使
関
係
の
上
で
非
常
に
困
難
な
立
場
に
立
た
さ
れ
る
こ
と
が
お
き
う
る
。

　
そ
こ
で
あ
る
鉄
道
管
理
局
で
は
次
の
よ
う
な
施
策
を
と
り
初
め
た
。
す
な
わ
ち
、
助
役
採
用
試
験
の
合
格
者
の
ラ
ン
ク
別
運
用
で
あ
っ

て
図
1
8
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
合
格
者
の
中
で
ほ
ぼ
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
予
想
さ
れ
る
A
ラ
ン
ク
の
合
格
者
を
学
園
教
育

の
の
ち
に
ま
ず
最
初
に
登
用
し
教
育
指
定
箇
所
教
育
を
お
こ
な
う
。
教
育
指
定
者
教
育
と
は
現
揚
に
教
育
指
定
箇
所
を
つ
く
る
。
こ
の
箇

所
の
選
定
に
あ
た
っ
て
は
、
大
き
な
職
揚
で
す
ぐ
れ
た
管
理
者
が
お
り
、
管
理
職
教
育
が
十
分
に
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
を
重
点
に
お
い
て

い
る
。
そ
の
具
体
的
運
用
基
準
は
図
1
9
の
よ
う
に
構
想
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
A
ラ
ン
ク
合
格
者
は
現
揚
で
労
使
紛
争
に
よ
っ
て
つ
ぶ
さ

れ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
こ
の
運
用
基
準
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
五
　
現
業
管
理
者
の
特
色

　
現
揚
部
門
の
管
理
者
の
学
歴
を
静
岡
鉄
道
管
理
局
を
例
に
と
っ
て
表
1
1
に
示
す
。
表
1
1
の
傾
向
は
他
の
鉄
道
管
理
局
の
揚
合
と
共
通
で

あ
る
。
表
1
1
で
駅
・
区
・
所
長
、
助
役
、
予
備
助
役
が
管
理
者
で
あ
り
、
そ
の
他
が
準
管
理
者
で
あ
る
。
高
齢
職
員
が
多
い
た
め
に
学
歴

は
以
前
の
学
校
令
に
よ
る
揚
合
が
多
い
。
表
1
1
の
中
で
最
下
段
の
「
中
等
学
校
令
（
乙
種
）
中
等
を
卒
業
の
者
」
の
ほ
と
ん
ど
は
戦
前
の

学
校
令
に
よ
る
高
等
小
学
校
卒
業
者
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
学
歴
者
が
全
体
の
五
六
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
。
ま
た
、

教
習
所
卒
業
者
は
高
等
部
、
普
通
部
等
の
合
計
で
二
七
一
名
と
合
計
一
、
三
四
三
名
の
中
で
二
〇
・
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
。
こ

　
　
　
　
　
公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
一
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図19　助役等任用試験合格者の運用方　（基準）
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　　　運用
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は予助　　　　　　　又は助役
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1坤問長，助役（首）

本局指定職
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営 卜
（2年） （2年》　　　　　　　　　　（5年》 ｛5年》

B 兼予助又ほ転　　　　　　　　　　予　助 助　役 中間現場艮

（4年》　　　　　　　　　　　　（4年》 （6年）

業
C ト

兼予助又は転 予　助 助　役

（5年） （6年》

A ト

非現業課員
は指導，交番。車検艮

膠主席，主席特定
は助役

本局指定職
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施
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は支線区支区長 本区助役又は本線区支区長

ト
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A 卜
本線支区助役及び本区助役

非現業主庸　　　　　∬主席特定
は本線支区長　　　　又は支線区現場長 本局指定職又は現場艮
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B
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C ト
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昭和48年4月1日現在表11　管理者並ぴに準管理者の系統別，学歴別表（除　指定職）

系統 営　　　　　　業 運　　　　転 施　　　　　設 電　　　　　気

計　　　職名
歴

駅　　助　　予　　運　　営　運教
　霧転業　導長　　役　　役　　掛　　掛　　用掛 小

計

区　　助　　兼
　　　務支　　　　助甚　役　役

小
計

区　　助　　兼（　　　　務支＿　　　　　助

　　役　　役

小
計

区　　助　　兼
　　　務）　　　　　助長　　役　　役

小
計

大よ卒す
簸
薯
に
学
準

新制大学
門学校

（0．9） （α8） （3．2） （0．7） （2．5） （0，5） （0．4）

禦
灘
学
専
令
も
校
門
に
の

大学課程
旧専門部）

（1、3）（砿5）

　　2

（0．5） （5．7） （3．8） （12．5）（3．3）

　　4

（4，8） （4．6）（0．7）

　　1

（1．5） （1．4）

0

中業
学
学
校
校
を
令
卒
に
業
よ
の
る
者
甲
種
中
等
及
ぴ
実

甲種中学校

業学校 15　　　　54　　　19　　　　5　　　20　　　10 123 9　　5 14 18　　34　　4 56 8　　18　　3 29 222

新制高等学
（含認定） 1　　8　　4　25　　4　　3 45 1　　2 3 4　　1 5 20 20 7

3

教　習　所
　等　部 4　　49　23　　9　　1 86 2　　42　　9 53 12 12 7　　15　　2 24

1
7
5

難郵 3　　24　　1　　1 29 2 2 4　　34　　1 39 7　　19 26 96

小　　　計
（33．0）（31．1）（36，4）（52。0）（33．4）（36．2〉

3　　　135　　　47　　　40　　　　25　　　　13

（34．4）

83

（1億①（51．9）（32．0）

　　54　16

（46．1）

2
（68，7）（66，6）（75．0）

2　　84　　6

（67．4）

12

（51．1）（49，3）（55．5）

2　　72　　5

（495）

9
（42．1）

66
贈
蹄
学
乙
を
者
枚
楓
卒

篶　栄準教貴等 （65，7）（68，4）（63，6）（48，0）（66．6〉（63．8）

6　　　297　　　82　　　37　　　　50　　　　23

（65。1）

35

（41．5）（68．0）

3　34

（49．3）

7
（15．6）（30，1）（25．0）

　　38　　2

（27．1）

5
（41．8）（50．0）（54，5）

8　　73　　6

（48．5）

7
（56．1）

54

計
（1⑳（且㈲（1⑳（1⑲（m①（1㈱

0　　　434　　129　　　77　　　75　　　36

（1⑳0）

21

（1⑳①（1㏄①（1⑩①

　104　50

（1⑳①

56

（1⑳の　（鵬①　（1⑳①

2　126　　8

（旦⑳の

66

（1⑩の　（鵬①　（鵬①

3　146　11

（！億①

00

（loo①

，343

（注）　（）内は職名別の学歴割合を示す。
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一
橋
大
学
研
究
年
報
　
社
会
学
研
究
　
1
8
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
四

の
二
つ
を
合
計
す
る
と
全
体
の
七
六
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
国
鉄
の
現
業
管
理
者
は
小
学
校
な
い
し
高
等
小
学
校
卒
業

と
い
う
、
い
わ
ば
義
務
教
育
の
学
歴
の
み
を
有
す
る
勤
労
者
の
登
竜
門
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
東
京
駅
は
一
、
O
O
O
名
、
京

都
駅
は
七
〇
〇
名
の
職
員
に
加
え
て
多
数
の
業
務
委
託
者
が
働
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
多
数
の
職
員
を
駅
長
が
管
理
し
て
い
る
。
そ
の
職

務
の
重
要
性
は
民
間
企
業
の
事
業
所
長
に
比
肩
し
よ
う
。
そ
れ
ら
の
事
業
所
長
の
職
位
が
義
務
教
育
出
身
者
に
ほ
と
ん
ど
開
放
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
特
筆
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
そ
し
て
、
助
役
試
験
合
格
者
は
、
現
状
で
は
、
ま
ず
合
格
の
ま
ま
し
ば
ら
く
現
職
に
従
事
し
な
が
ら
兼
務
助
役
と
な
り
、
や
が
て
営
業

掛
、
運
転
掛
と
し
て
勤
務
し
、
そ
の
の
ち
に
予
備
助
役
と
な
っ
て
管
理
職
に
任
用
さ
れ
る
。
国
鉄
で
は
「
掛
職
」
以
下
の
揚
合
に
は
駅
、

機
関
区
な
ど
の
職
揚
を
移
動
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
た
だ
し
東
京
南
鉄
道
管
理
局
の
都
内
勤
務
職
員
の
場
合
に
は
千
葉
県
、
埼
玉

県
な
ど
か
ら
通
勤
す
る
職
員
が
か
な
り
あ
り
、
東
京
南
鉄
道
管
理
局
内
で
こ
れ
ら
の
県
に
最
も
近
接
し
て
い
る
の
は
神
田
駅
で
あ
る
た
め

に
、
神
田
駅
へ
の
移
動
を
希
望
す
る
職
員
が
多
い
。
ま
た
、
豊
橋
駅
の
よ
う
に
身
延
線
沿
線
地
方
出
身
者
を
豊
橋
駅
勤
務
に
す
る
こ
と
か

ら
、
こ
の
線
へ
の
移
動
希
望
者
を
か
か
え
て
い
る
箇
所
も
あ
る
。
だ
が
一
般
的
に
い
っ
て
大
都
市
を
は
な
れ
れ
ば
、
駅
．
区
の
周
辺
の
地

域
か
ら
の
通
勤
者
が
多
く
、
移
動
希
望
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。

　
こ
れ
に
く
ら
べ
て
、
助
役
以
上
の
管
理
者
に
な
っ
た
揚
合
に
は
職
揚
間
の
移
動
は
き
わ
め
て
激
し
い
。
表
1
2
は
静
岡
鉄
道
管
理
局
の
揚

合
を
み
た
も
の
だ
が
、
掛
職
以
下
の
職
員
が
年
間
で
一
五
－
六
パ
ー
セ
ン
ト
と
六
人
に
一
人
し
か
職
揚
を
移
動
し
て
い
な
い
の
に
、
管
理

職
は
二
一
ー
三
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
、
す
な
わ
ち
三
人
に
一
人
な
い
し
五
人
に
一
人
が
毎
年
移
動
し
て
い
る
結
果
に
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
こ
と
を
さ
ら
に
具
体
的
に
み
る
た
め
に
、
同
管
理
局
の
こ
の
期
間
に
つ
い
て
管
理
者
の
同
一
勤
務
箇
所
（
駅
、
区
な
ど
）
に
ど
の



公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理

五
五

表12　年度別職員異動数

年度別 葡　1 46 47

職種別 一般職　管理職 一般職　管理職 搬職陣職

対象人員

異動人員

　（％）

12，068

1，979

16．4

2，544

654

25．6

10，886　2，510

1，658　807
15，2　　　　32．2

10，658　　　2，425

1，672　　　　528

15。7　　　　21．5

　　（注）　管理職には管理部門職員及び準管理職（運転掛・営粟掛等）を含む。

図20　同一動務箇所における平均滞留年数　（系統別，職名別）

統

　　　滞
　
　
留
年
　
職
　
　
　
数
系
　
　
名

年　　1　　　2　　　3　　　4　　　5　　　6

営
　
　
　
　
　
業

駅区長
42人）

　役
114人）

備助役
25人）

2年1箇月

2年7箇月

3年6箇月

運
　
　
　
転

区・所長

4人）

　役
17人）

2年10箇月

3年3箇月

施
　
　
　
　
設

区　長
2人）

区長
7人）

　役
28人）

1年8箇月

1年6箇月

2年9箇月

電
　
　
　
　
　
気

区　長
5人）

区長
14人）

　役
41人）

3年2箇月

2年6箇月

2年1箇月

局平均
299人）

2年6箇月

（注）　昭和47年度末異動者を対象とし・（　）内はその対象人員を示す。



表13　管理者の経歴

一
橋
大
学
研
究
年
報
　
社
会
学
研
究
18

京都駅首席助役

阪鉄道管理局

豊橋駅長
岡鉄道管理局

豊橋機関区長

岡鉄道管理局

三鷹電車区首席助役

京西鉄道管理局

年 年齢 経　　　歴 年 年齢 経　　　歴 年 年齢1 経　　　歴 年 畔齢 経　　　歴

昭2

20

2
1
昭
2
4
昭
2
7
昭
3
6
昭
4
3
昭
4
5
昭
4
8

0歳

8
1
9
2
2
2
5
3
4
4
1
4
3
4
6

出生

取商業卒業

社，大鉄教習

，事務係

田鉄道教習所

事係

務部人事課

西支社人事課

務部人事課

免係長

務部人事課

長補佐

都駅助役

首席）

大11

15

1
5
昭
1
8
昭
2
3
昭
2
5
昭
2
7
昭
3
8
昭
4
0
昭
4
3
昭
4
5
昭
4
7

0歳

8
1
8
2
1
2
6
2
8
3
0
4
1
4
3
4
6
4
8
5
0

出生

枝農業学校卒

入社，藤技駅駅

，中卒者詮衡

験合格，藤枝

貨物掛

役（～昭21）

理部業務課貨

東京地方営業事

所営業部貨物課

業部専用線課

長駅長等試験合格

業部事業課長

副参事）

士駅長

橋駅長

大9

1
2
昭
1
3
昭
1
4
昭
1
5
昭
2
2
昭
2
4
昭
2
7
昭
3
1
昭
3
2
昭
3
8
昭
4
2
昭
4
3
昭
4
4
昭
4
6

0歳

7
1
8
1
9
2
0
2
7
2
9
3
2
3
6
3
7
4
3
4
7
4
8
4
9
5
1

出生

業学校卒業

社，機関助士

習機関助士

関士見習，機

士兵役（～昭21）

門部運転科

現行大学課程〉

学専門部運輻斗卒

機関土兼電

機関士

結核のため休

（～昭30）

導機関士

成所講師

津機関区助役

岡運転所助役

理局運転部機

車課主席

転部機関車課

導係長

橋機関区長

大9

7
昭
重
5
昭
1
6
昭
1
7
昭
1
9
昭
3
6
昭
3
9
昭
4
2
昭
4
4
昭
4
6
昭
4
8

0歳

2
2
0
2
1
2
2
2
4
3
9
4
2
4
5
4
8
5
0
5
2

出生

学校卒業

社，三鷹電車

車両手

車運転士見習

車運転士（三

電車区）

車運転士（青

電車区）

梅電車区助役

川電車区助役

神奈川電車区

役中野電車区助役

首席）

田電車区助役

首席）

鷹電車区助役

首席）

　
　
　
　
　
　
二
五
六

く
ら
い
の
期
間
、
勤
務
し
つ
づ
け
て

い
る
か
を
み
る
と
、
図
2
0
の
と
お
り

に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
局
平
均
で
わ

ず
か
に
二
年
半
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

中
で
も
電
気
区
を
除
い
て
管
理
職
位

が
上
位
に
な
る
ほ
ど
勤
続
年
数
は
短

く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
施
設

区
長
の
揚
合
に
は
人
員
が
少
な
い
の

で
除
外
し
て
考
え
て
み
る
に
し
て
も

駅
・
区
長
の
揚
合
に
は
、
わ
ず
か
に

二
年
一
ヵ
月
し
か
勤
務
し
な
い
の
で

あ
る
。
通
常
、
同
一
勤
務
揚
所
に
最

低
三
年
勤
続
す
る
こ
と
が
職
務
習
熟

の
原
則
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ

が
、
国
鉄
で
は
管
理
職
が
こ
の
よ
う

に
目
ま
ぐ
る
し
く
移
動
し
て
い
る
の



で
あ
っ
て
、
列
車
の
乗
客
と
い
っ
し
よ
に
管
理
者
も
移
動
し
て
い
る
よ
う
な
錯
覚
を
お
こ
さ
せ
る
ほ
ど
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
迅
速
な
移
動
が
お
こ
な
わ
れ
る
の
は
、
一
つ
に
は
管
理
局
内
の
勤
務
箇
所
が
ま
だ
多
数
あ
り
、
そ
れ
ら
が
小
か
ら
大
へ
と

ラ
ン
ク
づ
け
ら
れ
て
い
て
、
管
理
者
は
小
さ
い
箇
所
の
助
役
か
ら
大
き
い
箇
所
へ
の
助
役
、
小
さ
い
箇
所
の
箇
所
長
か
ら
大
き
い
箇
所
の

箇
所
長
へ
と
ラ
セ
ン
形
に
進
ん
で
い
く
こ
と
が
昇
格
、
昇
進
の
径
路
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
も
う
一
つ
に
は
、
箇
所
に
よ

っ
て
労
使
関
係
の
円
滑
な
処
理
が
困
難
で
一
年
間
の
勤
務
が
一
〇
年
間
の
疲
労
に
匹
敵
す
る
と
い
う
事
情
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
管
理
者

の
移
動
が
促
進
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

　
表
1
3
に
若
干
の
現
業
管
理
者
の
経
歴
を
示
す
。
い
ず
れ
も
助
役
な
い
し
駅
長
に
任
用
後
の
移
動
が
激
し
い
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
で
あ
ろ

》
つ
o

　
　
　
　
六
　
上
級
管
理
者
へ
の
任
用

　
す
べ
て
の
鉄
道
管
理
局
で
設
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
管
理
職
の
中
に
上
級
管
理
者
を
区
分
し
て
設
定
し
て
い
る
鉄
道
管
理

局
が
あ
る
。
東
京
西
鉄
道
管
理
局
、
瀞
岡
鉄
道
管
理
局
な
ど
に
も
上
級
管
理
者
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
静
岡
鉄
道
管
理
局
に
例
を
と
れ
ば
、

静
岡
鉄
道
管
理
局
報
（
甲
）
第
百
七
十
一
号
（
昭
和
四
十
六
年
十
月
二
十
二
日
）
で
次
の
よ
う
に
上
級
管
理
者
任
用
試
験
施
行
に
つ
い
て

の
通
達
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。

　
「
上
級
管
理
者
任
用
試
験
施
行
に
つ
い
て

　
　
下
記
に
よ
り
上
級
管
理
者
任
用
試
験
を
施
行
す
る
か
ら
志
願
者
を
推
薦
さ
れ
た
い
。

　
　
　
　
　
公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
七



　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
社
会
学
研
究
　
1
8
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
八

　
　
　
　
　
記

－
　
任
用
職
種

　
　
「
上
級
管
理
者
」
と
は
、
次
の
職
種
を
い
い
、
別
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
試
験
の
合
格
者
を
任
用
す
る
。
た
だ
し
、
技
術

職
員
が
そ
の
担
当
職
種
の
上
級
管
理
者
に
任
用
さ
れ
る
揚
合
を
除
く
。

　
　
現
業
機
関
の
長
、
支
区
長
、
公
安
室
長
及
び
1
1
職
群
の
係
長
、
教
頭
、
講
師
、
寮
長
並
び
に
C
職
群
の
助
役
、
公
安
主
任

　
　
（
注
1
）
－
「
技
術
職
員
」
と
は
次
の
職
種
の
経
歴
を
有
し
、
そ
の
業
務
に
精
通
し
て
い
る
者
を
い
う
。

　
　
　
　
　
　
課
員
（
技
術
担
当
者
に
限
る
。
）
、
各
機
関
士
、
電
車
運
転
士
、
気
動
車
運
転
士
、
各
技
術
掛
、
各
検
査
長
、
各
検
査
掛
、
保
線
指
導
掛
、

　
　
　
　
　
軌
道
作
業
長
、
保
線
機
械
掛
、
通
信
運
用
掛
、
電
信
掛

　
　
（
注
2
）
　
係
畏
に
は
守
衛
長
、
契
約
審
査
員
、
考
査
員
、
施
設
監
査
員
を
含
む
。

2
　
受
験
資
格

　
　
次
の
第
一
号
及
び
第
二
号
の
資
格
を
有
す
る
者
で
、
上
級
管
理
者
と
し
て
適
任
で
あ
る
と
認
め
、
所
管
部
長
及
び
運
輸
長
（
営
業
、

　
運
転
系
統
に
限
る
。
）
が
推
薦
す
る
者

　
ω
　
1
0
（
B
）
職
群
又
は
9
（
A
）
職
群
の
者
で
、
7
職
群
以
上
の
職
務
経
歴
を
通
算
し
て
五
年
以
上
（
地
方
採
用
職
員
等
に
あ
っ

　
　
て
は
一
年
以
上
）
の
者

　
　
（
注
）
　
「
地
方
採
用
職
員
等
」
と
は
、
大
学
、
旧
専
門
学
校
卒
業
者
で
、
部
内
資
格
と
し
て
認
定
さ
れ
た
者
及
ぴ
学
園
大
学
課
程
、
旧
専
門
部
卒

　
　
　
業
者
を
い
う
。



　
　
（
注
1
）
　
「
現
業
管
理
職
」
と
は
助
役
（
旧
分
区
長
を
含
む
。
）
予
備
助
役
、
運
転
掛
、
掛
主
任
、
公
安
主
任
を
い
う
。

　
　
（
注
2
）
　
「
主
席
」
に
は
非
現
業
の
1
0
職
群
の
相
当
職
を
含
む
。

　
　
ア
　
期
日
及
ぴ
場
所

　
　
　
　
十
一
月
二
十
二
日

　
　
　
　
時
間
、
揚
所
は
お
っ
て
通
知
す
る
。

　
　
イ
　
科
目
及
び
時
間

　
　
　
　
作
　
　
文
　
　
　
　
九
〇
分

　
　
　
　
常
識
一
般
　
　
　
九
〇
分

　
　
ア
　
第
一
次
試
験
の
合
格
者
に
対
し
て
行
な
う
。

　
　
イ
　
期
日
、
場
所
は
お
っ
て
通
知
す
る
。

　
　
　
　
公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
二
五
九

ー
　
現
業
管
理
職
の
職
務
経
歴
を
有
す
る
者
及
ぴ
非
現
業
の
主
席
、
助
役
試
験
合
格
者

　
2

　
（

3
　
試
験
方
法

ー
　
第
一
次
試
験
（
筆
記
）

　
1

　
（

　
ー
　
第
二
次
試
験
（
面
接
）

　
2

　
（

4
　
志
願
手
続
き
等

　
ー
　
各
長
は
志
願
者
の
資
格
等
を
十
分
審
査
の
う
え
、
十
月
二
十
八
日
ま
で
に
営
業
、
運
転
系
統
に
つ
い
て
は
所
管
の
運
輸
長
へ
、

　
1

　
（



　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
社
会
学
研
究
　
1
8
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
二
六
〇

　
　
　
施
設
、
電
気
系
統
に
つ
い
て
は
主
管
部
長
へ
志
願
書
を
提
出
す
る
こ
と
。

　
　
　
（
注
）
　
志
願
者
の
う
ち
、
次
の
第
二
号
及
び
第
三
号
に
よ
り
運
輸
長
及
ぴ
主
管
部
長
が
選
考
の
う
え
推
薦
す
る
者
に
つ
い
て
第
一
次
試
験
を
行
な

　
　
　
　
う
o

　
　
ω
　
運
輸
長
は
勤
務
成
績
、
資
絡
等
を
審
査
、
選
考
の
う
え
主
管
部
長
あ
て
志
願
書
に
よ
り
推
薦
す
る
こ
と
。

　
　
個
　
各
部
長
は
現
業
機
関
の
職
員
及
び
所
属
部
内
の
志
願
者
に
つ
い
て
資
格
等
を
審
査
、
選
考
の
う
え
、
十
月
三
十
日
ま
で
に
人
事

　
　
　
課
長
あ
て
に
志
願
書
に
よ
り
推
薦
す
る
こ
と
。

　
　
　
（
注
）
　
第
一
次
試
験
受
験
者
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
各
部
長
か
ら
（
営
業
、
運
転
に
つ
い
て
は
運
輸
長
を
経
由
し
て
）
各
長
あ
て
通
知
す
る
。

　
5
　
そ
の
他

　
　
　
志
願
書
用
紙
は
次
の
箇
所
へ
請
求
す
る
こ
と
。

　
　
　
非
現
業
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
人
事
課
（
任
免
）

　
　
　
営
業
、
運
転
現
業
機
関
…
…
…
…
所
管
の
運
輸
長

　
　
　
施
設
、
電
気
現
業
機
関
…
…
…
…
主
管
部
総
務
課
（
要
員
）
」

　
静
鉄
局
の
上
級
管
理
者
任
用
試
験
の
結
果
を
み
れ
ば
表
欝
の
と
お
り
で
あ
っ
て
、
合
格
者
は
受
験
者
の
半
分
な
い
し
、
そ
れ
以
下
で
あ

り
、
試
験
は
か
な
り
む
ず
か
し
い
。
管
理
者
の
選
別
は
上
級
管
理
者
任
用
試
験
の
設
定
に
よ
っ
て
い
よ
い
よ
き
ぴ
し
く
な
っ
て
い
る
と
い

え
よ
う
o



搬
一
轟
　
」
い
強
略
鮨
瞭
宙
融
翼
鯉
3
群
湘
　
（
諜
聾
略
愚
画
）

禽
罧
曽

鋭
　
　
岳
　
　
照

＆
　
　
甜
　
　
矯

≒
　
　
禽
　
　
隔

翼
　
　
　
魅

　
懇
　
　
　
　
皿

　
余

」
い
戴
聡
繭
鹸
，
甫
ヨ
翼
騨

購鎌薬踏

蝉哉鄭幽

弾兼叢コ＞

抵趣煮

坤
露
勢

ゆ
　
　
命

叢鹸
，
　
建

翼雌齢漆

欝娘鄭搬

醤誌爵ゆ

藪鰹和

τρ鎌叢巨〉濤
o
　　　庫

め

巽豫曄聾

鶏贈兼議嫡
Q
二　購瞭鋸泌
α

8　購報設Φ

あ

9　無芯彊o

誰訥＞節

　　陣
建曄撫

　
　
　
七
指
定
職
制
度

　
第
四
節
の
表
9
で
み
る
よ
う
に
、
た
と
え
ぱ
営
業
部
門
の
助
役
、
駅
長
の
職
長
の
職
群
A
、
B
、
C
、
D
の
次
に
「
指
定
職
」
と
い
う

名
称
が
み
え
る
。
指
定
職
は
管
理
職
制
度
と
関
連
し
て
い
る
が
、
そ
れ
と
は
別
個
の
制
度
で
あ
っ
て
民
間
企
業
の
資
格
制
度
に
類
似
し
て

い
る
。
と
は
い
え
民
間
企
業
の
資
格
制
度
の
よ
う
に
全
従
業
員
に
適
用
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
一
部
の
職
員
に
適
用
さ
れ
る
制
度
で
あ
ろ

》
つ
o

　
指
定
職
に
つ
い
て
は
ま
ず
「
指
定
職
員
等
管
理
規
程
」
（
昭
和
三
十
九
年
四
月
一
日
、
総
裁
達
第
百
五
十
八
号
、
改
正
昭
和
四
十
七
．

二
・
三
総
裁
達
第
八
十
一
号
）
が
あ
る
。
次
に
そ
の
条
文
を
引
用
す
る
。

　
「
（
適
用
範
囲
）

　
第
一
条
　
指
定
職
員
等
の
範
囲
、
定
数
、
登
用
、
昇
格
、
給
与
等
に
関
す
る
業
務
に
つ
い
て
は
、
ア
一
の
規
程
の
定
め
る
と
．
〕
ろ
に
よ

　
　
る
。

　
　
　
　
公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
一



　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
社
会
学
研
究
　
1
8
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
二

2
　
こ
の
規
程
に
定
め
て
い
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
も
の
に
よ
る
。

　
　
（
注
）
　
別
に
定
め
る
も
の
の
お
も
な
も
の
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
規
　
　
　
程
　
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
関
係
事
項

　
　
　
　
職
員
管
理
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
四
月
総
裁
達
第
百
五
十
七
号
）
　
　
　
　
　
動
務
、
教
育
、
賞
罰
等

　
（
用
語
の
意
義
）

第
二
条
　
こ
の
規
程
に
お
け
る
用
語
の
意
義
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
ω
　
「
登
用
」
と
は
、
は
じ
め
て
指
定
職
員
等
と
な
る
こ
と
を
い
う
。

　
図
　
「
昇
格
」
と
は
、
指
定
職
員
等
が
上
位
の
呼
称
を
附
与
さ
れ
、
又
は
上
位
の
職
若
し
く
は
職
群
に
格
付
さ
れ
る
揚
合
を
い
う
。

　
㈲
　
「
降
格
」
と
は
、
昇
格
の
反
対
の
揚
合
を
い
う
。

　
（
職
分
呼
称
）

第
三
条
　
指
定
職
員
等
は
、
職
務
の
内
容
に
応
じ
て
、
指
定
職
員
、
研
究
職
員
、
役
付
医
療
職
員
及
び
特
定
船
舶
職
員
に
区
分
す
る
。

2
　
職
務
の
重
要
度
に
応
じ
、
か
つ
、
業
績
を
勘
案
し
て
、
指
定
職
員
に
つ
い
て
は
参
与
、
参
事
、
参
事
補
又
は
副
参
事
の
、
研
究
職

　
員
に
つ
い
て
は
研
究
職
1
等
、
研
究
職
2
等
又
は
研
究
職
3
等
の
職
分
呼
称
を
附
与
す
る
。

　
（
指
定
職
員
等
の
範
囲
）

第
四
条
指
定
職
員
等
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
範
囲
は
、
別
表
第
1
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
総
裁
が
特
に
必
要

　
と
認
め
た
揚
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。



　
（
給
与
の
種
別
）

第
五
条
　
指
定
職
員
等
の
給
与
は
、
俸
給
、
指
定
職
員
等
俸
給
加
算
額
、
扶
養
手
当
、
都
市
手
当
、
職
務
調
整
額
、
住
宅
手
当
、
特
殊

　
勤
務
手
当
、
通
勤
手
当
、
割
増
給
与
、
休
職
者
給
与
、
期
末
手
当
、
寒
冷
地
手
当
及
ぴ
退
職
手
当
と
す
る
。

　
（
扶
養
手
当
）

第
六
条
　
扶
養
手
当
は
、
職
員
管
理
規
程
第
1
8
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

　
（
通
勤
手
当
）

第
七
条
　
通
勤
手
当
は
、
職
員
管
理
規
程
に
基
づ
く
通
勤
手
当
支
給
基
準
規
程
の
定
め
を
準
用
し
て
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

　
（
退
職
手
当
）

第
八
条
　
退
職
手
当
は
、
職
員
管
理
規
程
に
基
づ
く
退
職
手
当
支
給
事
務
基
準
規
程
の
定
め
を
準
用
し
て
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

　
（
統
　
　
事
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

第
九
条
　
指
定
職
員
等
で
、
永
年
に
わ
た
り
業
務
に
尽
す
い
し
、
そ
の
業
務
知
識
及
ぴ
技
能
が
特
に
練
達
し
て
い
る
も
の
に
は
、
統
事

　
の
称
号
を
附
与
す
る
。

　
（
総
裁
の
決
定
事
項
）

第
十
条
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
総
裁
が
決
定
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
号
及
ぴ
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
別
に
通
達
す

　
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
総
局
長
、
首
都
圏
本
部
長
及
び
直
轄
地
方
機
関
の
長
（
首
都
圏
本
部
の
担
当
す
る
機
関
の
長
を
除
く
。
）
が

　
代
行
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　
公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
三



　
⑲

　
（
権
限
の
委
任
）

第
十
一
条
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
総
裁
室
秘
書
課
長
が
決
定
す
る
。

　
ω
　
指
定
職
員
等
の
本
社
附
属
機
関
及
び
地
方
機
関
（
駐
在
理
事
室
を
含
み
、

　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
社
会
学
研
究
　
1
8
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
四

　
　
指
定
職
員
等
の
定
数

　
　
指
定
職
員
等
の
登
用
、
昇
格
、
給
与
等
に
関
す
る
基
本
事
項

　
　
指
定
職
員
等
の
人
事
の
運
用
に
関
す
る
基
本
事
項

　
　
指
定
職
員
等
及
び
研
究
職
員
の
登
用
、
昇
格
、
降
絡
、
退
職
及
ぴ
免
職

　
　
別
表
第
2
に
掲
げ
る
者
の
採
用
、
勤
務
指
定
、
転
勤
、
休
職
及
ぴ
復
職

　
　
別
表
第
2
に
掲
げ
る
役
付
医
療
職
員
及
び
特
定
船
舶
職
員
の
登
用
、
昇
格
、
降
格
、
退
職
及
び
免
職

　
　
指
定
職
員
等
の
昇
給
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
の
定
期
昇
格
を
除
く
。

　
ア
　
別
表
第
2
に
掲
げ
る
者

　
イ
　
別
表
第
2
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
で
、
本
社
附
属
機
関
に
勤
務
す
る
指
定
職
員
等
。
た
だ
し
、
鉄
道
労
働
科
学
研
究
所
、
中

　
　
央
鉄
道
病
院
及
び
中
央
保
健
管
理
所
の
役
付
医
療
職
員
を
除
く
。

　
除
く
。
）
の
退
職
手
当
の
支
給
額

　
　
統
事
の
称
号
の
附
与

コー（き2〔き3〔ン4（ン5〔ン6〔ン7（ー
　
本
社
内
各
長
、
本
社
附
属
機
関
の
長
及
び
地
方
機
関
の
長
（
駐
在
理
事
室
長
を
含
み
、
首
都
圏
本
部
の
担
当
す
る
機
関
の
長
を

8〔

首
都
圏
本
部
の
担
当
す
る
機
関
を
除
く
。
）
別
・
級



　
　
別
定
数

　
図
　
別
表
第
2
に
掲
げ
る
者
並
び
に
同
表
に
掲
げ
る
者
以
外
の
参
事
の
指
定
職
員
の
配
置
箇
所

2
　
次
に
各
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
本
社
附
属
機
関
の
長
が
決
定
す
る
。

ω
　
別
表
第
2
に
掲
げ
る
者
以
外
の
指
定
職
員
及
び
研
究
職
員
の
採
用
、
勤
務
指
定
、
転
勤
、
休
職
及
び
復
職

ω
　
別
表
第
2
に
掲
げ
る
者
以
外
の
役
付
医
療
職
員
及
び
特
定
船
舶
職
員
の
採
用
、
登
用
、
昇
格
、
降
格
、
勤
務
指
定
、
転
勤
、
休

　
　
職
、
退
職
、
免
職
及
ぴ
定
期
昇
給

3
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
総
局
長
及
び
首
都
圏
本
部
長
が
決
定
す
る
。

　
ω
　
別
表
第
3
に
掲
げ
る
者
の
採
用
、
勤
務
指
定
、
転
勤
休
職
及
ぴ
復
職

③
　
別
表
第
3
に
掲
げ
る
者
以
外
の
指
定
職
員
の
定
期
昇
給

　
㈲
　
別
表
第
3
に
掲
げ
る
役
付
医
療
職
員
及
ぴ
特
定
船
舶
職
員
の
登
用
、
昇
格
、
降
格
、
退
職
、
免
職
及
ぴ
定
期
昇
給

　
四
　
総
局
の
地
方
機
関
の
長
及
び
首
都
圏
本
部
の
担
当
す
る
機
関
の
長
の
退
職
手
当
の
支
給
額
。

4
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
総
局
の
地
方
機
関
の
長
及
ぴ
直
轄
地
方
機
関
の
長
が
決
定
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
号
に
掲
げ
る
事

　
項
に
つ
い
て
は
、
直
轄
地
方
機
関
の
長
（
首
都
圏
本
部
の
担
当
す
る
機
関
の
長
を
除
く
。
）
に
限
る
。

ω
　
別
表
第
2
及
ぴ
別
表
第
3
に
掲
げ
る
者
以
外
の
指
定
職
員
の
採
用
、
勤
務
指
定
、
転
勤
、
休
職
及
び
復
職

③
　
別
表
第
2
及
ぴ
別
表
第
3
に
掲
げ
る
者
以
外
の
役
付
医
療
職
員
及
ぴ
特
定
船
舶
職
員
の
採
用
、
登
用
、
昇
格
、
降
稽
、
勤
務
指

　
　
定
、
転
職
、
休
職
、
復
職
、
退
職
、
免
職
及
ぴ
定
期
昇
給

　
　
　
　
公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
五



別表第1　（第4条）

　　　　　　　指定職員等とすることができるものの範囲

一
橋
大
学
研
究
年
報
　
社
会
学
研
究
18

区　　分 職　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名

指、定職員

本社内各長，本社附属機関の長，総局長，地方機関の長（駐在理事室

を含む。），副総局長，総局の地方機関の長，鉄道管理局の地方機関

長，課長，次長，調査役，監察役，計画主幹，検査役，補佐，主任

員，副所長，部長，室長，会計監査役，主任研究員，図書館長，科

，学務主事，分教所長，主任技師，副監察役，出張所長，電気工事

務所長，センター所長，副監査役，監督，運輸長，管理長，契約審

査役，構造物検査技師，物資部長，施設監査貝，鉄道学園長，教頭，

務長，資材事務所長，用品試験所長，用品倉庫長，工事事務所長，

安監査員，現業機関の長，職場長，助役，支区長，支所長

研究職貝 研究室長，主任研究員，調査役，補佐

役付医療職員

課長，補佐，研究室長，主任研究員

長，副院長，保健管理所長，保健管理部長，副長，主任医長，医長，

医長，鉄道診療所長，分室長，鉄道療養所長，薬剤長，副薬剤長，

生試験室長，総婦長

特定船舶職員
部長，次長，監督，課長，補佐，科長

業機関の長，船長，助役，支所長，機関長，通信長，事務長

（注）「センター所長」とは，販売センター及び貨物営業センターの所長である。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
六

　
㈹
　
別
表
第
2
に
掲
げ
る
者
以
外
の
指
定
職
員
の
定
期
昇
給

第
十
二
条
　
総
裁
室
秘
書
課
長
は
、
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
総

　
裁
が
決
定
し
た
と
こ
ろ
に
基
づ
き
、
次
に
、
各
号
に
掲
げ
る

　
基
準
規
定
を
制
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ω
　
指
定
職
員
登
用
及
ぴ
昇
格
基
準
規
程
（
指
定
職
員
の
登

　
　
用
、
昇
格
及
び
呼
称
の
附
与
に
関
す
る
基
準
）

　
⑨
　
指
定
職
員
給
与
基
準
規
程
（
指
定
職
員
の
給
与
等
に
関

　
　
す
る
基
準
）

　
図
の
二
　
研
究
職
員
登
用
及
び
給
与
等
基
準
規
程
（
研
究
職

　
　
員
の
登
用
、
昇
格
、
給
与
等
に
関
す
る
基
準
）

　
⑬
役
付
医
療
職
員
登
用
及
び
給
与
等
基
準
規
程
（
役
付
医

　
　
療
職
員
の
登
用
、
昇
格
及
び
給
与
等
に
関
す
る
基
準
）

　
四
　
特
定
船
舶
職
員
登
用
及
び
給
与
等
基
準
規
程
（
特
定
船

　
　
舶
職
員
の
登
用
、
昇
格
、
給
与
等
に
関
す
る
基
準
）
」

　
こ
の
第
十
二
条
に
も
と
づ
い
た
「
指
定
職
員
及
び
昇
格
基
準
規

程
」
は
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。



別表第2　（第10条，第11条）

公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理

六
七

機　　　　　関 範　　　　　　　　　　　　　　　囲

本　　　　　　　　社 指定職員等

本社附属機関
所長，学長，病院長，副所長，次長，部長，調査役，

長，図書館長，分教所長，課長，事務長，科長，主

技師，在外事務所の指定職員，副院長，副長

駐　在　理　事　室 指定職員

輸　送　計　画　室 指定職員

総局及び

局の地

機関並

に首都

本部及

その担

する機

総　　　　　局

総局長，副総局長，次長，部長，監察役，企画室長（四

総局を徐く。），車両管理室長（四国総局を除く。），情

管理室長，予算管理室長，調査役，鉄道学園長（第1

），鉄道病院の院長及ぴ副院長，電気工事事務所長

首都圏本部 本部長，次長，室長，監察役

鉄道・管理局
局長，部長，会計監査役，鉄道学園長（第1種），鉄道

院の院長及び副院長，禄健管理所長

地方自動車局・部 局長，部長，次長

地方資材部 部長，次長

工　　　　　場 工場長，次長

自動車工場 工場長

工　　事　　局 局長，次長，操機部長，工事事務所の所長及ぴ次長

’建築工事局 局長，次長

給電管理局 局長，次長

電気工事局 局長，次長

船舶管理部 部長，次長

直轄地方

関（首

圏本部

担当す

機関を
く。）

鉄道管理局

局長，部長，会計監査役，本局の課長及び室長，副監

役，契約審査役，運輸長，鉄道学園長（第1種），鉄

学園（第1種）の教頭，鉄道病院の院長及ぴ副院長，

健管理所の所長及び副長，監督，工場長，工場次長

地方自動車局・部 局長，部長，次長，課長

地方資材部 部長，次長，課長，資材事務所長

工　　　　　　場 工場長，次長，課長

工　　事　　局 局長，次長，本局の課長，工事事務所の所長及ぴ次長

電気工事局 局長，次長，課長，室長，主任技師



別表第3　（第11条）

一
橋
大
学
研
究
年
報
　
社
会
学
研
究
18

機　　　関 範　　　　　　　　　　　　　　囲

総　　　　　　局 別表第2に掲げる者以外の指定職員等

首都圏本部 同上

総局の地

機関及

首都圏

部の担

する機

鉄道管理局
本局の課長及び室長，部の次長，副監査役，契約審査

，運輸長，鉄道学園（第1種）の教頭，保健管理所の

長，監督，炭鉱整理事務所の所長及び次長

地方自動車局・部 課長

地方資材部 課長，資材事務所長，，用品試験所長

工　　　　　　場 課長

自動車工場 課　長

工　　皐　　局 課長

建築工事局’ 課『長

給電管理局 課長，室長

電気工事局 課長，室長，主任技師

船舶管理部 課長，監督

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
八

「
指
定
職
員
登
用
及
ぴ
昇
格
基
準
規
程

　
（
適
用
範
囲
）

第
一
条
指
定
職
員
の
登
用
、
昇
格
、
昇
任
に
つ
い
て
は
、
指
定
職

　
員
等
管
理
規
程
に
よ
る
ほ
か
、
こ
の
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

　
る
。

第
二
条
削
除

　
（
期
間
計
算
の
原
則
）

第
三
条
　
こ
の
規
程
に
お
け
る
計
算
は
、
月
計
算
と
す
る
。

　
（
登
用
の
種
別
）

第
四
条
　
登
用
は
、
普
通
登
用
、
特
別
登
用
及
ぴ
名
誉
登
用
と
す
る
。

　
（
普
通
登
用
）

第
五
条
参
事
補
へ
の
登
用
は
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
者
の
う

　
ち
か
ら
、
別
に
通
達
す
る
定
数
の
範
囲
内
で
行
な
う
も
の
と
す

　
る
。

　
ω
　
現
に
1
1
職
群
及
ぴ
C
職
群
以
上
の
職
に
あ
り
、
か
つ
、
そ
の

　
職
務
経
歴
が
一
年
（
休
職
及
び
停
職
の
期
間
を
除
く
。
）
以
上



　
　
の
者

　
③
　
指
定
職
員
等
管
理
規
程
別
表
第
1
に
掲
げ
る
職
に
あ
る
者

2
　
副
参
事
へ
の
登
用
は
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
別
に
通
達
す
る
定
数
の
範
囲
内
で
行
な
う
も
の
と
す
る
。

　
ω
　
現
に
C
職
群
以
上
の
職
に
あ
り
、
か
つ
、
1
1
職
群
又
は
C
職
群
以
上
の
職
務
経
歴
が
一
年
（
休
職
及
ぴ
停
職
の
期
間
を
除
く
。
）

　
　
以
上
の
者

　
働
　
管
理
職
員
給
与
基
準
規
程
別
表
第
－
に
掲
げ
る
職
に
あ
る
者

　
（
特
別
登
用
）

第
六
条
　
次
の
各
号
に
該
当
す
る
者
を
登
用
す
る
必
要
が
あ
る
揚
合
は
、
総
裁
の
承
認
を
得
て
行
な
う
も
の
と
す
る
。
　
　
　
　
　
　
1

　
ω
前
条
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者

　
③
　
公
務
員
等
か
ら
の
復
帰
者
（
復
帰
時
に
限
る
。
）

　
個
　
新
た
に
採
用
し
た
学
職
経
験
者

　
（
名
誉
登
用
）

第
七
条
　
次
の
各
号
の
ー
に
該
当
す
る
者
が
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
揚
合
は
、
退
職
又
は
死
亡
の
日
を
も
っ
て
参
事
補
に
登
用
す
る

　
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
過
去
一
年
間
に
懲
戒
処
分
を
受
け
た
者
を
除
く
。

　
ω
　
現
に
1
0
職
群
以
上
又
は
B
職
群
以
上
の
職
に
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
職
務
経
歴
が
五
年
以
上
の
者

　
図
　
総
裁
が
特
に
認
め
た
者

　
　
　
　
公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
九



　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
社
会
学
研
究
　
1
8
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
〇

2
　
次
の
各
号
の
ー
に
該
当
す
る
者
が
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
場
合
は
、
退
職
又
は
死
亡
の
日
を
も
っ
て
副
参
事
に
登
用
す
る
ア
】
と

　
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
過
去
一
年
間
の
懲
戒
処
分
を
受
け
た
者
を
除
く
。

　
O
b
　
現
に
1
0
職
群
以
上
又
は
B
職
群
以
上
の
職
に
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
職
務
経
歴
が
四
年
以
上
の
者

　
③
　
現
揚
長
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
職
に
あ
る
者
で
、
そ
の
職
務
経
歴
が
二
年
以
上
あ
る
も
の
の
う
ち
、
総
裁
が
特
に
認
め
た
も
の

3
　
前
項
の
職
務
経
歴
期
間
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　
①
　
業
務
上
の
顕
著
な
功
績
に
よ
り
総
裁
か
ら
特
に
個
人
表
彰
を
受
け
た
者
及
び
業
務
上
の
傷
病
に
よ
り
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た

　
　
者
に
つ
い
て
は
、
職
務
経
歴
所
要
年
数
を
一
年
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
③
　
休
職
又
は
停
職
の
期
間
が
あ
る
揚
合
は
、
そ
の
期
間
の
二
分
の
一
を
減
ず
る
。

　
（
昇
格
の
種
別
）

第
八
条
　
昇
格
は
、
普
通
昇
格
、
優
遇
昇
格
及
び
名
替
昇
格
と
す
る
。

　
（
普
通
昇
格
）

第
九
条
　
次
の
各
号
の
ー
に
該
当
す
る
揚
合
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
職
に
つ
い
た
日
を
も
っ
て
、
昇
格
を
行
な
う
も
の
と
す
る
。
た

　
だ
し
、
総
裁
が
特
に
事
由
が
あ
る
と
認
め
た
揚
合
は
、
昇
格
を
延
期
す
る
こ
と
が
あ
る
。

　
q
D
　
参
事
の
者
が
、
別
に
通
達
す
る
参
与
配
置
箇
所
の
職
に
つ
い
た
揚
合

　
ω
　
参
事
補
の
者
が
、
別
に
通
達
す
る
参
事
配
置
箇
所
の
職
に
つ
い
た
揚
合
」

こ
の
条
文
は
分
り
に
く
い
の
で
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
整
理
し
て
み
る
と
表
1
5
の
と
お
り
に
な
る
。
表
1
5
の
上
段
は
登
用
に
つ
い
て



登用

叢
か
ら
矯
補

　
　
　
　
冨
参
事

昇格

参
事
補
か
ら
参
事

副
参
事
か
ら
参
事
補

昇任

3押

2罫

1級

表15　指定職員普通登用・昇格・昇任基準

一般職 副参事 　　参事補
3級　　2級 1級

11職群・C職群以上1年

副参事　　　参事補
　　　　　3級　2級　1級 3級

参
2輝

事
1級

　ポスト

　ポスト

　　参　事　補
3．級　　2級　　1級 3級

参
2級

事
1級

　3年以上

　重要職

参事ポスト2年

○参1事補への登用

現に11職群及びC職群以上の職にあり，か
つ，その職務経歴が1年以上の者（休職及
ぴ停職の期闘を除く）

o副参事への登用

現にC職群以上の職にあり，かつ11職群又
　は，C職群以上の職務経歴が1年以上の者

（休職及ぴ停職の期問を除く）

o参事補への昇格

副参事の者が，別に通達し，又は，総局長，

首都圏本部長，若しくは，直轄地方機関の

長が定める参事補配置箇所の職についた場
合。

o参事への昇格
参事補の者が別に通達する参箏配置箇所の

職についた揚合。

01級又は2級への昇任
参事及ぴ参事補の者のうち，2級又は3級
に格付けされている者は，別に通達すると

ころにより，それぞれ1級又は2級に昇任
させることができる。

　ただし，総裁が特に事由があると認めた
場合はこの限りではない。

蛮報噸轍章e・く蹄数講傘騨 11ギ1
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表16　指定職員登用及ぴ昇格（学歴別）数

クラス別 参 皐 参 事 補 副 参 事

年
度
別

　学歴
　別

　別

専門学校以上

大学課程を含

）

高校以上

〕
高小以上 専門学校以．ヒ

大学課穫を含

）

高校以上

騨〕
高小以上 専門学校以．L

大学課程を會
）

高校以上

〕
高小以上 計

非現業 1 1 1 2 5

営業 1 2 3 1 1 8
運　転 1 1 1 1 1 5

45
施設 1 1 1 3

電気 2 3 5

計 2 1 5 8 5 1 3 1 26

非現業 3 1 6 10

営業 1 2 1 5 4 13

運　転 2 1 3 1 1 8
46

施　設 2 1 3
電　気 2 1 3

計 3 1 6 8 2 5 7 5 37

非現業 1 5 1 7

営業 1 2 1 1 1 4 10

運　転 1 1 1 1 4
47

施　設 2 1 3
電　気 5 5

計 1 2 2 8 6 3 2 1 4 29

総 計 4 4 4 19 22 10 8 11 10 92



の
規
定
、
中
段
は
副
参
事
登
用
以
後
の
昇
格
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
り
、
下
段
は
参
事
補
、
参
事
の
中
で
の
昇
級
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ

る
。　

表
1
6
は
静
岡
鉄
道
管
理
局
に
お
け
る
指
定
職
登
用
者
を
年
度
別
、
ク
ラ
ス
別
、
学
歴
別
、
系
統
別
に
み
た
も
の
で
あ
っ
て
、
昭
和
四
十

六
年
度
に
は
副
参
事
、
参
事
補
へ
の
昇
格
者
が
多
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
通
常
は
副
参
事
へ
の
登
用
者
は
一
〇
名
未
満
で
あ
っ
て

高
小
卒
現
業
職
員
に
も
副
参
事
、
参
事
補
を
へ
て
参
事
に
ま
で
到
達
す
る
職
員
が
い
る
こ
と
は
注
目
す
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。
職
員
登
用
制
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

と
し
て
は
民
間
企
業
よ
り
も
は
る
か
に
開
放
的
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
、
次
号
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
五
四
年
一
一
月
一
九
日
　
受
理
）

公
共
企
業
体
の
人
事
労
務
管
理

二
七
三




